


















































































































































































































































































 
鑑定評価サマリー 

物件名 レストヴィラ町田小野路 

鑑定評価額 3,750百万円 

鑑定機関 一般財団法人日本不動産研究所 

価格時点 平成27年７月31日 

 

項目 内容 概要等 

収益価格 3,750百万円 直接還元法とＤＣＦ法による収益価格を関連づけて試算 

  直接還元法による価格 3,790百万円 
中期的に安定的であると認められる純収益を還元利回りで還元し 

て査定 

   
（１）運営純収益 

（ＮＯＩ） 
192百万円 － 

    （２）一時金の運用益 ２百万円 運用利回りを２％として運用益を査定 

    （３）資本的支出 ４百万円 
エンジニアリング・レポートにおける年平均修繕更新費等を考慮 

の上査定 

   

（４）純収益 

（ＮＣＦ＝（１）＋（２）－

（３）） 

189百万円 － 

    （５）還元利回り 5.0％ 
対象不動産の立地条件・建物条件・契約条件等を総合的に勘案し 

て査定 

    ＤＣＦ法による価格 3,710百万円 － 

      割引率 4.8％ 
類似不動産の取引における投資利回りを参考に、対象不動産の個 

別性等を総合的に勘案して査定 

      最終還元利回り 5.2％ 
還元利回りに、対象不動産の純収益の性格、将来の不確実性、流 

動性、市場性等を勘案の上査定 

積算価格 3,020百万円 － 

  土地比率 33.5％ － 

  建物比率 66.5％ － 

 

試算価格の

調整及び鑑

定評価額の

決定に際し

留意した事

項 

対象不動産は、最寄り駅である京王相模原線「京王永山」駅・小田急多摩線「小田急永山」駅から道路距

離で約4.2㎞とやや距離があるが、施設の運営上特段問題はなく、専用居室・共用部等のハード面、介護

サービス等のソフト面の充実度を考慮すると、十分な競争力を有する介護付有料老人ホームです。現行の

建物賃貸借契約に基づく賃料は、不動産関連経費控除前営業利益に対して十分に余裕を持った水準に設定

されており、賃借人のオペレーション能力及び建物賃貸借契約内容等を考慮すると、賃料収入の安定性が

期待できます。以上のことを勘案して鑑定評価額を決定しました。 
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入居者の状況・施設の概要（重要事項説明書記載日 平成27年７月１日） 

オペレーター ワタミの介護株式会社 開設年月日 平成19年11月１日 

施設の類型 介護付有料老人ホーム 居室数（室） 163 

居住の権利形態 利用権方式 定員（人） 169 

居室面積帯（㎡） 17.8～38.1 入居者数（人） 125 

入居時要件 要介護・要支援 入居率 74.0％ 

入居者の平均要介護度 2.22 入居者の平均年齢（才） 88.9 

利用者の 

支払い方式 

     

一時金方式 月払い方式  

入居一時金（千円） 6,300～13,600 －  

月額利用料（千円） 196～392 301～605  

       

介護に関わる職員体制 2.5：１以上 夜間職員体制（最小時人数） 介護職員６人以上 

協力医療機関 
医療法人 凰和会 港北メディカルクリニック 

医療法人社団 平成優和会 百草の森ふれあいクリニック 

協力歯科医療機関 医療法人社団 桜栄会 八王子歯科室 

 

本物件の特徴 

■立地特性 

本物件は小田急小田原線「鶴川」駅からバスで約12分に所在し、周辺は閑静な住宅街です 

 

■物件特性 

本物件は介護付有料老人ホームとして設計されており、１階～６階の各階に合計163室の居室が設けられています。20

㎡程度の居室が標準的で、ケアステーション、ラウンジ、ダイニングのほか、一時介護室、事務室、ウェルネスルー

ム、大浴場、特殊浴、食品庫、冷蔵庫室、食器洗浄室、職員休憩室などを有しています。 
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物件番号：有老-10 

物件名称 レストヴィラあざみ野 分類 介護付有料老人ホーム 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年３月20日 特定資産の種類 信託受益権 

取得価格 3,050 百万円 

信 託 受 益

権の概要 

信託受託者 
三井住友信託銀行 

株式会社 

鑑定評価額 3,210 百万円 信託設定日 平成26年10月29日 

（価格時点） （平成27年７月31日） 
信託期間 

満了日 
平成37年３月末日 

最寄駅 横浜市営地下鉄ブルーライン「中川」駅 

所在地（住居表示） 神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘19番24 

土地 

地番 
神奈川県横浜市都筑区あゆみが 

丘19番10 

建物 

竣工年月 平成16年３月 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋 

根 

建蔽率 60％ 階数 地下１階付５階建 

容積率 200％ 用途 老人ホーム 

用途地域 準住居地域 延床面積 5,789.25㎡ 

敷地面積 2,748.64㎡ 
所有形態 所有権 

所有形態 所有権 

ＰＭ会社 ワタミの介護株式会社 マスターリース会社 ワタミの介護株式会社 

特記事項 

該当ありません。 

賃貸借の概要 

総賃貸可能面積 5,789.25㎡ 稼働率 100％ 

総賃貸面積 5,789.25㎡ テナント数 １ 

代表的テナント ワタミの介護株式会社 敷金・保証金 - 

総賃料収入（年換算） -    

・契約形態：普通建物賃貸借契約 

・契約期間：平成19年６月28日から平成39年６月27日まで 

・賃料改定：契約締結日から５年を経過する毎に双方協議の上、本件賃料を改定することができます。 

・契約更新：賃貸人又は賃借人が、期間満了日の１年前から６ヶ月前までの間に、相手方に対して書面により更新しな

い旨の通知をした場合を除き、期間満了日におけるものと同一の条件で同契約はさらに10年間更新されるものとし、

以後も同様とします。 

・中途解約：賃貸借開始日から15年間は中途解約不可。但し、やむを得ない理由で中途解約を行う場合には、賃貸人の

書面による承諾を得た上で、解約日の12ヶ月前までに書面による解約通知を行わなければならず、賃貸人が代替賃借

人との契約を締結するまでは、賃借人の義務を免れることはできません。 

・優先交渉権：賃貸人が本物件を処分する場合には、賃借人に本物件の買取りについての優先交渉権が付与されていま

す。 
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鑑定評価サマリー 

物件名 レストヴィラあざみ野 

鑑定評価額 3,210百万円 

鑑定機関 一般財団法人日本不動産研究所 

価格時点 平成27年７月31日 

 

項目 内容 概要等 

収益価格 3,210百万円 直接還元法とＤＣＦ法による収益価格を関連づけて試算 

  直接還元法による価格 3,250百万円 
中期的に安定的であると認められる純収益を還元利回りで還元し 

て査定 

   
（１）運営純収益 

（ＮＯＩ） 
156百万円 － 

    （２）一時金の運用益 １百万円 運用利回りを２％として運用益を査定 

    （３）資本的支出 ４百万円 
エンジニアリング・レポートにおける年平均修繕更新費等を考慮 

の上査定。 

   

（４）純収益 

（ＮＣＦ＝（１）＋（２）

－（３）） 

152百万円 － 

    （５）還元利回り 4.7％ 
対象不動産の立地条件・建物条件・契約条件等を総合的に勘案し 

て査定 

    ＤＣＦ法による価格 3,170百万円 － 

      割引率 4.5％ 
類似不動産の取引における投資利回りを参考に、対象不動産の個 

別性等を総合的に勘案して査定 

      最終還元利回り 4.9％ 
還元利回りに、対象不動産の純収益の性格、将来の不確実性、流 

動性、市場性等を勘案の上査定 

積算価格 1,840百万円 － 

  土地比率 52.7％ － 

  建物比率 47.3％ － 

 

試算価格の

調整及び鑑

定評価額の

決定に際し

留意した事

項 

対象不動産は、最寄り駅である横浜市営地下鉄ブルーライン「中川」駅から徒歩約12分、東急田園都市線

ほか「あざみ野」駅からも徒歩圏内にあり、専用居室・共用部等のハード面、介護サービス等のソフト面

の充実度を考慮すると、十分な競争力を有する介護付有料老人ホームです。現行の建物賃貸借契約に基づ

く賃料は、不動産関連経費控除前営業利益に対して十分に余裕を持った水準に設定されており、賃借人の

オペレーション能力及び建物賃貸借契約内容等を考慮すると、賃料収入の安定性が期待できます。以上の

ことを勘案して鑑定評価額を決定しました。 
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入居者の状況・施設の概要（重要事項説明書記載日 平成27年７月１日） 

オペレーター ワタミの介護株式会社 開設年月日 平成19年６月１日 

施設の類型 介護付き有料老人ホーム 居室数（室） 145 

居住の権利形態 利用権方式 定員（人） 145 

居室面積帯（㎡） 19.5 入居者数（人） 110 

入居時要件 要支援・要介護 入居率 75.9％ 

入居者の平均要介護度 2.77 入居者の平均年齢（才） 88.6 

利用者の 

支払い方式 

     

一時金方式 月払い方式  

入居一時金（千円） 9,800～13,800 －  

月額利用料（千円） 205 369～435  

       

介護に関わる職員体制 2.5：１以上 夜間職員体制（最小時人数） 
介護職員６人以上 

看護職員１人以上 

協力医療機関 

医療法人 リファインネット 横浜北クリニック 

港北ニュータウン診療所 

深澤りつクリニック 

医療法人 光輪会 あおぞらクリニック 

協力歯科医療機関 サンフラワー相模原歯科 

 

本物件の特徴 

■立地特性 

本物件は横浜市営地下鉄ブルーライン「中川」駅から徒歩12分の距離に立地しています。なお、地域内の主要路線であ

る東急田園都市線最寄駅（「あざみ野」駅）から本物件までは徒歩19分です。周辺は戸建てを中心とした住宅街です。

 

■物件特性 

本物件は中庭を囲むように建物が配置されており、１階がエントランスホール、ワタミカフェ・多目的室、居室のほか

事務室・応接室・健康管理室・休憩室等の執務スペースとなっています。２～４階までが居室・食堂となっており、５

階には居室・食堂のほか、浴室が配置されています。屋上には室外機等のほか、屋上庭園及びワタミ農園として整備さ

れています。地下１階には厨房、浴室（大浴場・個室）、機能訓練室等が配置されています。 

１階エントランス付近は外壁・床ともに御影石の仕上げとなっていて格調が高く、エントランスから連続するエント

ランスロビーに面して池のある中庭が配置され、憩いの空間を演出しています。 

居室フロアについては、各居室約19.5㎡、また各階に食堂・ラウンジが設けられています。当該建物は中庭を囲む建

物配置で、採光・通風に配慮がなされており、良好な居住環境に配慮したグレードの高い施設です。 
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物件番号：有老-11 

物件名称 さわやか立花館 分類 介護付有料老人ホーム 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年３月20日 特定資産の種類 信託受益権 

取得価格 1,520 百万円 

信 託 受 益

権の概要 

信託受託者 
三井住友信託銀行 

株式会社 

鑑定評価額 1,580 百万円 信託設定日 平成26年10月29日 

（価格時点） （平成27年７月31日） 
信託期間 

満了日 
平成37年３月末日 

最寄駅 ＪＲ鹿児島本線「笹原」駅 

所在地（住居表示） 福岡県福岡市博多区大字立花寺173番15号 

土地 

地番 

福岡県福岡市博多区大字立花 

寺字新開地179番57、179番 

59、179番61、179番78、福岡 

市博多区浦田二丁目179番127 

建物 

竣工年月 平成17年10月 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋 

根 

建蔽率 60％ 階数 地下１階付６階建 

容積率 200％ 用途 老人ホーム 

用途地域 
用途地域が定められていない

都市計画区域 
延床面積 5,652.94㎡ 

敷地面積 3,359.66㎡ 
所有形態 所有権 

所有形態 所有権 

ＰＭ会社 株式会社さわやか倶楽部 マスターリース会社 株式会社さわやか倶楽部 

特記事項 

・本土地と北側に直近している市道との間に、オペレーターが所有する土地が存在します。本投資法人は、本物件の取

得に際し、オペレーターとの間で、本施設のオペレーターが変更となった場合でも運営上必要となる通行を確保する

権利を設定する覚書を締結しています。 

賃貸借の概要 

総賃貸可能面積 5,652.94㎡ 稼働率 100％ 

総賃貸面積 5,652.94㎡ テナント数 １ 

代表的テナント 株式会社さわやか倶楽部 敷金・保証金 - 

総賃料収入（年換算） -    

・契約形態：普通建物賃貸借契約 

・契約期間：平成20年１月30日から平成40年１月29日まで 

・賃料改定：賃貸人及び賃借人は、本契約締結日から５年を経過する毎に、双方協議の上、本件賃料を改定することが

できるものとします。協議が調わない場合であっても賃借人は賃料支払義務を免れるものではなく、当該協議により

賃料改定がなされる場合を除き、本件賃料は増減されないものとします。また、本物件の修繕、不可抗力その他の事

由により、本物件の一部を使用することができない場合であっても、本件賃料は減額されないものとします。なお、

かかる状況において賃借人に帰責事由がない場合には、賃貸人及び賃借人は、賃料の減額について誠実に協議するも

のとします。 

・契約更新：賃貸人又は賃借人が、上記賃貸借契約期間満了日の１年前から６ヶ月前（更新拒絶期間）までの間に、相

手方に対して書面により更新しない旨の通知をした場合を除き、同契約期間満了日におけるものと同一の条件で同契

約はさらに10年間更新されるものとし以後も同様とします。賃貸人及び賃借人は更新拒絶期間においては、本契約の

更新に向けて、必要に応じて誠実に協議を行うこととします。 

・中途解約：賃借人は平成35年１月29日までの間は解約することはできません。平成35年１月29日までの間、賃借人が

やむを得ない事由により賃貸人の書面による承諾を得た上で本契約を解約しようとする場合には、賃借人は賃貸人に

対して書面にて12ヵ月前迄に通知するものとします。但し、賃借人が、賃貸人が承諾し得る新たな賃借人の候補者を

賃貸人に紹介し、賃貸人が新たな賃借人との間で本契約と同等の内容で新たな賃貸借契約を締結するまでの間は、賃

借人は本件賃料相当額の支払の義務及び本件事業を継続する義務を負うものとします。 

・優先交渉権：賃貸人が本物件を処分する場合には、賃借人に本物件の買取りについての優先交渉権が付与されていま

す。 
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鑑定評価サマリー 

物件名 さわやか立花館 

鑑定評価額 1,580百万円 

鑑定機関 一般財団法人日本不動産研究所 

価格時点 平成27年７月31日 

 

項目 内容 概要等 

収益価格 1,580百万円 直接還元法とＤＣＦ法による収益価格を関連づけて試算 

  直接還元法による価格 1,590百万円 
中期的に安定的であると認められる純収益を還元利回りで還元し 

て査定 

   
（１）運営純収益 

（ＮＯＩ） 
95百万円 － 

    （２）一時金の運用益 １百万円 運用利回りを２％として運用益を査定 

    （３）資本的支出 ７百万円 
エンジニアリング・レポートにおける年平均修繕更新費等を考慮 

の上査定 

   

（４）純収益 

（ＮＣＦ＝（１）＋（２）

－（３）） 

89百万円 － 

    （５）還元利回り 5.6％ 
対象不動産の立地条件・建物条件・契約条件等を総合的に勘案し 

て査定 

    ＤＣＦ法による価格 1,560百万円 － 

      割引率 5.4％ 
類似不動産の取引における投資利回りを参考に、対象不動産の個 

別性等を総合的に勘案して査定 

      最終還元利回り 5.8％  

積算価格 1,200百万円 － 

  土地比率 10.5％ － 

  建物比率 89.5％ － 

 

試算価格の

調整及び鑑

定評価額の

決定に際し

留意した事

項 

対象不動産は、最寄り駅であるＪＲ鹿児島本線「笹原」駅から徒歩圏外であるが、施設の運営上特段問題

はなく、専用居室・共用部等のハード面、介護サービス等のソフト面の充実度を考慮すると、十分な競争

力を有する介護付有料老人ホームです。現行の建物賃貸借契約に基づく賃料は、不動産関連経費控除前営

業利益に対して十分に余裕を持った水準に設定されており、賃借人のオペレーション能力及び建物賃貸借

契約内容等を考慮すると、賃料収入の安定性が期待できます。以上のことを勘案して鑑定評価額を決定し

ました。 
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入居者の状況・施設の概要（重要事項説明書記載日 平成27年７月１日） 

オペレーター 株式会社さわやか倶楽部 開設年月日 平成17年11月１日 

施設の類型 介護付有料老人ホーム 居室数（室） 104 

居住の権利形態 利用権方式 定員（人） 104 

居室面積帯（㎡） 14.0 入居者数（人） 100 

入居時要件 要支援・要介護 入居率 96.2％ 

入居者の平均要介護度 2.11 入居者の平均年齢（才） 79.8 

利用者の 

支払い方式 

     

一時金方式 月払い方式  

入居一時金（千円） － なし  

月額利用料（千円） － 173～184  

       

介護に関わる職員体制 ３：１以上 夜間職員体制（最小時人数） 介護職員４人以上 

協力医療機関 

すがわら内科クリニック／室見クリニック／吉田醫院／廣徳会岡部病院／ 

福岡徳州会病院／福岡医療団千鳥橋病院／福岡輝栄会病院／緑風会水戸病院／ 

扶洋会秦病院／山本外科・胃腸科医院 

協力歯科医療機関 ＡＣＴデンタルクリニック博多／別府歯科医院 

 

本物件の特徴 

■立地特性 

本物件は、福岡市博多区の南東方面、立花寺の高台に立地し、周辺には東平尾公園などの公園や緑が点在する地域とな

っています。 

博多駅など福岡空港の西側の商業地区も施設から５～６kmの距離に位置します。 

 

■物件特性 

本物件は敷地の形状を利用した東西に細長い長方形上の建物で、各階の施工構成は地下１階が駐車場及び機械室、１階

が駐車場及びサブエントランスホール、２階がエントランスホール、ロビー、機能回復訓練コーナー、デイサービス、

食堂、厨房のほか、事務室・会議室・健康管理室兼医務室・相談室等の執務スペース、３階～６階が居室・食堂・浴室

等となっています。居室については、面積約14㎡の居室が104室あり、全室バリアフリー設計となっているほか、３階

～５階部分に食堂・浴室、６階に食堂が設置されています。各階とも開放的な空間構成となっており、十分な廊下幅が

確保されているほか、日照・通風・採光・眺望に配慮した設計がなされています。 
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物件番号：有老-12 

物件名称 さわやか和布刈館 分類 介護付有料老人ホーム 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年３月20日 特定資産の種類 信託受益権 

取得価格 1,380 百万円 

信 託 受 益

権の概要 

信託受託者 
三井住友信託銀行 

株式会社 

鑑定評価額 1,460 百万円 信託設定日 平成26年10月29日 

（価格時点） （平成27年７月31日） 
信託期間 

満了日 
平成37年３月末日 

最寄駅 ＪＲ鹿児島本線「門司港」駅 

所在地（住居表示） 福岡県北九州市門司区大久保一丁目９番15 

土地 

地番 

福岡県北九州市門司区大久保一 

丁目2726番９、2726番14、2726 

番17、2726番18、2732番３ 

建物 

竣工年月 平成17年11月 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋 

根 

建蔽率 60％ 階数 ４階建 

容積率 200％ 用途 老人ホーム 

用途地域 第１種住居地域 延床面積 4,720.46㎡ 

敷地面積 3,758.26㎡ 
所有形態 所有権 

所有形態 所有権 

ＰＭ会社 株式会社さわやか倶楽部 マスターリース会社 株式会社さわやか倶楽部 

特記事項 

・本土地の北東側に接面している道路については、昭和42年に都市計画決定がなされており、当該決定の対象となって

いる本物件の土地の一部には、都市計画法に基づく建築制限があります。なお、事業決定の具体的時期等について

は、本書の日付現在未定です。 

・オペレーターが設置した本物件の利用に供するガスタンクの一部が、南東側隣地に越境しています。本投資法人は本

物件の取得に際し、かかる越境に関し当該隣地所有者及びオペレーターとの間で、越境に関する覚書を締結していま

す。 

賃貸借の概要 

総賃貸可能面積 4,720.46㎡ 稼働率 100％ 

総賃貸面積 4,720.46㎡ テナント数 １ 

代表的テナント 株式会社さわやか倶楽部 敷金・保証金 - 

総賃料収入（年換算） -    

・契約形態：普通建物賃貸借契約 

・契約期間：平成20年１月30日から平成40年１月29日まで 

・賃料改定：賃貸人及び賃借人は、本契約締結日から５年を経過する毎に、双方協議の上、本件賃料を改定することが

できるものとします。協議が調わない場合であっても賃借人は賃料支払義務を免れるものではなく、当該協議により

賃料改定がなされる場合を除き、本件賃料は増減されないものとします。また、本物件の修繕、不可抗力その他の事

由により、本物件の一部を使用することができない場合であっても、本件賃料は、減額されないものとします。な

お、かかる状況において賃借人に帰責事由がない場合には、賃貸人及び賃借人は、賃料の減額について、誠実に協議

するものとします。 

・契約更新：賃貸人又は賃借人が、上記賃貸借契約期間満了日の１年前から６ヶ月前（更新拒絶期間）までの間に、相

手方に対して書面により更新しない旨の通知をした場合を除き、同契約期間満了日におけるものと同一の条件で同契

約はさらに10年間更新されるものとし以後も同様とします。賃貸人及び賃借人は更新拒絶期間においては、本契約の

更新に向けて、必要に応じて誠実に協議を行うこととします。 

・中途解約：賃借人は平成35年１月29日までの間は解約することはできません。平成35年１月29日までの間、賃借人が

やむを得ない事由により賃貸人の書面による承諾を得た上で本契約を解約しようとする場合には、賃借人は賃貸人に

対して書面にて12ヵ月前迄に通知するものとします。但し、賃借人が、賃貸人が承諾し得る新たな賃借人の候補者を

賃貸人に紹介し、賃貸人が新たな賃借人との間で本契約と同等の内容で新たな賃貸借契約を締結するまでの間は、賃

借人は本件賃料相当額の支払の義務及び本件事業を継続する義務を負うものとします。 

・優先交渉権：賃貸人が本物件を処分する場合には、賃借人に本物件の買取りについての優先交渉権が付与されていま

す。 
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鑑定評価サマリー 

物件名 さわやか和布刈館 

鑑定評価額 1,460百万円 

鑑定機関 一般財団法人日本不動産研究所 

価格時点 平成27年７月31日 

 

項目 内容 概要等 

収益価格 1,460百万円 直接還元法とＤＣＦ法による収益価格を関連づけて試算 

  直接還元法による価格 1,470百万円 
中期的に安定的であると認められる純収益を還元利回りで還元し 

て査定 

   
（１）運営純収益 

（ＮＯＩ） 
87百万円 － 

    （２）一時金の運用益 １百万円 運用利回りを２％として運用益を査定 

    （３）資本的支出 ５百万円 
エンジニアリング・レポートにおける年平均修繕更新費等を考慮 

の上査定 

   

（４）純収益 

（ＮＣＦ＝（１）＋（２）－

（３）） 

83百万円 － 

    （５）還元利回り 5.7％ 
対象不動産の立地条件・建物条件・契約条件等を総合的に勘案し 

て査定 

    ＤＣＦ法による価格 1,440百万円 － 

      割引率 5.5％ 
類似不動産の取引における投資利回りを参考に、対象不動産の個 

別性等を総合的に勘案して査定 

      最終還元利回り 5.9％ 
還元利回りに、対象不動産の純収益の性格、将来の不確実性、流 

動性、市場性等を勘案の上査定 

積算価格 771百万円 － 

  土地比率 10.3％ － 

  建物比率 89.7％ － 

 

試算価格の

調整及び鑑

定評価額の

決定に際し

留意した事

項 

対象不動産は、最寄り駅であるＪＲ鹿児島本線「門司港」駅から徒歩圏外にあるが、施設の運営上特段問

題はなく、専用居室・共用部等のハード面、介護サービス等のソフト面の充実度を考慮すると、十分な競

争力を有する介護付有料老人ホームです。現行の建物賃貸借契約に基づく賃料は、不動産関連経費控除前

営業利益に対して十分に余裕を持った水準に設定されており、賃借人のオペレーション能力及び建物賃貸

借契約内容等を考慮すると、賃料収入の安定性が期待できます。以上のことを勘案して鑑定評価額を決定

しました。 
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入居者の状況・施設の概要（重要事項説明書記載日 平成27年７月１日） 

オペレーター 株式会社さわやか倶楽部 開設年月日 平成17年12月１日 

施設の類型 介護付有料老人ホーム 居室数（室） 95 

居住の権利形態 利用権方式 定員（人） 95 

居室面積帯（㎡） 14.4～17.0 入居者数（人） 89 

入居時要件 要支援・要介護 入居率 93.7％ 

入居者の平均要介護度 2.50 入居者の平均年齢（才） 86 

利用者の 

支払い方式 

     

一時金方式 月払い方式  

入居一時金（千円） － なし  

月額利用料（千円） － 125～134  

       

介護に関わる職員体制 ３：１以上 夜間職員体制（最小時人数） 介護職員３人以上 

協力医療機関 

新小文字病院 

もりた医院 

天華外科医院 

協力歯科医療機関 黒田歯科クリニック 

 

本物件の特徴 

■立地特性 

本物件は、北九州市門司区の北端に立地し、関門海峡を臨んでいます。本物件の南東は山地となっており、海と山に囲

まれた立地です。 

本物件半径５kmの約半分は門司区をカバーしているものの、残り半分は海峡を挟んだ山口県下関側となります。 

 

■物件特性 

本物件は、１階～３階まで同型で、建物の中心から北・西・東の三方向に入居室の居室スペース部分が突起し、平面的

には風車状の建物形態です。各階の施設構成は下記のとおりであす。１階はレクリエーションルームを中心にエントラ

ンスホール、機能訓練室コーナー、居室・食堂・特殊浴室・浴室（ラジウム温浴）のほか事務室・応接室・医務室・休

憩室などの執務スペースが配置され、２階・３階はレクリエーションルームを中心に居室・食堂・浴室のほか看護・職

員室等が配置されています。居室については面積約14～17㎡の居室が合計95室あり、全室バリアフリー設計となってい

ます。当該建物は北・西・東に各１箇所、光採りの吹抜けが設けられており全般的に清潔で明るい空間を演出していま

す。 
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物件番号：有老-13 

物件名称 さわやか田川館 分類 介護付有料老人ホーム 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年３月20日 特定資産の種類 信託受益権 

取得価格 390 百万円 

信 託 受 益

権の概要 

信託受託者 
三井住友信託銀行 

株式会社 

鑑定評価額 411 百万円 信託設定日 平成26年10月29日 

（価格時点） （平成27年７月31日） 
信託期間 

満了日 
平成37年３月末日 

最寄駅 ＪＲ日田彦山線「田川伊田」駅 

所在地（住居表示） 福岡県田川市大字伊田393番１ 

土地 

地番 

福岡県田川市大字伊田389番２、 

389番３、391番１、391番３、 

392番１、393番１ 

建物 

竣工年月 平成18年１月 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋 

根 

建蔽率 70％ 階数 ３階建 

容積率 200％ 用途 老人ホーム 

用途地域 
用途地域が定められていない都 

市計画区域 
延床面積 2,366.20㎡ 

敷地面積 4,300.90㎡ 
所有形態 所有権 

所有形態 所有権 

ＰＭ会社 株式会社さわやか倶楽部 マスターリース会社 株式会社さわやか倶楽部 

特記事項 

該当ありません。 

賃貸借の概要 

総賃貸可能面積 2,366.20㎡ 稼働率 100％ 

総賃貸面積 2,366.20㎡ テナント数 １ 

代表的テナント 株式会社さわやか倶楽部 敷金・保証金 - 

総賃料収入（年換算） -    

・契約形態：普通建物賃貸借契約 

・契約期間：平成20年１月30日から平成40年１月29日まで 

・賃料改定：賃貸人及び賃借人は、本契約締結日から５年を経過する毎に、双方協議の上、本件賃料を改定することが

できるものとします。協議が調わない場合であっても賃借人は賃料支払義務を免れるものではなく、当該協議により

賃料改定がなされる場合を除き、本件賃料は増減されないものとします。また、本物件の修繕、不可抗力その他の事

由により、本物件の一部を使用することができない場合であっても、本件賃料は、減額されないものとします。な

お、かかる状況において賃借人に帰責事由がない場合には、賃貸人及び賃借人は、賃料の減額について、誠実に協議

するものとします。 

・契約更新：賃貸人又は賃借人が、上記賃貸借契約期間満了日の１年前から６ヶ月前（更新拒絶期間）までの間に、相

手方に対して書面により更新しない旨の通知をした場合を除き、同契約期間満了日におけるものと同一の条件で同契

約はさらに10年間更新されるものとし以後も同様とします。賃貸人及び賃借人は更新拒絶期間においては、本契約の

更新に向けて、必要に応じて誠実に協議を行うこととします。 

・中途解約：賃借人は平成35年１月29日までの間は解約することはできません。 

・平成35年１月29日までの間、賃借人がやむを得ない事由により賃貸人の書面による承諾を得た上で本契約を解約しよ

うとする場合には、賃借人は賃貸人に対して書面にて12ヵ月前迄に通知するものとします。但し、賃借人が、賃貸人

が承諾し得る新たな賃借人の候補者を賃貸人に紹介し、賃貸人が新たな賃借人との間で本契約と同等の内容で新たな

賃貸借契約を締結するまでの間は、賃借人は本件賃料相当額の支払の義務及び本件事業を継続する義務を負うものと

します。 

・優先交渉権：賃貸人が本物件を処分する場合には、賃借人に本物件の買取りについての優先交渉権が付与されていま

す。 
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鑑定評価サマリー 

物件名 さわやか田川館 

鑑定評価額 411百万円 

鑑定機関 一般財団法人日本不動産研究所 

価格時点 平成27年７月31日 

 

項目 内容 概要等 

収益価格 411百万円 直接還元法とＤＣＦ法による収益価格を関連づけて試算 

  直接還元法による価格 414百万円 
中期的に安定的であると認められる純収益を還元利回りで還元し 

て査定 

   
（１）運営純収益 

（ＮＯＩ） 
25百万円 － 

    （２）一時金の運用益 ０百万円 運用利回りを２％として運用益を査定 

    （３）資本的支出 ２百万円 
エンジニアリング・レポートにおける年平均修繕更新費等を考慮 

の上査定 

   

（４）純収益 

（ＮＣＦ＝（１）＋（２）

－（３）） 

24百万円 － 

    （５）還元利回り 5.8％ 
対象不動産の立地条件・建物条件・契約条件等を総合的に勘案し 

て査定 

    ＤＣＦ法による価格 407百万円 － 

      割引率 5.6％ 
類似不動産の取引における投資利回りを参考に、対象不動産の個 

別性等を総合的に勘案して査定 

      最終還元利回り 6.0％ 
還元利回りに、対象不動産の純収益の性格、将来の不確実性、流 

動性、市場性等を勘案の上査定 

積算価格 382百万円 － 

  土地比率 18.6％ － 

  建物比率 81.4％ － 

 

試算価格の

調整及び鑑

定評価額の

決定に際し

留意した事

項 

対象不動産は、最寄り駅であるＪＲ日田彦山線「田川伊田」駅から徒歩圏外にあるが、施設の運営上特段

問題はなく、専用居室・共用部等のハード面、介護サービス等のソフト面の充実度を考慮すると、十分な

競争力を有する介護付有料老人ホームです。現行の建物賃貸借契約に基づく賃料は、不動産関連経費控除

前営業利益に対して十分に余裕を持った水準に設定されており、賃借人のオペレーション能力及び建物賃

貸借契約内容等を考慮すると、賃料収入の安定性が期待できます。以上のことを勘案して鑑定評価額を決

定しました。 
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入居者の状況・施設の概要（重要事項説明書記載日 平成27年７月１日） 

オペレーター 株式会社さわやか倶楽部 開設年月日 平成18年２月１日 

施設の類型 介護付有料老人ホーム 居室数（室） 60 

居住の権利形態 利用権方式 定員（人） 60 

居室面積帯（㎡） 13.9～23.0 入居者数（人） 58 

入居時要件 要支援・要介護 入居率 96.7％ 

入居者の平均要介護度 2.06 入居者の平均年齢（才） 85.7 

利用者の 

支払い方式 

     

一時金方式 月払い方式  

入居一時金（千円） － なし  

月額利用料（千円） － 88～108  

       

介護に関わる職員体制 ３：１以上 夜間職員体制（最小時人数） 介護職員２人以上 

協力医療機関 
田川市立病院／社会保険田川病院／村上外科病院／田川診療所／ 

向野医院／池尻診療所／秋吉整形外科医院／江本医院 

協力歯科医療機関 丸の内歯科医院／さくら歯科 

 

本物件の特徴 

■立地特性 

本物件は、福岡県の中央部、福岡市と北九州市の間に位置し、県道52号線沿いに所在します。平成筑豊鉄道田川線「勾

金」駅より徒歩15分程のアクセスとなっています。 

本物件の周辺は、古くは筑豊最大の炭都であり、山に囲まれた緑の豊富な地域となっています。 

 

■物件特性 

各階の施設構成は、１階がエントランスホール、事務室、調理室、食堂、居室、浴室、医務室兼健康管理室、機械室

等、２階が食堂、居室、看護・介護員控室等、３階が食堂、居室、介護・介護員控室等となっています。各階とも開放

的な空間構成となっており、十分な廊下幅が確保されているほか、全室バリアフリー設計等入居者に対する配慮がなさ

れています。 
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物件番号：有老-14 

物件名称 グッドタイムホーム不動前 分類 介護付有料老人ホーム 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年３月20日 特定資産の種類 信託受益権 

取得価格 1,740 百万円 

信 託 受 益

権の概要 

信託受託者 
三井住友信託銀行 

株式会社 

鑑定評価額 1,870 百万円 信託設定日 平成26年10月29日 

（価格時点） （平成27年７月31日） 
信託期間 

満了日 
平成37年３月末日 

最寄駅 東急目黒線「不動前」駅 

所在地（住居表示） 東京都品川区西五反田五丁目25番13号 

土地 

地番 
東京都品川区西五反田五 

丁目534番１、500番11 

建物 

竣工年月 平成４年３月 

構造 鉄筋コンクリート造陸屋根 

建蔽率 60％ 階数 地下１階付５階建 

容積率 300％ 用途 老人ホーム 

用途地域 準工業地域 延床面積 3,400.20㎡ 

敷地面積 1,206.60㎡ 
所有形態 所有権 

所有形態 所有権 

ＰＭ会社 
伊藤忠アーバン 

コミュニティ株式会社 
マスターリース会社 

株式会社ＪＡＰＡＮ 

ライフデザイン 

特記事項 

該当ありません。 

賃貸借の概要 

総賃貸可能面積 3,400.20㎡ 稼働率 100％ 

総賃貸面積 3,400.20㎡ テナント数 １ 

代表的テナント 
株式会社ＪＡＰＡＮ 

ライフデザイン 
敷金・保証金 - 

総賃料収入（年換算） -    

・契約形態：普通建物賃貸借契約 

・契約期間：平成18年11月30日（引渡日）から平成38年11月29日まで 

・賃料改定：平成18年11月30日から５年を経過する毎に、本件賃料を、引渡日後５年を経過する日（10年を経過する日

以後も同様とします）の６ヶ月以上前から協議のうえ、合意により改定することができます。 

・契約更新：賃貸人又は賃借人が、期間満了日の１年前から６ヶ月前までの間に、相手方に対して書面により更新しな

い旨の通知をした場合を除き、期間満了日におけるものと同一の条件で同契約はさらに10年間更新されるものとし以

後も同様とします。 

・中途解約：引渡日から満15年となる日までは、やむを得ない事情がある場合を除き、本契約を中途解約できません。

中途解約解禁日以降は、６か月以上の予告期間を定めた書面による通知をすることにより、また中途解約解禁日以前

においてもやむを得ない事情がある場合には、90日以上前の事前の書面による通知を配達証明付郵便にて行うことに

より、本契約を解約することができます。但し、本契約締結日から中途解約解禁日までの期間が、法人税法施行令第

136条の３第１項及び第３項に抵触し、本契約に基づく賃貸借がリース取引と認定される場合には、別途合意のうえ

変更することができます。 

・優先交渉権：賃貸人が本物件を処分する場合には、賃借人に本物件の買取りについての優先交渉権が付与されていま

す。 
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鑑定評価サマリー 

物件名 グッドタイムホーム不動前 

鑑定評価額 1,870百万円 

鑑定機関 一般財団法人日本不動産研究所 

価格時点 平成27年７月31日 

 

項目 内容 概要等 

収益価格 1,870百万円 直接還元法とＤＣＦ法による収益価格を関連づけて試算 

  直接還元法による価格 1,890百万円 
中期的に安定的であると認められる純収益を還元利回りで還元し 

て査定 

   
（１）運営純収益 

（ＮＯＩ） 
92百万円 － 

    （２）一時金の運用益 １百万円 運用利回りを２％として運用益を査定 

    （３）資本的支出 ６百万円 
エンジニアリング・レポートにおける年平均修繕更新費等を考慮 

の上査定 

   

（４）純収益 

（ＮＣＦ＝（１）＋（２）－

（３）） 

86百万円 － 

    （５）還元利回り 4.6％ 
対象不動産の立地条件・建物条件・契約条件等を総合的に勘案し 

て査定 

    ＤＣＦ法による価格 1,840百万円 － 

      割引率 4.4％ 
類似不動産の取引における投資利回りを参考に、対象不動産の個 

別性等を総合的に勘案して査定 

      最終還元利回り 4.8％ 
還元利回りに、対象不動産の純収益の性格、将来の不確実性、流 

動性、市場性等を勘案の上査定 

積算価格 1,680百万円 － 

  土地比率 83.0％ － 

  建物比率 17.0％ － 

 

試算価格の

調整及び鑑

定評価額の

決定に際し

留意した事

項 

対象不動産は、最寄り駅である東急目黒線「不動前」駅から徒歩で約５分に位置し、専用居室・共用部等

のハード面、介護サービス等のソフト面の充実度を考慮すると、十分な競争力を有する介護付有料老人ホ

ームです。現行の建物賃貸借契約に基づく賃料は、不動産関連経費控除前営業利益に対して十分に余裕を

持った水準に設定されており、賃借人のオペレーション能力及び建物賃貸借契約内容等を考慮すると、賃

料収入の安定性が期待できます。以上のことを勘案して鑑定評価額を決定しました。 
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入居者の状況・施設の概要（重要事項説明書記載日 平成27年７月１日） 

オペレーター 
株式会社 

ＪＡＰＡＮライフデザイン 
開設年月日 平成18年12月１日 

施設の類型 介護付有料老人ホーム 居室数（室） 61 

居住の権利形態 利用権方式 定員（人） 67 

居室面積帯（㎡） 18.0～47.3 入居者数（人） 61 

入居時要件 自立・要介護・要支援 入居率 91.0％ 

入居者の平均要介護度 2.91 入居者の平均年齢（才） 88.3 

利用者の 

支払い方式 

     

一時金方式 月払い方式  

入居一時金（千円） 9,000～52,000 －  

月額利用料（千円） 255～433 515～953  

       

介護に関わる職員体制 ２：１以上 夜間職員体制（最小時人数） 介護職員３人以上 

協力医療機関 

昭和大学病院 

医療法人社団 洪庵会 いぐさクリニック 

医療法人社団 城南はじめ会 二子玉川ライズひろ内科クリニック 

協力歯科医療機関 オカムラ歯科医院 

 

本物件の特徴 

■立地特性 

本物件は、品川区の北東部に位置しています。東急目黒線「不動前」駅からは徒歩約５分の距離となっています。 

周辺には、学校や商店街、スーパー等が点在しています。 

 

■物件特性 

本物件は２階～５階に個室が合計55室、６室の２人居室が設けられており、定員は67名、居室面積は個室が20㎡程度、

２人居室が40㎡程度となっています。３階～５階にダイニングルーム、浴室等が配置されており、同一フロアで生活が

できるよう配慮されており、介護付老人ホームとして概ね標準的な設計となっています。 
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物件番号：サ高住-１ 

物件名称 Ｃアミーユ淡路駅前 分類 サービス付き高齢者向け住宅 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年３月20日 特定資産の種類 信託受益権 

取得価格 1,930 百万円 

信 託 受 益

権の概要 

信託受託者 
三井住友信託銀行 

株式会社 

鑑定評価額 2,130 百万円 信託設定日 平成27年３月20日 

（価格時点） （平成27年７月31日） 
信託期間 

満了日 
平成37年３月末日 

最寄駅 阪急電鉄京都線「淡路」駅 

所在地（住居表示） 大阪府大阪市東淀川区淡路三丁目20番26号 

土地 

地番 
大阪府大阪市東淀川区淡路三丁 

目594番２ 

建物 

竣工年月 平成21年６月 

構造 
鉄筋コンクリート造陸屋 

根 

建蔽率 80％ 階数 12階建 

容積率 400％／200％ 用途 共同住宅 

用途地域 商業地域／第１種住居地域 延床面積 5,658.53㎡ 

敷地面積 1,251.26㎡ 
所有形態 所有権 

所有形態 所有権 

ＰＭ会社 
伊藤忠アーバンコミュニティ 

株式会社 
マスターリース会社 株式会社メッセージ 

特記事項 

該当ありません。 

賃貸借の概要 

総賃貸可能面積 5,658.53㎡ 稼働率 100％ 

総賃貸面積 5,658.53㎡ テナント数 １ 

代表的テナント 株式会社メッセージ 敷金・保証金 - 

総賃料収入（年換算） -    

・契約形態：普通建物賃貸借契約 

・契約期間：平成21年８月１日から平成46年７月31日まで 

・賃料改定：賃貸開始日から20年間は、賃料減額請求権を行使しないものとします。それ以降は５年毎に協議の上、賃

料を改定することができるものとします。契約更新：賃貸人又は賃借人が、上記賃貸借契約期間満了日の６ヶ月前ま

でに、相手方に対して更新しない旨の通知をした場合を除き、３年間延長することができます。但し、賃貸借条件に

ついては、その時点で賃貸人及び賃借人協議の上決定し、以後、この例により更新することができます。 

・中途解約：賃貸人又は賃借人は本契約を契約期間の途中で解約する場合は１年前までに相手方に対して書面で申し入

れるものとします。 
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鑑定評価サマリー 

物件名 Ｃアミーユ淡路駅前 

鑑定評価額 2,130百万円 

鑑定機関 一般財団法人日本不動産研究所 

価格時点 平成27年７月31日 

 

項目 内容 概要等 

収益価格 2,130百万円 直接還元法とＤＣＦ法による収益価格を関連づけて試算 

  直接還元法による価格 2,150百万円 
中期的に安定的であると認められる純収益を還元利回りで還元し 

て査定 

   
（１）運営純収益 

（ＮＯＩ） 
116百万円 － 

    （２）一時金の運用益 １百万円 
現行の賃貸借契約に基づく保証金の額に対して運用利回りを２％ 

として運用益を査定 

    （３）資本的支出 ３百万円 
類似不動産における資本的支出の水準、築年数やエンジニアリン 

グ・レポートにおける年平均修繕更新費等を考慮の上査定 

   

（４）純収益 

（ＮＣＦ＝（１）＋（２）－

（３）） 

114百万円 － 

    （５）還元利回り 5.3％ 
対象不動産の立地条件・建物条件・契約条件等を総合的に勘案し 

て査定 

    ＤＣＦ法による価格 2,110百万円 － 

      割引率 5.1％ 
類似不動産の取引における投資利回りを参考に、対象不動産の個 

別性等を総合的に勘案して査定 

      最終還元利回り 5.5％ 
還元利回りに、対象不動産の純収益の性格、将来の不確実性、流 

動性、市場性等を勘案の上査定 

積算価格 1,760百万円 － 

  土地比率 26.9％ － 

  建物比率 73.1％ － 

 

試算価格の

調整及び鑑

定評価額の

決定に際し

留意した事

項 

対象不動産は、最寄り駅である阪急電鉄京都線「淡路」駅から徒歩で約4分に位置し、専用居室・共用部

等のハード面、介護サービス等のソフト面の充実度を考慮すると、十分な競争力を有するサービス付き高

齢者向け住宅です。現行の建物賃貸借契約に基づく賃料は、不動産関連経費控除前営業利益に対して十分

に余裕を持った水準に設定されており、賃借人のオペレーション能力及び建物賃貸借契約内容等を考慮す

ると、賃料収入の安定性が期待できます。以上のことを勘案して鑑定評価額を決定しました。 
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入居者の状況・施設の概要 

オペレーター 株式会社メッセージ 開設年月日 平成21年８月１日 

施設の類型 
サービス付き 

高齢者向け住宅 
居室数（室） 137 

居住の権利形態 賃貸借 定員（人） 137 

居室面積帯（㎡） 24.47～24.75 入居者数（人） - 

入居時要件 自立・要支援・要介護 入居率 - 

入居者の平均要介護度 - 入居者の平均年齢（才） - 

利用者の 

支払い方式 

     

一時金方式 月払い方式  

入居一時金（千円） － なし  

月額利用料（千円） － 120～155  

       

介護に関わる職員体制 － 夜間職員体制（最小時人数） １人以上 

協力医療機関 - 

協力歯科医療機関 - 

 

本物件の特徴 

■立地特性 

本物件から最寄駅の阪急電鉄京都線「淡路」駅までは徒歩約４分の距離に位置しています。周辺にはショッピングアー

ケードがあり「淡路」駅から本物件まで続いています。スーパーやコンビニ等の商業施設が充実しています。 

 

■物件特性 

２階～12階に個室が合計137室設けられており、居室面積は個室が24.4㎡～24.7㎡程度となっています。１階及び７階

にダイニングルーム、２階に大浴室、特別浴室等が配置されており、概ね標準的な設計となっています。 
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物件番号：サ高住-２ 

物件名称 Ｃアミーユ神戸上沢 分類 サービス付き高齢者向け住宅 

特定資産の概要 

取得年月日 平成27年３月20日 特定資産の種類 信託受益権 

取得価格 1,200 百万円 

信 託 受 益

権の概要 

信託受託者 
三井住友信託銀行 

株式会社 

鑑定評価額 1,320 百万円 信託設定日 平成27年３月20日 

（価格時点） （平成27年７月31日） 
信託期間 

満了日 
平成37年３月末日 

最寄駅 神戸市営地下鉄西神・山手線「上沢」駅 

所在地（住居表示） 兵庫県神戸市兵庫区上沢通八丁目２番５ 

土地 

地番 
兵庫県神戸市兵庫区上沢通八丁 

目102番４ 

建物 

竣工年月 平成21年６月 

構造 鉄骨造陸屋根 

建蔽率 80％ 階数 ９階建 

容積率 400％ 用途 共同住宅 

用途地域 近隣商業地域 延床面積 3,626.25㎡ 

敷地面積 743.22㎡ 
所有形態 所有権 

所有形態 所有権 

ＰＭ会社 
伊藤忠アーバンコミュニティ 

株式会社 
マスターリース会社 株式会社メッセージ 

特記事項 

該当ありません。 

賃貸借の概要 

総賃貸可能面積 3,626.25㎡ 稼働率 100％ 

総賃貸面積 3,626.25㎡ テナント数 １ 

代表的テナント 株式会社メッセージ 敷金・保証金 - 

総賃料収入（年換算） -    

・契約形態：普通建物賃貸借契約 

・契約期間：平成21年８月１日から平成46年７月31日まで 

・賃料改定：賃貸開始日から20年間は、賃料減額請求権を行使しないものとします。それ以降は５年毎に協議の上、賃

料を改定することができるものとします。 

・契約更新：賃貸人又は賃借人が、上記賃貸借契約期間満了日の６ヶ月前までに、相手方に対して書更新しない旨の通

知をした場合を除き、同契約期間満了日におけるものと同一の条件で同契約はさらに3年間更新されるものとし以後

も同様とします。 

・中途解約：賃貸人又は賃借人は本契約を契約期間の途中で解約する場合は1年前までに相手方に対して書面で申し入

れるものとします。 
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鑑定評価サマリー 

物件名 Ｃアミーユ神戸上沢 

鑑定評価額 1,320百万円 

鑑定機関 一般財団法人日本不動産研究所 

価格時点 平成27年７月31日 

 

項目 内容 概要等 

収益価格 1,320百万円 直接還元法とＤＣＦ法による収益価格を関連づけて試算 

  直接還元法による価格 1,330百万円 
中期的に安定的であると認められる純収益を還元利回りで還元し 

て査定 

   
（１）運営純収益 

（ＮＯＩ） 
72百万円 － 

    （２）一時金の運用益 ０百万円 運用利回りを２％として運用益を査定 

    （３）資本的支出 ２百万円 
エンジニアリング・レポートにおける年平均修繕更新費等を考慮 

の上査定 

   

（４）純収益 

（ＮＣＦ＝（１）＋（２）－

（３）） 

70百万円 － 

    （５）還元利回り 5.3％ 
対象不動産の立地条件・建物条件・契約条件等を総合的に勘案し 

て査定 

    ＤＣＦ法による価格 1,310百万円 － 

      割引率 5.1％ 
類似不動産の取引における投資利回りを参考に、対象不動産の個 

別性等を総合的に勘案して査定 

      最終還元利回り 5.5％ 
還元利回りに、対象不動産の純収益の性格、将来の不確実性、流 

動性、市場性等を勘案の上査定 

積算価格 1,060百万円 － 

  土地比率 29.5％ － 

  建物比率 70.5％ － 

 

試算価格の

調整及び鑑

定評価額の

決定に際し

留意した事

項 

対象不動産は、最寄り駅である神戸市営地下鉄西神・山手線「上沢」駅至近にあり、専用居室・共用部等

のハード面、介護サービス等のソフト面の充実度を考慮すると、十分な競争力を有するサービス付き高齢

者向け住宅です。現行の建物賃貸借契約に基づく賃料は、不動産関連経費控除前営業利益に対して十分に

余裕を持った水準に設定されており、賃借人のオペレーション能力及び建物賃貸借契約内容等を考慮する

と、賃料収入の安定性が期待できます。以上のことを勘案して鑑定評価額を決定しました。 
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入居者の状況・施設の概要 

オペレーター 株式会社メッセージ 開設年月日 平成21年８月１日 

施設の類型 
サービス付き 

高齢者向け住宅 
居室数（室） 85 

居住の権利形態 賃貸借 定員（人） 85 

居室面積帯（㎡） 25.0～25.3 入居者数（人） - 

入居時要件 自立・要支援・要介護 入居率 - 

入居者の平均要介護度 - 入居者の平均年齢（才） - 

利用者の 

支払い方式 

     

一時金方式 月払い方式  

入居一時金（千円） － なし  

月額利用料（千円） － 134～167  

       

介護に関わる職員体制 － 夜間職員体制（最小時人数） １人以上 

協力医療機関 - 

協力歯科医療機関 - 

 

本物件の特徴 

■立地特性 

本物件から最寄駅の神戸市営地下鉄西神・山手線「上沢」駅までは徒歩約２分の距離に位置しています。周辺には住宅

が広がっており、特に施設北側にはマンション等が立ち並んでいます。 

 

■物件特性 

２階～９階に居室が合計85室設けられており、居室面積は全て25.0㎡～25.3㎡となっています。サービス付き高齢者向

け住宅として概ね標準的な設計となっています。 
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（３）【運用実績】

①【純資産等の推移】

 

年月日 総資産額（百万円） 純資産総額（百万円） １口当たり純資産額（円） 

平成26年12月９日 

（設立時） 
200 200 100,000 

平成27年７月31日 

（第１期末日） 

26,638 

（26,564） 

12,787 

（12,713） 

106,117 

（105,507） 

（注１）総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。 

（注２）総資産額、純資産総額及び１口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載し

ていません。 

（注３）括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。 

 

また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおり

です。 

計算期間別最高・ 

最低投資口価格 

（終値）及び売買高 

回次 

決算年月 

第１期 

平成27年７月 

最高（円） 170,000 

最低（円） 113,400 

売買高（口） 170,129 

 

月別最高・最低 

投資口価格（終値） 

及び売買高 

月別 
平成27年

３月 

平成27年

４月 

平成27年

５月 

平成27年

６月 

平成27年

７月 

平成27年

８月 

最高（円） 162,600 170,000 168,200 158,400 134,300 121,900 

最低（円） 155,400 159,400 157,100 136,100 113,400 102,200 

売買高（口） 87,806 46,265 9,652 12,624 13,782 8,425 

 

月別最高・最低 

投資口価格（終値） 

及び売買高 

月別 
平成27年

９月 

最高（円） 109,200 

最低（円） 98,700 

売買高（口） 6,921 

（注１）月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。

（注２）本投資証券は、平成27年３月19日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場されました。
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②【分配の推移】

 

計算期間 
分配総額 
（千円） 

１口当たり分配金 
（円） 

１口当たりの 
利益超過分配金 

（円） 

第１期 

自 平成26年12月９日 

至 平成27年７月31日 

73,505 610 ─ 

 

③【自己資本利益率（収益率）の推移】

 

計算期間 
自己資本利益比率 

（注１） 
年換算 

（注２） 

第１期 

自 平成26年12月９日 

至 平成27年７月31日 

0.6％ 1.6％ 

（注１）自己資本利益率＝当期純利益÷｛（期首純資産額＋期末純資産額）÷2｝×100 

なお、期首純資産額には第１期の実質的な運用開始日である平成27年３月19日現在の純資産額を用いています。 

（注２）１年を365日とし、第１期については実質的な運用日数135日（平成27年３月19日から平成27年７月31日まで）に基づいて年換

算値を算出しています。 
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第二部【投資法人の詳細情報】

第１【投資法人の追加情報】

１【投資法人の沿革】

 

平成26年11月28日    設立企画人（ヘルスケアアセットマネジメント株式会社）による投信法第69条第１項に

基づく設立に係る届出 

平成26年12月９日    投信法第166条に基づく設立の登記、本投資法人の設立 

平成26年12月11日    投信法第188条に基づく登録の申請 

平成26年12月22日    投信法第189条に基づく内閣総理大臣による登録の実施 

（登録番号 関東財務局長 第99号） 

平成27年１月23日    規約の変更 

平成27年３月18日    日本国内において公募による新投資口の発行 

平成27年３月19日    東京証券取引所不動産投資信託証券市場に本投資証券が上場（証券コード：3455） 
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２【役員の状況】

 

本書の日付現在における役員の状況は以下のとおりです。 

 

役職名 氏名 主要略歴 
所有 
投資 
口数 

執行役員 吉岡 靖二 

昭和61年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 

平成15年１月 同行 ストラクチャードファイナンス営業部 

不動産ファイナンスグループ長 

平成17年４月 同行 不動産ファイナンス営業部 投資企画グループ長 

平成18年４月 同行 不動産ファイナンス営業部 副部長 

平成23年４月 同行 不動産ファイナンス営業部長 

平成25年11月 ヘルスケアアセットマネジメント株式会社 出向 

代表取締役社長 

平成26年４月 同社 転籍 代表取締役社長（現任） 

平成26年12月 本投資法人 執行役員（現任） 

－ 

監督役員 志田 康雄 

昭和43年４月 大蔵省（現 財務省）入省 

昭和59年７月 内閣法制局 参事官（税法、金融法等大蔵省所管法令担当） 

平成元年７月 大蔵省 関税局国際機関課長 

平成３年６月 同省 大臣官房会計課長 

平成４年６月 国税庁 広島国税局長 

平成６年７月 国土庁 長官官房審議官（計画・調整局担当） 

平成８年７月 大蔵省 造幣局長 

平成９年７月 地域振興整備公団 理事 

平成12年７月 株式会社整理回収機構 取締役副社長 

平成12年９月 城山綜合法律事務所 入所 

平成15年１月 ブレークモア法律事務所 入所（現任） 

平成17年４月 株式会社整理回収機構 代表取締役副社長 

平成18年６月 株式会社整理回収機構 代表取締役社長代行 

平成21年７月 一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会 副理事長 

（現任） 

平成23年６月 株式会社整理回収機構 代表取締役副社長 

平成24年６月 有限会社小陣屋興産 取締役（現任） 

平成25年４月 一般財団法人地域開発研究所 監事（現任） 

平成26年10月 有限会社小陣屋興産 代表取締役（現任） 

平成27年１月 本投資法人 監督役員（現任） 

－ 

監督役員 藤本 幸彦 

昭和52年４月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行） 

入行 

平成元年10月 中央新光監査法人 入所 

平成２年８月 中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所（現 

ＰｗＣ税理士法人） 入所 

平成５年５月 同法人 マネージャー 

平成９年４月 同法人 パートナー 

平成20年７月 同法人 理事パートナー 

平成26年７月 隼あすか法律事務所 顧問（現任） 

平成26年12月 本投資法人 監督役員（現任） 

－ 
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３【その他】

（１）役員の変更 

 

 執行役員の任期は、２年を超えることができません（投信法第99条）。但し、再任は禁じられていません。ま

た、監督役員の任期は４年とされていますが、規約又は投資主総会の決議によってその任期を短縮することが可

能です（投信法第101条第１項）。なお、本投資法人は規約により執行役員及び監督役員の任期を就任後２年と

定めています（規約第17条第２項）。また、補欠又は増員により就任した執行役員又は監督役員の任期は、前任

者又は在任者の任期の残存期間と同一とします（投信法第101条第２項、会社法第336条第３項、規約第17条第３

項）。 

 執行役員及び監督役員は、法令に別段の定めがない限り、投資主総会の決議をもって選任します（投信法第96

条第１項、規約第17条第１項）。 

 執行役員及び監督役員の解任は投資主総会において、発行済投資口数の過半数の投資口を有する投資主が出席

し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもってこれを行う必要があります（投信法第104条第１項、第106

条）。執行役員又は監督役員の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があ

るにもかかわらず投資主総会において当該執行役員又は監督役員を解任する旨の議案が否決された場合には、発

行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を有する投資主（６ヶ月前より引き続き当該投資口を有するものに

限ります。）は、30日以内に訴えをもって当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます（投信法

第104条第３項、会社法第854条第１項第２号）。 

 

（２）規約の変更 

 

 規約の変更に係る手続等については、後記「第３ 管理及び運営／１ 資産管理等の概要／（５）その他／③ 

規約の変更」をご参照ください。 

 

（３）事業譲渡又は事業譲受 

 

 該当事項はありません。 

 

（４）出資の状況その他の重要事項 

 

 該当事項はありません。 

 

（５）訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 

 該当事項はありません。 
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第２【手続等】

１【申込（販売）手続等】

 

該当事項はありません。 

 

２【買戻し手続等】

 

 本投資人はクローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行いません（規約第５条第１

項）。本投資口は東京証券取引所を通じて売買することが可能です。また、東京証券取引所外で本投資口を譲渡す

ることもできます。 

 なお、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得できる旨を規約で定めています

（規約第５条第２項）。 
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第３【管理及び運営】

１【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

 

① 一口当たりの純資産額の算出 

本投資口一口当たりの純資産額（以下「一口当たり純資産額」といいます。）は、本投資法人の総資産額か

ら、総負債額を控除した金額（以下「純資産額」といいます。）をその時点における本投資法人の発行済投資口

の総口数で除して算出します。 

一口当たり純資産額は、原則として、後記「（４）計算期間」記載の計算期間の末日（以下「決算日」といい

ます。）毎に算出します。 

純資産額の算出に当たり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて後記「② 資産評価の原

則的方法」のとおりとします。 

 

② 資産評価の原則的方法 

本投資法人の資産評価の方法は、投信法、投資法人計算規則、一般社団法人投資信託協会が定める諸規則、そ

の他の法令諸規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、次のとおり運用資産

の種類ごとに定めます。 

 

（ア）不動産、不動産の賃借権又は地上権（規約第30条第１項第１号、第２号①及び②に定めるもの） 

 

取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建

物部分及び設備等部分については定額法による算定とします。但し、設備等については、正当な事由によ

り定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場

合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとします。 

 

（イ）不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権（規約第30条第１項第２号③に定めるもの） 

 

企業会計基準委員会の公表する実務対応報告等（以下「実務対応報告」といいます。）の我が国におい

て一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産が前記

（ア）に掲げる資産の場合は前記（ア）に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公

正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控

除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。 

 

（ウ）不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権

（規約第30条第１項第２号④に定めるもの） 

 

実務対応報告等の我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて会計処理を行

うものとし、信託財産の構成資産が前記（ア）に掲げる資産の場合は、前記（ア）に従った評価を行い、

金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行っ

た上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額としま

す。 

 

（エ）不動産に関する匿名組合出資持分（規約第30条第１項第２号⑤に定めるもの） 

 

原則として、匿名組合出資持分の構成資産が前記（ア）ないし（ウ）に掲げる資産の場合は、それぞれ

に定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除した当該匿名組合出資の

持分相当額とします。 
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（オ）信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭

の信託の受益権（規約第30条第１項第２号⑥に定めるもの） 

 

実務対応報告等の我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて会計処理を行

うものとし、信託財産である匿名組合出資持分について前記（エ）に従った評価を行った上で、これらの

合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。 

 

（カ）有価証券（規約第30条第１項第３号、第２項第１号③ないし⑦、⑨、⑩、⑫及び⑭に定めるもの） 

 

当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額（金融商品取引所における取引価格、

日本証券業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引システムで

成立する取引価格をいいます。以下同じです。）とします。市場価格がない場合には、合理的な方法によ

り算定された価額とします。また、付すべき市場価格及び合理的に算定された価額は、評価の精度を高め

る場合を除き、毎期同様な方法により入手するものとします。市場価格及び合理的に算定された価格のい

ずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができるものとします。 

 

（キ）金銭債権（規約第30条第２項第１号⑪に定めるもの） 

 

取得価額から、貸倒引当金を控除した価格とします。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額

で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原

価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とします。 

 

（ク）金銭の信託の受益権（規約第30条第２項第１号⑫に定めるもの） 

 

実務対応報告等の我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて会計処理を行

うものとし、信託財産の構成資産が前記（カ）又は（キ）の場合は、それぞれに定める方法に従って評価

し、それらの合計額をもって評価します。 

 

（ケ）デリバティブ取引に係る権利（規約第30条第２項第２号に定めるもの） 

 

ａ．金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務については、当該金融商

品取引所の最終価格（終値、終値がなければ気配値（公表された売り気配の最安値又は買い気配の最

高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値））に基づき算出した価額により評価し

ます。なお、同日において最終価格がない場合には、同日前直近における最終価格に基づき算出した

価額により評価します。 

 

ｂ．金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務については、市場価

格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額。なお、公正な評価額を算定することが極

めて困難と認められる場合には、取得価額により評価します。 

 

ｃ．我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行によりヘッジ取引と認められるも

のについては、ヘッジ会計が適用できるものとします。また、金融商品に関する会計基準に定める金

利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、前記a．及びb．にかかわらず金利スワップ

の特例処理を適用できるものとします。 

 

（コ）その他 

 

前記に定めがない場合には、一般社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は我

が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行により付されるべき評価額をもって評価

します。 
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③ 公正なる価額 

 資産運用報告等に価格を記載する目的で、前記「② 資産評価の原則的方法」と異なる方法で評価する場合に

は、後記のように評価するものとします。 

 

（ア）不動産、不動産の賃借権又は地上権 

 

原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額 

 

（イ）不動産、不動産の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権、又は不動産に関する匿名組合出資持分 

 

信託財産又は匿名組合の構成資産が前記「（ア）不動産、不動産の賃借権又は地上権」に掲げる資産の

場合は前記「（ア）不動産、不動産の賃借権又は地上権」に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除し

て当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額 

 

（ウ）デリバティブ取引に係る権利（前記「② 資産評価の原則的方法／（ケ）デリバティブ取引に係る権利」

c．に基づき、金利スワップの特例処理を採用した場合） 

 

前記「② 資産評価の原則的方法／（ケ）デリバティブ取引に係る権利」a．又はb．に定める価額 

 

④ 算定方法の継続適用 

 運用資産の評価方法にあたっては、継続性を原則とします。 

 

⑤ １口当たり純資産額等の公表 

 １口当たり純資産額等の運用経過は決算日後に作成される計算書類（資産運用報告等）に記載され、投資主に

提供されるほか、金融商品取引法に基づいて決算日後３ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。 

 

⑥ 投資口１口当たりの純資産額についての投資者による照会方法 

投資口１口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせください。 

（照会先） 

ヘルスケアアセットマネジメント株式会社 

東京都千代田区大手町二丁目６番２号 

電話番号 03-5204-2355（代表） 

 

（注）平成27年12月１日から本店、電話番号を下記に変更する予定です。 

東京都千代田区神田小川町三丁目３番地 

電話番号 03-5282-2922（代表） 
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（２）【保管】

 

 本投資口は振替投資口（社債株式等振替法第226条に定義されます。）であり、原則として、投資証券を発行す

ることができません。投資主は、加入者として口座管理機関に投資口を記載又は記録するための口座を開設し、維

持する必要があります。投資主は、振替機関が社債株式等振替法第３条第１項の指定を取り消された場合若しくは

当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は本投資口が振替機

関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます（社債株

式等振替法第227条第２項）。 

 

（３）【存続期間】

 

 本投資法人には存続期間の定めはありません。 

 

（４）【計算期間】

 

 本投資法人の計算期間は、毎年２月１日から７月末日まで、及び８月１日から翌年１月末日までの各６ヶ月間と

します。但し、本投資法人の第１期計算期間は、本投資法人成立の日である平成26年12月９日から平成27年７月末

日までとします（規約第35条）。 

 

（５）【その他】

 

① 増減資に関する制限 

（ア）投資口の追加発行 

 

 本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします（規約第６条第１項）。本投資法人は、かかる

発行可能投資口総数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集

をすることができます（規約第６条第３項）。但し、後記「③ 規約の変更」に記載の方法に従い規約を変更

することにより追加発行の口数の上限を変更することができます。 

 

（イ）最低純資産額 

 

 本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します（規約第８条）。なお、投信法第67条

第４項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。 

 

② 解散条件 

 本投資法人は、投信法に従い、後記に掲げる事由が発生した場合には解散します（投信法第143条）。 

（ア）規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生 

（イ）投資主総会の決議 

（ウ）合併（合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。） 

（エ）破産手続開始の決定 

（オ）解散を命ずる裁判 

（カ）投信法第187条の登録の取消し 

 なお、本投資法人の規約には、解散又は償還事由の定めはありません。 

 

③ 規約の変更 

（ア）規約の変更手続 

 

規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席

した当該投資主の議決権の３分の２以上に当たる多数により、規約の変更に関する議案が可決される必要があ

ります（投信法第140条、第93条の２第２項第３号）。 

 

（イ）規約の変更の開示方法 

 

投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示される

ほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な
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変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示さ

れます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類と

して開示されます。 

 

④ 関係法人との契約の更改等 

 本投資法人と各関係法人との間で締結済みの契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規

定は以下のとおりです。 

 

（ア）本資産運用会社との間の資産運用委託契約 

 

ａ．契約期間 

 

資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を

生ずるものとし、その契約期間は当該効力発生日から５年間とします。また、契約期間満了の６ヶ月前ま

でにいずれの当事者からも書面による別段の通知がなされない場合、資産運用委託契約は従前と同一の条

件にて契約期間を５年間として更新されるものとし、それ以後も同様とします。 

 

ｂ．契約期間中の解約に関する事項 

 

（ⅰ） 本投資法人は、本資産運用会社に対し６ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人

の投資主総会の承認を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。 

（ⅱ） 本資産運用会社は、本投資法人に対し６ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人

の同意を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。但し、本投資法人が本（ⅱ）

の同意を与えるためには、投資主総会の承認（又はこれに代わる内閣総理大臣の許可）を得なけ

ればなりません。 

（ⅲ） 前記（ⅰ）、（ⅱ）の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が後記（a）又は（b）

のいずれかに該当する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができる

ものとします。 

(a) 本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき 

(b) 前記（a）に掲げる場合のほか、資産の運用にかかる業務を引き続き委託することに堪えな

い重大な事由があるとき 

（ⅳ） 本投資法人は、本資産運用会社が後記（a）ないし（c）のいずれかに該当する場合、資産運用委

託契約を解約しなければなりません。この場合、本資産運用会社は資産運用委託契約の解約に同

意したものとみなされます。 

(a) 投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき 

(b) 投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき 

(c) 解散したとき 

 

ｃ．契約内容の変更に関する事項 

 

資産運用委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができま

す。 

 

ｄ．解約又は契約の変更の開示方法等 

 

 資産運用委託契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投

資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

 また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます

（投信法第191条）。 
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（イ）投資主名簿等管理人（三井住友信託銀行株式会社）との間の投資主名簿等管理事務委託契約 

 

ａ．契約期間 

 

 契約期間については定めはありません。 

 

ｂ．契約期間中の解約に関する事項 

 

（ⅰ）投資主名簿等管理事務委託契約は、次に掲げる事由によって終了します。 

（a）当事者が協議の上、当事者間の書面による解約の合意がなされたとき。この場合には、投資

主名簿等管理事務委託契約は当事者間の合意によって指定した日に終了します。 

（b）前記（a）の協議が１ヶ月間経過後も調わない場合、当事者の何れか一方より他方に対してな

された書面による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知到

達の日から最初に到来する決算日から３ヶ月経過した日（当該日が銀行法の定める休日に該

当する場合は、当該日から最初に到来する営業日）に終了します。 

（c）当事者の何れか一方が投資主名簿等管理事務委託契約に違反し催告後も違反が30日を超えて

是正されなかった場合、他方からの書面による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管

理事務委託契約はその通知到達の日から最初に到来する決算日から３ヶ月経過した日（当該

日が銀行法の定める休日に該当する場合は、当該日から最初に到来する営業日）に終了しま

す。 

但し、契約違反の内容が重大で契約の続行に重大なる障害が及ぶと判断されるときは、その

通知において指定した日に終了します。 

（d）後記Ａ.又はＢ.に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う書面による解約通知。この場合に

は、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知において指定する日に終了します。 

Ａ．当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若

しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき。 

Ｂ．住所変更の届出等を怠るなどの本投資法人の責めに帰すべき理由によって、投資主名簿

等管理人に本投資法人の所在が不明となったとき。 

 

（ⅱ）本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団等（注１）に該当（その執行

役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役が該当する場合を含みます。）し、又は一定の事項

（注２）の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から書面による解約

の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に投資主名簿等管理事務委託契約は終了

するものとします。 

（注１）（a）暴力団、（b）暴力団員、（c）暴力団準構成員、（d）暴力団関係企業、（e）総会屋等、社会運動等標

ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等又は（f）その他（a）ないし（e）に準ずる者をいいます。以下同じです。 

（注２）本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、投資主名簿等管理事務委託契約の締結日現在、自ら並びに

自らの執行役員、監督役員、取締役、執行役、監査役及び執行役員が暴力団等に該当しないことを表明保証

し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを確約しています。 

 

ｃ．契約内容の変更に関する事項 

 

投資主名簿等管理事務委託契約の内容については、本投資法人は本投資法人の役員会の承認を得た上

で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。当該変更にあたっては、本投資法人の規

約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。 

 

ｄ．契約の変更の開示方法等 

 

 投資主名簿等管理事務委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取

引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

 投資主名簿等管理事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われ

ます（投信法第191条）。 
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（ウ）資産保管会社（三井住友信託銀行株式会社）との間の資産保管委託契約 

 

ａ．契約期間 

 

 資産保管委託契約の有効期間は、資産保管委託契約締結日から５年間を経過した日までとし、有効期間

満了の６ヶ月前までに本投資法人及び資産保管会社のいずれからも書面による別段の申し出がなされなか

ったときは、資産保管委託契約は従前と同一の条件にて自動的に１年間延長するものとし、その後も同様

とします。 

 

ｂ．契約期間中の解約に関する事項 

 

（ⅰ）資産保管委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 

（a）当事者間の書面による解約の合意。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この

場合には資産保管委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。 

（b）当事者のいずれか一方が資産保管委託契約に違反し催告後も違反が30日を超えて是正され

ず、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管

委託契約は失効するものとします。但し、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承

認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は資産保管委託契約失効後において

も資産保管委託契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。 

（c）当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若し

くは特別清算開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、

他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管委託

契約は失効するものとします。 

（ⅱ）前記に加えて、本投資法人及び資産保管会社のいずれか一方の当事者が暴力団等に該当し（その執

行役員及び監督役員又は取締役、執行役及び監査役が該当する場合を含みます。）、一定の事項

（注）の表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は一定の事項（注）の確約に違反し

た場合において、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指

定された日に資産保管委託契約は終了します。 

（注）本投資法人は、資産管理委託契約の締結日において、本投資法人、本投資法人の執行役員及び監督役員が暴力

団等に該当しないことを資産保管会社に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを

資産保管会社に確約しています。資産保管会社は、資産管理委託契約の締結日において、資産保管会社、資産

保管会社の取締役、執行役、監査役が暴力団等に該当しないことを、本投資法人に対して表明保証し、かつ将

来にわたって暴力団等に該当しないことを本投資法人に確約しています。 

 

ｃ．契約内容の変更に関する事項 

 

資産保管委託契約の内容については、本投資法人は本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間

の書面による合意により、これを変更することができます。当該変更にあたっては、本投資法人の規約及

び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。 

 

ｄ．契約の変更の開示方法等 

 

 資産保管委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投

資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

また、関東財務局長に資産保管会社の変更の届出が行われます（投信法第191条）。 
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（エ）一般事務受託者（機関運営、計算、会計事務、納税に関する事務受託者）（三井住友信託銀行株式会社）

との間の一般事務委託契約（機関運営、計算、会計事務、納税） 

 

ａ．契約期間 

 

 一般事務委託契約（機関運営、計算、会計事務、納税）の有効期間は、一般事務委託契約（機関運営、

計算、会計事務、納税）の締結日から５年を経過した日までとします。当該有効期間満了の６ヶ月前まで

に当事者のいずれからも文書による別段の申出がなされなかったときは、一般事務委託契約（機関運営、

計算、会計事務、納税）は従前と同一の条件にて自動的に１年間延長するものとし、その後も同様としま

す。 

 

ｂ．契約期間中の解約に関する事項 

 

（ⅰ）一般事務委託契約（機関運営、計算、会計事務、納税）は、次に掲げる事由が生じたときにその効

力を失います。 

（a）当事者間の書面による解約の合意。但し、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この

場合には一般事務委託契約（機関運営、計算、会計事務、納税）は、両当事者の合意によっ

て指定したときから失効するものとします。 

（b）当事者のいずれか一方が一般事務委託契約（機関運営、計算、会計事務、納税）に違反し催

告後も違反が30日を超えて是正されず、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書

面で指定された日をもって一般事務委託契約（機関運営、計算、会計事務、納税）は失効す

るものとします。但し、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件としま

す。なお、両当事者は一般事務委託契約（機関運営、計算、会計事務、納税）失効後におい

ても一般事務委託契約（機関運営、計算、会計事務、納税）に基づく残存債権を相互に請求

することを妨げないものとします。 

（c）当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若し

くは特別清算開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、

他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって一般事務委託

契約（機関運営、計算、会計事務、納税）は失効するものとします。 

 

（ⅱ）前記に加えて、本投資法人及び一般事務受託者のいずれか一方の当事者が暴力団等に該当し（その

執行役員及び監督役員又は取締役、執行役及び監査役が該当する場合を含みます。）、一定の事項

（注）の表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は一定の事項（注）の確約に違反し

た場合において、他方の当事者から書面による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指

定された日に一般事務受託契約（機関運営、計算、会計事務、納税）は終了します。 

（注）本投資法人は、一般事務受託契約（機関運営、計算、会計事務、納税）の締結日において、本投資法人、本投資法人の

執行役員及び監督役員が暴力団等に該当しないことを一般事務受託者に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力

団等に該当しないことを一般事務受託者に確約しています。一般事務受託者は、一般事務受託契約（機関運営、計

算、会計事務、納税）の締結日において、一般事務受託者、一般事務受託者の取締役、執行役、監査役が暴力団等に

該当しないことを、本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって暴力団等に該当しないことを本投資法人に

確約しています。 

 

c．契約内容の変更に関する事項 

 

一般事務委託契約（機関運営、計算、会計事務、納税）の内容については、本投資法人は本投資法人の

役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意により、これを変更することができます。かかる

変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。 

 

d．契約の変更の開示方法等 

 

一般事務委託契約（機関運営、計算、会計事務、納税）が解約され、一般事務受託者の異動があった場

合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 

 一般事務委託契約（機関運営、計算、会計事務、納税）の概要が変更された場合には、関東財務局長に

内容変更の届出が行われます（投信法第191条）。 

 

⑤ 公告 

本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います（規約第４条）。 
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２【利害関係人との取引制限】

 

（１）利害関係人等との取引制限 

 

 資産運用会社が一定の者との間で行う取引については、法令により、一定の制限が課せられています。かかる

制限には、以下のものが含まれます。 

 

① 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ

と（金融商品取引法第42条の２第１号）。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融

商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第128条で定めるものを除きます。 

 

② 資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容と

した運用を行うこと（業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。）（業府令第130条第１項第１号）。 

 

③ 資産運用会社については、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為につき禁止行為が定められ

ています（金融商品取引法第44条の３第１項、投信法第223条の３第３項）。ここで、「親法人等」とは、資

産運用会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する

法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいい（金融商品取引法第31条の４

第３項）、「子法人等」とは、資産運用会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該資

産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者を

いいます（金融商品取引法第31条の４第４項）。 

 

（ア）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該資産運用会社の親

法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の

取引を行うこと（金融商品取引法第44条の３第１項第１号、投信法第223条の３第３項、投信法施行令第

130条第２項）。 

 

（イ）当該資産運用会社との間で金融商品取引法第２条第８項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを

条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧

客との間で当該契約を締結すること（金融商品取引法第44条の３第１項第２号、投信法第223条の３第３

項）。 

 

（ウ）当該資産運用会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方

針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその

行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うこ

とを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第44条の３第１項第３号、投信法第223条の３第３

項）。 

 

（エ）前記（ア）から（ウ）までに掲げるもののほか、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等が関与する行

為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお

それのあるものとして業府令で定める行為（金融商品取引法第44条の３第１項第４号、業府令第153条、

投信法第223条の３第３項、投信法施行規則第267条。以下の行為を含みます。）。 

 

ａ．通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等と資産の売買その他

の取引を行うこと。 

 

ｂ．当該資産運用会社との間で金融商品取引契約（金融商品取引法第34条に定義されます。）を締結すること

を条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の

売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結するこ

と。 
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④ 資産運用会社は、投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間の不動産や有価証券の取得、譲渡又は貸

借の取引額が一定の金額以上に相当する場合には、予め、当該本投資法人の同意として、役員会の承認に基づ

く当該投資法人の執行役員の同意を得ること（投信法第201条の２）。 

 

（２）利益相反のおそれがある場合の書面の交付 

 

 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関

係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産（投信法に定める指定資産及び投信法施行規則

で定めるものを除きます。以下本（２）において同じです。）の売買その他の投信法施行令で定める取引が行わ

れたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産

の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。）その他投信法施

行令で定める者に対して交付しなければなりません（投信法第203条第２項）。但し、資産運用会社は、かかる

書面の交付に代えて、投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う

他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。）その他投信法施行令で定める

者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます（投信法第203条第４項、第５条

第２項）。 

 

（３）資産の運用の制限 

 

 投資法人は、（a）その執行役員又は監督役員、（b）その資産運用会社、（c）その執行役員又は監督役員の

親族（配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。）、（d）その資産運用会社の取締役、会計参与

（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。）、監査役若しくは執行役若しくはこれ

らに類する役職にある者又は使用人との間で、次に掲げる行為（投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認めら

れる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。）を行うことは認められません（投信法第195条、第193

条、投信法施行令第116条、第117条、第118条）。 

 

① 有価証券の取得又は譲渡 

② 有価証券の貸借 

③ 不動産の取得又は譲渡 

④ 不動産の貸借 

⑤ 不動産の管理の委託 

⑥ 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引 

 

 なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として、（a）

資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、（b）不動産の管理業務を行う

資産運用会社に、不動産の管理を委託すること等が認められています。 
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（４）本資産運用会社の社内規程による利害関係者との取引制限 

 

 本資産運用会社がその資産の運用を受託する本投資法人と本資産運用会社の利害関係者との間の取引について

は、以下に概要を記載する「利害関係者取引規程」に定める審査手続きを経ることで、当該取引により本資産運

用会社がその資産の運営を受託する本投資法人に不利益が生じることのないように厳格な審査を行った上で取引

を実施する態勢を構築しています。 

 

① 利害関係者の定義 

 「利害関係者取引規程」における「利害関係者」とは次の者をいいます。 

 

（ア）本資産運用会社及び本資産運用会社の役職員並びに本資産運用会社の株主 

 

（イ）（ア）に該当する者の子会社及び関連会社（それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

第８条第３項及び第５項に定義される子会社及び関連会社を意味します。） 

 

（ウ）（ア）及び（イ）に掲げる者のほか、投信法第201条第1項で定義される利害関係人等 

 

（エ）（ア）ないし（ウ）のいずれかに該当する者が、①投資一任契約若しくは資産運用委託契約を締結してい

る特別目的会社（特定目的会社、合同会社、株式会社、投資法人等その形態を問わないものとします。以

下同じです。）、②過半の出資、匿名組合出資若しくは優先出資を行っている特別目的会社、若しくは、

③本投資法人への譲渡を前提として、運用資産を一時的に保有させるために組成した特別目的会社、又

は、（ア）ないし（ウ）のいずれかに該当する者の役職員がその役員の過半数を占めることその他の関係

により、その意思決定に重要な影響を及ぼしうると認められる特別目的会社 

 

② 利害関係者との取引に関する意思決定手続 

（ア）本資産運用会社は、利害関係者取引を行おうとする場合、当該取引を担当する部署が起案した後、事前に

コンプライアンス・オフィサーが、法令等（本資産運用会社が業務を遂行するに際して遵守すべき法律、

政省令、条例、その他の命令、一般社団法人投資信託協会の諸規則、本投資法人が上場する金融商品取引

所の諸規則、本投資法人の規約、本資産運用会社の定款及び社内諸規程並びにこれらに基づき本資産運用

会社が締結した諸契約（資産運用委託契約を含みます。）等をいいます。）の遵守、その他コンプライア

ンス上の問題の有無につき審査し、承認した場合には、コンプライアンス委員会に上程することができる

ものとします。コンプライアンス委員会が、コンプライアンスの観点から当該取引について審議し、承認

した場合には、運用委員会に上程することができるものとします。運用委員会が、当該取引について審議

し、承認した場合、当該承認（但し、後記（ウ）に定める投信法上の利害関係人等取引に該当する場合

は、当該承認及び本資産運用会社が運用委託を受ける本投資法人の役員会の同意）が得られたことをもっ

て、当該取引の実行が決定されるものとします。 

 

（イ）利害関係者取引を担当する部署は、前記（ア）により運用委員会における審議及び決議を経て決定された

利害関係者取引の概要及びその付随関連資料を、取締役会に遅滞なく報告するものとします。但し、取締

役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個

別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。また、投信法第203条

第２項に定める書面による通知を本投資法人に対して行うものとします。 

 

（ウ）本資産運用会社は、本資産運用会社が運用委託を受ける本投資法人のために、投信法上の利害関係人等と

の間で、投信法上の利害関係人等取引（不動産又は有価証券の取得若しくは譲渡若しくは貸借（利害関係

者取引に該当するものを含みます。））を行おうとするときは、あらかじめ（但し、前記（ア）に定める

手続を経る必要がある場合は、当該手続きを経た後で、投信法上の利害関係人等取引に着手する前に）、

本資産運用会社が運用委託を受ける本投資法人の役員会の承認に基づく当該投資法人の同意を得なければ

ならないものとします。但し、当該取引が投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第245条の２第１

項各号に掲げる取引に該当する場合は、この限りではありません。 

 

（エ）前記（ウ）に基づき本資産運用会社が、運用委託を受ける本投資法人の役員会の承認を求めた場合におい

て、当該投資法人役員会が当該投信法上の利害関係人等取引を承認せず、投資部、資産運用部又は財務管

理部に対して当該投信法上の利害関係人等取引の中止又は内容の変更を指示した場合、起案部は、内容の

変更の指示を受けた投信法上の利害関係人等取引については、内容の変更を行った後に再度、コンプライ
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アンス・オフィサーによる法令等遵守上の問題の有無に関する審査・承認を受け、さらに、コンプライア

ンス委員会の承認を得た後でなければ、運用委員会に上程することができないものとし、かかる変更後の

投信法上の利害関係人等取引につき運用委員会の承認を再度得た上でなければ、当該投資法人役員会の事

前承認を求めることができないものとします。また、本投資法人役員会から起案の中止の指示を受けた投

信法上の利害関係人等取引は、廃案にするものとします。 

 

③ 対象となる取引の範囲及び取引の基準 

（ア）物件の取得 

 

利害関係者から運用資産を取得する場合、不動産等資産１物件当たりの取得価格（不動産等資産そのも

のの取得価格とし、不動産鑑定評価額の対象となっていない税金及び取得費用等のほか、信託設定に要す

る費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含みません。）は、不動

産鑑定士の鑑定評価額（鑑定評価と同様の手法を用いて行われる価格調査による価格を含みます。以下同

じです。）を上限額として決定します。なお、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にＳＰ

Ｃ等の組成を行うなどして負担した費用が存する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えた額を上限額とし

て取得することができるものとします。 

 

（イ）物件の譲渡 

 

利害関係者に運用資産を売却する場合、不動産等資産１物件当たりの売却価格（不動産等資産そのもの

の売却価格とし、税金及び売却費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、

固定資産税等の期間按分の精算額等を含みません。）は、不動産鑑定士の鑑定評価額を下限額として決定

します。 

 

（ウ）物件の賃貸 

 

利害関係者と不動産等資産の賃貸借契約を締結する場合、当該者又は顧客と利害関係者との間の賃貸借

契約の内容は、市場実勢及び対象の不動産等資産の標準的な賃貸条件を勘案して、適正と判断される条件

とします。 

 

（エ）不動産管理業務等委託 

 

利害関係者へ運用資産の管理を委託する場合、手数料のみの単純比較ではなく、不動産管理業務に専門

的に従事する会社（以下本（エ）において「ＰＭ会社」といいます。）を比較検討して、不動産管理業務

委託先としての諸条件（当該対象物件を既に管理し、ノウハウが蓄積されていること等を含みます。）を

具備していること及び手数料水準を総合的に検討し、必要に応じて手数料の減額交渉等を行った上で、Ｐ

Ｍ会社として利害関係者を選任することができるものとします。 

 

（オ）物件の売買及び賃貸の媒介の委託 

 

利害関係者による不動産等資産の売買又は賃貸に係る媒介の場合、支払うべき媒介手数料の金額は、宅

建業法に規定する報酬の範囲内（信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準としま

す。）とします。 

 

（カ）工事等の発注 

 

利害関係者への不動産等資産に係る工事の発注の場合（但し、契約金額1,000,000円未満の場合、緊急

修繕又は原状回復を目的とする工事は除きます。）、原則として利害関係者以外の第三者の見積価格を取

得した上で、役務提供の内容等に鑑み、当該利害関係者の提示した見積価格が第三者の水準と著しく乖離

していない場合に限り、利害関係者に対し同工事を発注することができるものとします。但し、①当該建

物固有の事情等による特殊な工事で、第三者の見積価格を取得することが実務上困難な場合、又は②継続

的な工事で、工事業者の変更が責任の所在を不明確にする恐れがある場合等については、第三者の見積価

格を取得することなく、当該工事の市場価格の水準に十分留意した上で、利害関係者に対し同工事を発注

することができるものとします。 
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（キ）資金調達 

 

利害関係者からの資金調達にかかる条件は、市場実勢を勘案して、適正と判断される条件によるものと

します。 

 

④ 利害関係者取引の開示基準・方法 

利害関係者取引又は投信法上の利害関係人等取引が、本投資法人の投資口が上場する金融商品取引所の定める

情報の適時開示に関する規定により開示が必要とされる取引に該当する場合は、速やかに開示を行うものとしま

す。 

 

（５）利害関係人等との取引状況等 

 

① 利害関係人等との売買取引状況 

区 分 
売買金額等（注１）（注３） 

買付額等（百万円） 売付額等（百万円） 

総 額 23,683 ─ 

利害関係人等との取引状況の内訳 

合同会社ＨＣベガ 3,290（13.9） ─（─） 

合同会社ＨＣデネブ 9,800（41.4） ─（─） 

ヘルスケアブリッジ１号合同会社（注２） 5,513（23.3） ─（─） 

合 計 18,603（78.6） ─（─） 

（注１）売買金額等は、当該不動産等の買付等に要した費用（売買媒介手数料、公租公課等）を含まない金額(信託受益権譲渡契約書等    

に記載された金額）を記載しております。 

（注２）ＳＭＢＣヘルスケアホルダー合同会社は平成27年３月31日付でヘルスケアブリッジ１号合同会社に社名を変更しております。 

（注３）括弧内の数値は、それぞれの総額に対する比率（％）を小数第２位を四捨五入して記載しております。 

 

② 支払手数料等の金額 

区分 

支払手数料等 
総額（Ａ） 
（千円） 
（注１） 

利害関係人等との取引内訳 
総額に対する割合 

（Ｂ／Ａ） 
（％） 支払先 

支払金額（Ｂ) 
(千円) 

（注１） 

外注委託費（注２） 7,681 グリーンライフ株式会社 1,535 19.99 

その他営業費用 7,198 株式会社三井住友銀行 51 0.71 

創業費 106,599 株式会社三井住友銀行 300 0.28 

融資関連費用（注３） 31,457 株式会社三井住友銀行 21,843 69.43 

支払利息（注４） 19,879 株式会社三井住友銀行 7,610 38.28 

投資口交付費（注５） 4,605 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 53 1.17 

（注１）支払手数料等総額（Ａ）及び支払金額（Ｂ）には、損益計算書及び損益計算書に関する注記に計上の当期の費用を記載してお 

ります。 

（注２）支払金額（Ｂ）には、売買時精算金として売主に支払った管理業務費を含んでおります。 

（注３）支払金額（Ｂ）には、当期に支払った116,500千円のうち、当期の費用を記載しております。 

（注４）支払金額（Ｂ）には、支払い済み利息の他、未払利息も含む当期の費用を記載しております。 

（注５）支払金額（Ｂ）には、当期に支払った388千円のうち、当期の費用を記載しております。 

（注６）合同会社ＨＣベガ、合同会社ＨＣデネブ及びヘルスケアブリッジ１号合同会社へ売買時精算金として支払った外注委託費につ 

いては、管理委託先が利害関係人等に該当しないため、記載しておりません。 

（注７）上記記載の支払手数料等以外に、当期に利害関係人等へ発注した修繕工事等の支払額は東西建築サービス株式会社に対する60 

千円です。 
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③ サポート契約 

なお、上記の他、本資産運用会社は、以下に掲げるスポンサー及びサポート会社との間で、サポート契約を締

結しています。これらのサポート契約の内容は以下のとおりです。なお、下表の「各契約の概要」においては、

契約締結先は全て「サポート提供者」と表記しています。 

 

会社名（契約締結先） 

／契約名 
各契約の概要 

・株式会社三井住友銀行 

／スポンサーサポート契約 

Ⅰ ファイナンスに関する助言提供 

サポート提供者は、本資産運用会社から本投資法人の運営又は対象不動産等の取得に

係る資金調達の要請があった場合には、かかる要請に応じて以下の事項を可能な限り

行うことに努めます。但し、サポート提供者における銀行法その他関係法令に照らし

以下の事項を行うことが合理的に困難と判断される場合を除きます。 

１ 資金の借入れに関する相談への対応及び融資の提案 

２ シンジケート団の組成等ファイナンスストラクチャーの構築及び構築のための活動 

３ その他資金の借入れを行うために必要な手続に関するアドバイス 

 

Ⅱ 第三者保有物件の流動化ニーズの情報提供 

サポート提供者は、サポート提供者の顧客から、当該顧客が保有又は運営等する不動

産のうち対象不動産となりうべき不動産について、不動産等の証券化手法を活用した

資金調達ニーズ等の情報を入手した場合には、当該顧客及びその他関係当事者の事前

承諾を得ることを条件に、当該情報の提供が、法令等若しくはサポート提供者の内部

規則又はサポート提供者の負う守秘義務に反せず、且つサポート提供者の実務上可能

な範囲内で、他の第三者に先立って、本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関す

る情報を速やかに提供することに努めます。 

 

Ⅲ 人材サポート 

サポート提供者は、本資産運用会社の独自性を尊重し、且つ本資産運用会社及び本投

資法人の成長を斟酌した上で、本投資法人から受託する資産運用業務の遂行に必要な

不動産運営管理の知識及びノウハウ等を本資産運用会社に可能な限り活用させること

を目的として、法令等に反しない限度において、必要とされる人材の確保（サポート

提供者より人材の出向等を行うことを含みます。）に合理的な範囲で協力を行うもの

とします。なお、人材の出向等の条件等については、協議のうえ別途決定します。 

 

Ⅳ 投資口の取得・保有 

１ サポート提供者は、本投資法人がその投資口を追加発行する場合において、本投資

法人の意向を受けた金商業者を通じ、適法に、その取得の検討依頼を受けたとき

は、サポート提供者は、金融商品取引法第15条その他適用ある法令に抵触しない限

度において、当該投資口の取得につき真摯に検討します。 

２ サポート提供者は、本投資法人の発行する投資口を新規に取得した場合、保有した

投資口を継続して保有するように努めるものとします。 

３ 前記２にかかわらず、サポート提供者が必要と判断した場合には、その裁量によ

り、本資産運用会社へ通知することなく、本投資法人の投資口を売却することがで

きます。 
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・シップヘルスケアホールデ

ィングス株式会社 

／スポンサーサポート契約 

Ⅰ 保有物件の情報提供及び優先交渉権の付与 

１ 保有物件の情報提供 

サポート提供者は、本資産運用会社に対し、自らが保有する対象不動産を売却しよう

とする場合には、当該対象不動産に関する情報（当該対象不動産の概要、賃貸借契約

の内容、売上高等の業績データを含みますが、これらに限りません。）を第三者に先

立ち提供するよう努力するものとします。この場合に、サポート提供者は、本資産運

用会社からの要請があれば、当該対象不動産に関し、可能な限り最大限の情報を提供

します。但し、次の各号に掲げる場合はこの限りではありません(以下、本Ⅰにおい

て同じです。)。 

（1）当該不動産等に係る地権者等（共有持分、区分所有者、共同事業者又は不動産等

を保有する法人の出資持分の共有者又は出資者等）に対し、譲渡に係る優先交渉権

が付与され、若しくは将来の譲渡が合意され、又は本資産運用会社への情報提供に

つきそれら地権者等から同意が得られない（又は得られない可能性があると合理的

に判断される）場合 

（2）サポート提供者の事業のため、又はそれらの事業機会獲得のために必要な取引

（等価交換事業、再開発事業を行うための売却、区画整理事業等を含むがこれらに

限られません。）に関連する場合 

（3）本資産運用会社の株主間の取引の場合 

（4）行政機関等の要請に基づいて譲渡する場合 

２ 優先交渉権の付与（ファーストルック） 

サポート提供者は、前記１の情報提供を行う場合、当該対象不動産に関する優先交渉

権（優先的に売買交渉を行う権利）を、本資産運用会社に付与します。優先交渉権

は、対象不動産毎に、優先交渉期間（サポート提供者が、当該対象不動産に関する情

報を本資産運用会社に提供した日より30日とします。以下本Ⅰにおいて同じです。）

を定めた場合はその間効力を有するものとします。 

３ 購入の意思の通知及び優先交渉期間中の第三者への情報提供・売買交渉の禁止 

本資産運用会社は、優先交渉期間内にサポート提供者に対し、本投資法人による購入

のための準備手続開始の意思の有無を通知します。優先交渉期間中にかかる通知があ

った場合には、優先交渉期間は、売買契約締結に向けた協議が継続する期間中（当該

期間はその都度合意により決定します。）、自動的に延長されるものとし、サポート

提供者は、その間、第三者に対して当該対象不動産に関する情報の提供を行わず、ま

た第三者と売買交渉を行わないものとします。 

４ 最終売却条件の提示（ラストルック） 

優先交渉期間内に前記３の通知がなされず、又は本投資法人とサポート提供者との間

で売却条件が合意に達しなかった場合、サポート提供者は、第三者との間で当該対象

不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者が提示

する条件が、本投資法人と同等以下である場合には、サポート提供者は、速やかに本

資産運用会社にその旨通知し、通知後遅滞なく本資産運用会社がサポート提供者に対

し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件を提示したときは、本投資法人は、当

該第三者に優先して当該対象不動産をサポート提供者より購入することができるもの

とします。 
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  Ⅱ 第三者保有物件の売却情報の提供 

サポート提供者は、第三者から対象不動産の売却に関する情報が提供された場合にお

いて、サポート提供者が当該対象不動産を取得しない方向で検討しているときは、そ

の裁量により、本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する情報を速やかに提供

します。但し、次の各号に掲げる場合はこの限りではありません。 

１ 当該情報提供がサポート提供者の締結する他の契約に違背する場合 

２ 本投資法人への当該情報提供につき売主その他の地権者等の同意が得られない（又

は得られない可能性があると合理的に判断される）場合 

３ 売主が売却先を本投資法人以外の第三者に限定する旨の意向を有している（又はそ

の可能性があると合理的に判断される）場合 

４ 当該不動産等の売却につき本投資法人以外の第三者が同意権又は優先交渉権を有

し、かつ当該第三者が同意しない可能性又は優先交渉権を行使する可能性があると合

理的に判断される場合 

５ 上記の他、サポート提供者における善管注意義務に照らし当該情報の提供が合法

的・合理的に困難と判断される場合 

 

Ⅲ オペレーターに関するアドバイス及びマーケット情報の提供 

サポート提供者は、本資産運用会社が要請した場合には、本資産運用会社に対し、サ

ポート提供者の保有する以下の各号のアドバイス及び情報を合法的・合理的に提供可

能な範囲において提供します。 

１ 対象不動産の開発、売買取引、賃貸借、事業内容、法令・制度改正に関する動向、

その他対象不動産の取得・運営・売却に関する情報 

２ ヘルスケア事業の運営者（オペレーター）及びサービスの提供に関する各種の情報

 

Ⅳ 人材サポート 

サポート提供者は、本資産運用会社の独自性を尊重し、かつ本資産運用会社及び本投

資法人の成長を斟酌した上で、本投資法人から受託する資産運用業務の遂行に必要な

不動産運営管理の知識及びノウハウ等を本資産運用会社に可能な限り活用させること

を目的として、法令に反しない限度において、必要とされる人材の確保（サポート提

供者より人材の派遣を行うことを含みます。）に合理的な範囲で協力を行うものとし

ます。なお、人材の派遣にはサポート提供者からの転籍・出向を含むものとし、派遣

の条件等については、協議のうえ別途決定します。 

 

Ⅴ 投資戦略・物件取得に関するアドバイザリー業務 

１ サポート提供者は、本資産運用会社からの要請（投資運用業又は投資助言・代理業

務に該当しうる業務を含まないものとします。）があった場合、金融商品取引法又は

投信法等の法令に抵触しない範囲内において、本資産運用会社が本投資法人から受託

する資産運用業務に関しては本資産運用会社と協議し決定した上で、以下の業務受託

を行うものとします。但し、本資産運用会社は、資産の運用に係る権限の全部又は一

部の再委託は行わないものとします。 

（1）個別不動産に関する各種分析及びデューデリジェンス補助業務・助言業務等 

（2）ヘルスケア事業に関する調査、不動産市場動向の調査、個別不動産の立地、競争

環境に関するリサーチ関連業務又はその補助業務・助言業務等 

（3）投資戦略に関する補助業務・助言業務等 

２ サポート契約の当事者は、サポート契約により本資産運用会社がサポート提供者に

対して不動産等の売買、交換又は賃借の媒介を委託するものではないことを相互に確

認します。 
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  Ⅵ 投資口の継続保有 

１ サポート提供者は、本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、当該新投資口

の一部を取得することについて真摯に検討を行うものとします。なお、本１はサポー

ト提供者に法的義務を課すものでなく、サポート提供者に対し何らの法的拘束力を持

たず、かつ、金融商品取引法第15条その他法令に抵触しない前提で合意する旨、並び

に、金融商品取引法第166条に基づくいわゆる投資口等に関するインサイダー取引規

制（その後の改正による規制を含みます。）に抵触することのないよう留意しつつこ

れを行う旨、サポート提供者及び本資産運用会社の間で互いに確認します。 

２ サポート提供者は、本投資法人の発行する投資口を新規に取得した場合、当面の

間、本投資法人の投資口を保有するものとします。 

３ 前記２にかかわらず、サポート提供者は、ヘルスケア事業の需要の変動、市場環境

の変動、社会情勢等の経済動向等を勘案し必要と判断し他場合には、その裁量によ

り、本資産運用会社へ通知することなく、本投資法人の投資口を第三者に売却するこ

とができます。 

・ＮＥＣキャピタルソリュー

ション株式会社 

／スポンサーサポート契約 

Ⅰ 保有物件の情報提供及び優先交渉権の付与 

１ 保有物件の情報提供 

サポート提供者は、本資産運用会社に対し、自らが保有する対象不動産を売却しよう

とする場合には、法令に反しない範囲において、当該対象不動産に関する情報（当該

対象不動産の概要、賃貸借契約の内容、売上高等の業績データを含むが、これらに限

らません。）を第三者に先立ち提供するよう努力するものとし、この場合に、サポー

ト提供者は、本資産運用会社からの要請があれば、当該対象不動産に関し、可能な限

り最大限の情報を提供します。但し、次の各号に掲げる場合はこの限りではありませ

ん(以下、本Ⅰにおいて同じです。)。 

（1）当該不動産等に係る地権者等（共有持分、区分所有者、共同事業者又は不動産等

を保有する法人の出資持分の共有者又は出資者等）に対し、譲渡に係る優先交渉権

が付与され、若しくは将来の譲渡が合意され、又は本資産運用会社への情報提供に

つきそれら地権者等から同意が得られない（又は得られない可能性があると合理的

に判断される）場合 

（2）サポート提供者の事業のため、又はそれらの事業機会獲得のために必要な取引

（等価交換事業、再開発事業を行うための売却、区画整理事業等を含むがこれらに

限られません。）に関連する場合 

（3）本資産運用会社の株主間の取引の場合 

（4）行政機関等の要請に基づいて譲渡する場合 

２ 優先交渉権の付与（ファーストルック） 

サポート提供者は、前記１の情報提供を行った場合、当該対象不動産に関する優先交

渉権（優先的に売買交渉を行う権利）を、本資産運用会社に付与します。優先交渉権

は、対象不動産毎に、優先交渉期間（サポート提供者が、当該対象不動産に関する情

報を本資産運用会社に提供した日より30日とします。以下、本Ⅰにおいて同じで

す。）を定めた場合はその間効力を有するものとします。 

３ 購入の意思の通知及び優先交渉期間中の第三者への情報提供・売買交渉の禁止 

本資産運用会社は、優先交渉期間内にサポート提供者に対し、本投資法人による購入

のための準備手続開始の意思の有無を通知します。優先交渉期間中にかかる通知があ

った場合には、優先交渉期間は、売買契約締結に向けた協議が継続する期間中（当該

期間はその都度合意により決定します。）、自動的に延長されるものとし、サポート

提供者は、その間、第三者に対して当該対象不動産に関する情報の提供を行わず、ま

た第三者と売買交渉を行わないものとします。 
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  ４ 最終売却条件の提示（ラストルック） 

優先交渉期間内に前記３の通知がなされず、又は本投資法人とサポート提供者との間

で売却条件が合意に達しなかった場合、サポート提供者は、第三者との間で当該対象

不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者が提示

する条件が、本投資法人と同等以下である場合には、サポート提供者は、速やかに本

資産運用会社にその旨通知し、通知後遅滞なく本資産運用会社がサポート提供者に対

し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件を提示したときは、本投資法人は、当

該第三者に優先して当該対象不動産をサポート提供者より購入することができるもの

とします。なお、サポート提供者が第三者との売却交渉の結果当該対象不動産の売却

を中止する判断を行った場合は、この限りではありません。 

 

Ⅱ 第三者保有物件の売却情報の提供 

サポート提供者は、第三者から対象不動産の売却に関する情報が提供された場合にお

いて、サポート提供者が当該対象不動産を取得しない方向で検討しているときは、そ

の裁量により、本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する情報を速やかに提供

します。但し、次の各号に掲げる場合はこの限りではありません。 

１ 当該情報提供がサポート提供者の締結する他の契約に違背する場合 

２ 本投資法人への当該情報提供につき売主その他の地権者等の同意が得られない（又

は得られない可能性があると合理的に判断される）場合 

３ 売主が売却先を本投資法人以外の第三者に限定する旨の意向を有している（又はそ

の可能性があると合理的に判断される）場合 

４ 当該不動産等の売却につき本投資法人以外の第三者が同意権又は優先交渉権を有

し、かつ当該第三者が同意しない可能性又は優先交渉権を行使する可能性があると合

理的に判断される場合 

５ 上記の他、サポート提供者における善管注意義務に照らし当該情報の提供が合理的

に困難と判断される場合 

 

Ⅲ ウェアハウジング機能 

本資産運用会社は、不動産等の機動的な取得を目的として、サポート提供者に対し、

本投資法人が不動産等を直ちに取得できない場合において、本投資法人への譲渡を前

提として、サポート提供者が一時的に自ら保有すること（以下「ウェアハウジング機

能」といいます。）を依頼することができるものとします。この場合、サポート提供

者は、本資産運用会社から提案を受けたウェアハウジング機能を提供するための諸条

件について検討を行い、最大限の努力を行うものとします。 

 

Ⅳ 投資戦略・物件取得に関するアドバイザリー業務 

１ サポート提供者は、本資産運用会社からの要請（投資運用業又は投資助言・代理業

務に該当しうる業務を含まないものとします。）があった場合、金融商品取引法又は

投信法等の法令に抵触しない範囲内において、本資産運用会社が本投資法人から受託

する資産運用業務に関し、本資産運用会社と協議し決定した上で、以下の業務受託を

行うものとします。但し、本資産運用会社は、資産の運用に係る権限の全部又は一部

の再委託は行いません。 

（1）個別不動産に関する各種分析及びデューデリジェンス補助業務・助言業務等 

（2）ヘルスケア事業に関する調査、不動産市場動向の調査、個別不動産の立地、競争

環境に関するリサーチ関連業務又はその補助業務・助言業務等 

（3）投資戦略に関する補助業務・助言業務等 

２ サポート契約の当事者は、サポート契約により本資産運用会社がサポート提供者に

対して不動産等の売買、交換又は賃借の媒介を委託するものではなく、本資産運用会

社がサポート提供者に対して不動産等の売買、交換又は賃借の媒介を委託する場合に

は、両者間で別途当該媒介に係る契約を締結するものであることを相互に確認しま

す。 
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  Ⅴ 再開発サポートの提供 

１ 築年数が一定以上経過した本投資法人が保有する不動産等（以下「再開発物件」と

いいます。）について、本資産運用会社にて再開発が必要と認める場合には、本資産

運用会社は、サポート提供者に対して、再開発計画の検討及び提案を要請することが

できます。かかる要請を受けた場合、サポート提供者は、再開発物件について再開発

計画を真摯に検討し、本投資法人の投資対象となる収益不動産の再開発を行うことを

内容とする再開発計画案を提示するものとします。 

２ 本資産運用会社が、サポート提供者の提示した再開発計画案について適切と判断し

た場合には、サポート提供者に対して、再開発物件に関する優先交渉権（優先的に開

発業務受託又は売買の交渉を行う権利）を付与します。優先交渉期間は、本資産運用

会社とサポート提供者が別途合意する期間とします。 

３ 優先交渉期間内に本資産運用会社とサポート提供者との間で開発業務委託又は売却

の条件が合意に達しなかった場合、本資産運用会社は、第三者との間で再開発物件の

開発業務受託又は売却につき協議を開始することができるものとします。 

 

Ⅵ 人材サポート 

サポート提供者は、本資産運用会社の独自性を尊重し、かつ本資産運用会社及び本投

資法人の成長を斟酌した上で、本投資法人から受託する資産運用業務の遂行に必要な

不動産運営管理の知識及びノウハウ等を本資産運用会社に可能な限り活用させること

を目的として、法令に反しない限度において、必要とされる人材の確保（サポート提

供者より人材の派遣を行うことを含みます。）に合理的な範囲で協力を行うものとし

ます。なお、人材の派遣にはサポート提供者からの転籍・出向を含むものとし、派遣

の条件等については、協議のうえ別途決定します。 

 

Ⅶ 投資口の継続保有 

１ サポート提供者は、本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、当該新投資口

の一部を取得することについて真摯に検討を行うものとします。なお、本１はサポー

ト提供者に法的義務を課すものでなく、サポート提供者に対し何らの法的拘束力を持

たず、かつ、金融商品取引法第15条その他法令に抵触しない前提で合意する旨、並び

に、金融商品取引法第166条に基づくいわゆる投資口等に関するインサイダー取引規

制（その後の改正による規制を含みます。）に抵触することのないよう留意しつつこ

れを行う旨、サポート提供者及び本資産運用会社の間で互いに確認します。 

２ サポート提供者は、本投資法人の発行する投資口を新規に取得した場合、当面の

間、本投資法人の投資口を保有するものとします。 

３ 前記２にかかわらず、サポート提供者は、ヘルスケア事業の需要の変動、市場環境

の変動、社会情勢等の経済動向等を勘案し必要と判断した場合には、その裁量によ

り、本資産運用会社へ通知することなく、本投資法人の投資口を第三者に売却するこ

とができます。 
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・三井住友ファイナンス＆リ

ース株式会社／スポンサーサ

ポート契約 

・株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 

／パイプラインサポート契約 

Ⅰ 保有物件の情報提供及び優先交渉権の付与 

１ 保有物件の情報提供 

サポート提供者は、自らが保有する不動産の内、対象不動産に該当するとサポート提

供者が判断した不動産を売却しようとする場合には、本資産運用会社に対し、当該対

象不動産に関する情報（当該対象不動産の概要、賃貸借契約の内容、売上高等の業績

データを含むが、これらに限られません。）を第三者に先立ち提供するものとしま

す。この場合に、サポート提供者は、本資産運用会社からの要請があれば、当該対象

不動産に関し、可能な限り最大限の情報を提供します。但し、次の各号に掲げる場合

はこの限りではありません(以下、本Ⅰにおいて同じです。)。 

（1）当該不動産等に係る地権者等（共有持分、区分所有者、共同事業者又は不動産等

を保有する法人の出資持分の共有者又は出資者等）に対し、譲渡に係る優先交渉権

が付与され、若しくは将来の譲渡が合意され、又は本資産運用会社への情報提供に

つきそれら地権者等から同意が得られない（又は得られない可能性があると合理的

に判断される）場合 

（2）サポート提供者の事業のため、又はそれらの事業機会獲得のために必要な取引

（等価交換事業、再開発事業を行うための売却、区画整理事業等を含むがこれらに

限られません。）に関連する場合 

（3）本資産運用会社の株主間の取引の場合 

（4）行政機関等の要請に基づいて譲渡する場合 

（5）上記の他、サポート提供者が業務遂行上、当該情報の提供が不適切であると判断

した場合 

２ 優先交渉権の付与（ファーストルック） 

サポート提供者は、前記１の情報提供を行う場合、当該対象不動産に関する優先交渉

権（優先的に売買交渉を行う権利）を、本資産運用会社に付与します。優先交渉権

は、対象不動産毎に、優先交渉期間（サポート提供者が、当該対象不動産に関する情

報を本資産運用会社に提供した日より30日とします。以下、本Ⅰにおいて同じで

す。）を定めた場合はその間効力を有するものとします。 

３ 購入の意思の通知及び優先交渉期間中の第三者への当該対象不動産に係る情報提

供・売買交渉の禁止 

本資産運用会社は、優先交渉期間内にサポート提供者に対し、本投資法人による購入

のための準備手続開始の意思の有無を通知します。優先交渉期間中にかかる通知があ

った場合には、優先交渉期間は、売買契約締結に向けた協議が継続する期間中（当該

期間はその都度合意により決定します。）、自動的に延長されるものとし、サポート

提供者は、その間、第三者に対して当該対象不動産に関する情報の提供を行わず、ま

た第三者と売買交渉を行わないものとします。 

４ 最終売却条件の提示（ラストルック） 

優先交渉期間内に前記３の通知がなされず、又は本投資法人とサポート提供者との間

で売却条件が合意に達しなかった場合、サポート提供者は、第三者との間で当該対象

不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者が提示

する条件が、本投資法人と同等以下である場合には、サポート提供者は、速やかに本

資産運用会社にその旨通知し、通知後遅滞なく本資産運用会社がサポート提供者に対

し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件を提示したときは、本投資法人は、当

該第三者に優先して当該対象不動産をサポート提供者より購入することができるもの

とします。 
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  Ⅱ 第三者保有物件の売却情報の提供 

サポート提供者は、第三者が保有し、又は今後開発して保有することになる不動産の

売却に関する情報を受け、当該不動産が対象不動産に該当するとサポート提供者が判

断した場合、サポート提供者が当該対象不動産を取得しない方向で検討しているとき

は、その裁量により、本資産運用会社に対し、法令に反しない限度において、当該対

象不動産に関する情報を速やかに提供します。但し、次の各号に掲げる場合はこの限

りではありません。 

１ 当該情報提供がサポート提供者の締結する他の契約に違背する場合 

２ 本投資法人への当該情報提供につき売主その他の地権者等の同意が得られない（又

は得られない可能性があると合理的に判断される）場合 

３ 売主が売却先を本投資法人以外の第三者に限定する旨の意向を有している（又はそ

の可能性があると合理的に判断される）場合 

４ 当該不動産等の売却につき本投資法人以外の第三者が同意権又は優先交渉権を有

し、かつ当該第三者が同意しない可能性又は優先交渉権を行使する可能性があると合

理的に判断される場合 

５ 上記の他、サポート提供者が業務遂行上、当該情報の提供が不適切であると判断し

た場合 

 

Ⅲ ウェアハウジング機能 

本資産運用会社は、不動産等の機動的な取得を目的として、サポート提供者に対し、

本投資法人が不動産等を直ちに取得できない場合において、本投資法人への譲渡を前

提として、サポート提供者が一時的に自ら保有すること（以下「ウェアハウジング機

能」といいます。）を依頼することができるものとします。この場合、サポート提供

者は、本資産運用会社から提案を受けたウェアハウジング機能を提供するための諸条

件について、サポート提供者の業務遂行上合理的かつ可能な範囲内で検討します。 

・株式会社陽栄 

／スポンサーサポート契約 

・銀泉株式会社／スポンサー

サポート契約 

・神戸土地建物株式会社 

／スポンサーサポート契約 

・室町建物株式会社 

／スポンサーサポート契約 

 

Ⅰ 保有物件の情報提供及び優先交渉権の付与 

１ 保有物件の情報提供 

サポート提供者は、本資産運用会社に対し、自らが保有する対象不動産を売却しよう

とする場合には、当該対象不動産に関する情報（当該対象不動産の概要、賃貸借契約

の内容、売上高等の業績データを含むが、これらに限られません。）を第三者に先立

ち提供するものとします。この場合に、サポート提供者は、本資産運用会社からの要

請があれば、当該対象不動産に関し、可能な限り最大限の情報を提供します。但し、

次の各号に掲げる場合はこの限りではありません(以下、本Ⅰにおいて同じです。)。

（1）当該不動産等に係る地権者等（共有持分、区分所有者、共同事業者又は不動産等

を保有する法人の出資持分の共有者又は出資者等）に対し、譲渡に係る優先交渉権

が付与され、若しくは将来の譲渡が合意され、又は本資産運用会社への情報提供に

つきそれら地権者等から同意が得られない（又は得られない可能性があると合理的

に判断される）場合 

（2）サポート提供者の事業のため、又はそれらの事業機会獲得のために必要な取引

（等価交換事業、再開発事業を行うための売却、区画整理事業等を含むがこれらに

限られません。）に関連する場合 

（3）本資産運用会社の株主間の取引の場合 

（4）行政機関等の要請に基づいて譲渡する場合 

（5）当該情報を提供することにより他人の権利を害し、又はサポート提供者が当事者

となる他の契約に違背する場合 
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  ２ 優先交渉権の付与（ファーストルック） 

サポート提供者は、前記１の情報提供を行う場合、当該対象不動産に関する優先交渉

権（優先的に売買交渉を行う権利）を、本資産運用会社に付与します。優先交渉権

は、対象不動産毎に、優先交渉期間（サポート提供者が、当該対象不動産に関する情

報を本資産運用会社に提供した日より30日とします。以下、本Ⅰにおいて同じで

す。）の間のみ、その効力を有するものとします。 

３ 購入の意思の通知及び優先交渉期間中の第三者への情報提供・売買交渉の禁止 

本資産運用会社は、優先交渉期間内にサポート提供者に対し、本投資法人による購入

のため交渉を開始する意思の有無を通知します。優先交渉期間中にかかる通知があっ

た場合には、優先交渉期間は、売買契約締結に向けた協議が継続する期間中（当該期

間はその都度合意により決定するものとし、かかる合意に至らない場合には、優先交

渉期間は終了するものとします。）、自動的に延長されるものとし、サポート提供者

は、その間、第三者に対して当該対象不動産に関する情報の提供を行わず、また第三

者と売買交渉を行わないものとします。 

４ 最終売却条件の提示（ラストルック） 

優先交渉期間内に前記３の通知がなされず、又は本投資法人とサポート提供者との間

で売却条件が合意に達しなかった場合、サポート提供者は、第三者との間で当該対象

不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者が提示

する条件が、本投資法人と同等以下であるとサポート提供者が合理的に判断した場合

には、サポート提供者は、速やかに本資産運用会社にその旨通知し、通知後遅滞なく

本資産運用会社がサポート提供者に対し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件

を提示したときは、本投資法人は、当該第三者に優先して当該対象不動産をサポート

提供者より購入することができるものとします。 

５ サポート提供者と本資産運用会社は、本契約により、サポート提供者が、本投資法

人に対し、対象不動産を売却する義務を負い、又は売却を確約するものではないこと

を相互に確認します。 

 

Ⅱ 第三者保有物件の売却情報の提供 

サポート提供者は、第三者から対象不動産の売却に関する情報が提供された場合にお

いて、サポート提供者が当該対象不動産を取得しない方向で検討しているときは、そ

の裁量により、本資産運用会社に対し、法令に反しない限度において当該対象不動産

に関する情報を速やかに提供します。なお、次の各号に掲げる場合はこの限りではあ

りません。 

１ 当該情報提供がサポート提供者の締結する他の契約に違背する場合 

２ 本資産運用会社への当該情報提供につき売主その他の地権者等の同意が得られない

（又は得られない可能性があると合理的に判断される）場合 

３ 売主が売却先を本投資法人以外の第三者に限定する旨の意向を有している（又はそ

の可能性があると合理的に判断される）場合 

４ 当該不動産等の売却につき本投資法人以外の第三者が同意権又は優先交渉権を有

し、かつ当該第三者が同意しない可能性又は優先交渉権を行使する可能性があると合

理的に判断される場合 

５ 上記の他、サポート提供者における善管注意義務に照らし当該情報の提供が合理的

に困難と判断される場合 
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  Ⅲ ウェアハウジング機能 

本資産運用会社は、不動産等の機動的な取得を目的として、サポート提供者に対し、

本投資法人が不動産等を直ちに取得できない場合において、本投資法人への譲渡を前

提として、取得予定時期及び取得予定価格又は取得価格の決定方法を提示することを

条件に、サポート提供者が一時的に自ら保有すること（以下「ウェアハウジング機

能」といいます。）を依頼することができるものとします。この場合、サポート提供

者は、本資産運用会社から提案を受けたウェアハウジング機能を提供するための諸条

件について検討を行うものとします。なお、本条に基づき本資産運用会社が、サポー

ト提供者に対して取得予定時期及び取得予定価格又は取得価格の決定方法を提示した

場合であっても、本投資法人が、当該提示の内容に従って、サポート提供者から当該

不動産を取得する法的義務を負うものでなく、当該提示の内容が、本投資法人及び本

資産運用会社に対し、何らの法的拘束力を持たないものであることを確認します。 

・株式会社リサ・パートナー

ズ／パイプラインサポート契

約 

Ⅰ 保有物件の情報提供及び優先交渉権の付与 

１ 保有物件の情報提供 

サポート提供者は、本資産運用会社に対し、自らが保有する対象不動産を売却しよう

とする場合には、不動産投資顧問業登録規程、金融商品取引法等の法令に反しない範

囲において、当該対象不動産に関する情報（当該対象不動産の概要、賃貸借契約の内

容、売上高等の業績データを含むが、これらに限らません。）を第三者に先立ち提供

するよう努力するものとし、この場合に、サポート提供者は、本資産運用会社からの

要請があれば、当該対象不動産に関し、可能な限り最大限の情報を提供します。但

し、次の各号に掲げる場合はこの限りではありません(以下、本Ⅰにおいて同じで

す。)。 

（1）当該不動産等に係る地権者等（共有持分、区分所有者、共同事業者又は不動産等

を保有する法人の出資持分の共有者又は出資者等）に対し、譲渡に係る優先交渉権

が付与され、若しくは将来の譲渡が合意され、又は本資産運用会社への情報提供に

つきそれら地権者等から同意が得られない（又は得られない可能性があると合理的

に判断される）場合 

（2）サポート提供者の事業のため、又はそれらの事業機会獲得のために必要な取引

（等価交換事業、再開発事業を行うための売却、区画整理事業等を含むがこれらに

限られません。）に関連する場合 

（3）本資産運用会社の株主間の取引の場合 

（4）行政機関等の要請に基づいて譲渡する場合 

２ 優先交渉権の付与（ファーストルック） 

サポート提供者は、前記１の情報提供を行った場合、当該対象不動産に関する優先交

渉権（優先的に売買交渉を行う権利）を、本資産運用会社に付与します。優先交渉権

は、対象不動産毎に、優先交渉期間（サポート提供者が、当該対象不動産に関する情

報を本資産運用会社に提供した日より30日とします。以下、本Ⅰにおいて同じで

す。）を定めた場合はその間効力を有するものとします。 

３ 購入の意思の通知及び優先交渉期間中の第三者への情報提供・売買交渉の禁止 

本資産運用会社は、優先交渉期間内にサポート提供者に対し、本投資法人による購入

のための準備手続開始の意思の有無を通知します。優先交渉期間中にかかる通知があ

った場合には、優先交渉期間は、売買契約締結に向けた協議が継続する期間中（当該

期間はその都度合意により決定しますが、原則として２ヶ月間とします。）、自動的

に延長されるものとし、サポート提供者は、その間、第三者に対して当該対象不動産

に関する情報の提供を行わず、また第三者と売買交渉を行わないものとします。 
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  ４ 最終売却条件の提示（ラストルック） 

優先交渉期間内に前記３の通知がなされず、又は本投資法人とサポート提供者との間

で売却条件が合意に達しなかった場合、サポート提供者は、第三者との間で当該対象

不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者（サポ

ート提供者の投資助言業、投資運用業、又は不動産投資顧問業の顧客ではこの限りで

はありません。以下本４において同じです。）が提示する条件が、本投資法人と同等

以下である場合には、サポート提供者は、当該第三者との守秘義務上の制約に反しな

い範囲において速やかに本資産運用会社にその旨通知し、通知後遅滞なく本資産運用

会社がサポート提供者に対し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件を提示した

ときは、本投資法人は、当該第三者に優先して当該対象不動産をサポート提供者より

購入することができるものとします。なお、サポート提供者が第三者との売却交渉の

結果当該対象不動産の売却を中止する判断を行った場合は、この限りではありませ

ん。 

 

Ⅱ 第三者保有物件の売却情報の提供 

サポート提供者は、第三者から対象不動産の売却に関する情報が提供された場合にお

いて、サポート提供者が当該対象不動産を取得しない方向で検討しているときは、不

動産投資顧問業登録規程、金融商品取引法等の法令に反しない範囲においてその裁量

により、本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する情報を速やかに提供しま

す。但し、次の各号に掲げる場合はこの限りではありません。 

１ 当該情報提供がサポート提供者の締結する他の契約（秘密保持契約又は秘密保持条

項を含むがこれらに限りません。）に違背する場合 

２ サポート提供者の事業のため、又はそれらの事業機会獲得のため第三者（合同会

社、特定目的会社等のSPC並びに他の事業法人を含むがこれらに限られません。）を

して当該対象不動産を取得させる場合本投資法人への当該情報提供につき売主その他

の地権者等の同意が得られない（又は得られない可能性があると合理的に判断され

る）場合 

３ 売主が売却先を本投資法人以外の第三者に限定する旨の意向を有している（又はそ

の可能性があると合理的に判断される）場合 

４ 当該不動産等の売却につき本投資法人以外の第三者が同意権又は優先交渉権を有

し、かつ当該第三者が同意しない可能性又は優先交渉権を行使する可能性があると合

理的に判断される場合 

５ 上記の他、サポート提供者における善管注意義務に照らし当該情報の提供が合理的

に困難と判断される場合 

 

Ⅲ ウェアハウジング機能 

本資産運用会社は、不動産等の機動的な取得を目的として、サポート提供者に対し、

本投資法人が不動産等を直ちに取得できない場合において、本投資法人への譲渡を前

提として、サポート提供者が一時的に自ら保有すること（以下「ウェアハウジング機

能」といいます。）を依頼することができるものとします。この場合、サポート提供

者は、本資産運用会社から提案を受けたウェアハウジング機能を提供するための諸条

件について検討を行い、最大限の努力を行うものとします。 
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  Ⅳ 投資戦略・物件取得に関するアドバイザリー業務 

１ サポート提供者は、本資産運用会社からの要請（不動産投資顧問業、投資運用業又

は投資助言・代理業務に該当しうる業務を含まないものとします。）があった場合、

不動産投資顧問業登録規程、金融商品取引法又は投信法等の法令に抵触しない範囲内

において、本資産運用会社が本投資法人から受託する資産運用業務に関し、本資産運

用会社と協議し決定した上で、以下の業務受託を行うものとします。但し、本資産運

用会社は、資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託は行いません。 

（1）個別不動産に関する各種分析及びデューデリジェンス補助業務等 

（2）ヘルスケア事業に関する調査、不動産市場動向の調査、個別不動産の立地、競争

環境に関するリサーチ関連業務又はその補助業務等 

（3）投資戦略に関する補助業務等 

２ サポート契約の当事者は、サポート契約により本資産運用会社がサポート提供者に

対して不動産等の売買、交換又は賃借の媒介を委託するものではなく、本資産運用会

社がサポート提供者に対して不動産等の売買、交換又は賃借の媒介を委託する場合に

は、両者間で別途当該媒介に係る契約を締結するものであることを相互に確認しま

す。 

 

  Ⅴ 再開発サポートの提供 

１ 築年数が一定以上経過した本投資法人が保有する不動産等（以下「再開発物件」と

いいます。）について、本資産運用会社にて再開発が必要と認める場合には、本資産

運用会社は、サポート提供者に対して、再開発計画の検討及び提案を要請することが

できます。かかる要請を受けた場合、サポート提供者は、再開発物件について再開発

計画を真摯に検討し、本投資法人の投資対象となる収益不動産の再開発を行うことを

内容とする再開発計画案を提示するものとします。 

２ 本資産運用会社が、サポート提供者の提示した再開発計画案について適切と判断し

た場合には、サポート提供者に対して、再開発物件に関する優先交渉権（優先的に開

発業務受託又は売買の交渉を行う権利）を付与します。優先交渉期間は、本資産運用

会社とサポート提供者が別途合意する期間とします。 

３ 優先交渉期間内に本資産運用会社とサポート提供者との間で開発業務委託又は売却

の条件が合意に達しなかった場合、本資産運用会社は、第三者との間で再開発物件の

開発業務受託又は売却につき協議を開始することができるものとします。 

・オライオン・パートナー

ズ・ジャパン合同会社 

／パイプラインサポート契約 

Ⅰ 保有物件の情報提供及び優先交渉権の付与 

１ 保有物件の情報提供 

サポート提供者は、本資産運用会社に対し、自ら又はサポート提供者の関連会社が保

有する対象不動産を売却しようとする場合には、当該対象不動産に関する情報（当該

対象不動産の概要、賃貸借契約の内容、売上高等の業績データを含むが、これらに限

られません。）を第三者に先立ち提供するものとします。この場合に、サポート提供

者は、本資産運用会社からの要請がある場合、当該対象不動産に関し、サポート提供

者及びその関連会社が負担する秘密保持義務に違反しない範囲において、可能な限り

最大限の情報を提供します。但し、次の各号に掲げる場合はこの限りではありません

(以下、本Ⅰにおいて同じです。)。 

（1）当該不動産等に係る地権者等（共有者、区分所有者、共同事業者又は不動産等を

保有する法人の出資持分の共有者又は出資者等を含みます。）に対し、譲渡に係る

優先交渉権が付与され、若しくは将来の譲渡が合意され、又は本資産運用会社への

情報提供につきそれら地権者等から同意が得られない（又は得られない可能性があ

ると合理的に判断される）場合 

（2）サポート提供者の事業のため、又はそれらの事業機会獲得のために必要な取引

（等価交換事業、再開発事業を行うための売却、区画整理事業等を含むがこれらに

限られません。）に関連する場合 

（3）本資産運用会社の株主間の取引の場合 

（4）行政機関等の要請に基づいて譲渡する場合 
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  ２ 優先交渉権の付与（ファーストルック） 

サポート提供者は、前記１の情報提供を行う場合、サポート提供者及びその関連会社

が当該対象不動産に関して負担する善管注意義務及び忠実義務に違反しない範囲にお

いて、本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する優先交渉権（優先的に売買交

渉を行う権利）を、付与します。優先交渉権は、サポート提供者が、当該対象不動産

に関する情報を本資産運用会社に提供した日より30日間とし、その間効力を有するも

のとします。 

３ 購入の意思の通知及び優先交渉期間中の第三者への情報提供・売買交渉の禁止 

本資産運用会社は、優先交渉期間内にサポート提供者に対し、本投資法人による購入

のための準備手続開始の意思の有無を通知します。優先交渉期間中にかかる通知があ

った場合には、優先交渉期間は、売買契約締結に向けた協議が継続する期間中（当該

期間はその都度合意により決定します。）、自動的に延長されるものとし、サポート

提供者は、その間、第三者に対して当該対象不動産に関する情報の提供を行わず、ま

た第三者と売買交渉を行わないものとします。 

  ４ 最終売却条件の提示 

優先交渉期間内に前記３の通知がなされず、又は本投資法人とサポート提供者との間

で売却条件が合意に達しなかった場合、サポート提供者は、第三者との間で当該対象

不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者が提示

する売買代金等の条件が、本投資法人が提示した条件と同等以下である場合には、サ

ポート提供者は、速やかに本資産運用会社にその旨通知し、通知後遅滞なく本資産運

用会社がサポート提供者に対し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件を提示し

たときは、本投資法人は、当該第三者に優先して当該対象不動産をサポート提供者よ

り購入することができるものとします。 

 

Ⅱ 第三者保有物件の売却情報の提供 

１ サポート提供者は、第三者から対象不動産の売却に関する情報が提供された場合に

おいて、サポート提供者又はその関連会社が当該対象不動産を取得しない方向で検討

しているときは、その裁量により、本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する

情報を速やかに提供します。但し、次の各号に掲げる場合はこの限りではありませ

ん。 

（1）当該情報提供がサポート提供者の締結する秘密保持契約その他の契約に違反する

場合 

（2）本投資法人への当該情報提供につき売主その他の地権者等の同意が得られない

（又は得られない可能性があると合理的に判断される）場合 

（3）売主が売却先を本投資法人以外の第三者に限定する旨の意向を有している（又は

その可能性があると合理的に判断される）場合 

（4）当該不動産等の売却につき本投資法人以外の第三者が同意権又は優先交渉権を有

し、かつ当該第三者が同意しない可能性又は優先交渉権を行使する可能性があると

合理的に判断される場合 

（5）上記の他、サポート提供者における善管注意義務又は忠実義務に照らし当該情報

の提供が合理的に困難と判断される場合 

２ サポート提供者は、第三者から対象不動産の売却に関する情報が提供された場合に

おいて、サポート提供者又はその関連会社が当該対象不動産を取得し、開発又はバリ

ューアップを行った上で将来的に本投資法人に譲渡する方向で検討しているときは、

その裁量により、本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する情報を提供しま

す。また、本資産運用会社は、サポート提供者より情報提供があった場合には、本投

資法人の投資基準に基づく当該対象不動産の評価（価格、立地、収益、稼働率及び運

営会社等の評価を含みます。）並びに本投資法人の投資基準への適合性について、サ

ポート提供者に対して意見を述べます。 
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  Ⅲ ウェアハウジング機能 

本資産運用会社は、不動産等の機動的な取得を目的として、サポート提供者に対し、

本投資法人が不動産等を直ちに取得できない場合において、本投資法人への譲渡を前

提として、サポート提供者又はサポート提供者の関連会社が一時的に保有すること

（以下「ウェアハウジング機能」といいます。）を依頼することができるものとしま

す。この場合、サポート提供者は、本資産運用会社から提案を受けたウェアハウジン

グ機能を提供するための諸条件について検討を行い、最大限の努力を行うものとしま

す。 

 

  Ⅳ 人材サポート 

サポート提供者は、本資産運用会社の独自性を尊重し、かつ本資産運用会社及び本投

資法人の成長を斟酌した上で、本投資法人から受託する資産運用業務の遂行に必要な

不動産運営管理の知識及びノウハウ等を本資産運用会社に可能な限り活用させること

を目的として、法令に反しない限度において、必要とされる人材の確保（サポート提

供者より人材の派遣を行うことを含みます。）に合理的な範囲で協力を行うものとし

ます。なお、人材の派遣にはサポート提供者からの転籍・出向を含むものとし、派遣

の条件等については、協議のうえ別途決定します。 

・合同会社ＨＣベガ 

／パイプラインサポート契約 

・合同会社ＨＣアルタイル 

／パイプラインサポート契約 

（保有物件の情報提供及び優先交渉権の付与） 

１ 保有物件の情報提供 

サポート提供者は、本資産運用会社に対し、自ら又はサポート提供者の関連会社が保

有する対象不動産を売却しようとする場合には、当該対象不動産に関する情報（当該

対象不動産の概要、賃貸借契約の内容、賃料等の収益データを含むが、これらに限ら

れません。）を第三者に先立ち提供するものとします。この場合に、サポート提供者

は、本資産運用会社からの要請がある場合、当該対象不動産に関し、サポート提供者

及びその関連会社が負担する秘密保持義務に違反しない範囲において、可能な限り最

大限の情報を提供します。但し、次の各号に掲げる場合はこの限りではありません

(以下、本項目において同じです。)。 

（1）当該不動産等に係る地権者等（共有者、区分所有者、共同事業者又は不動産等を

保有する法人の出資持分の共有者又は出資者等を含みます。）に対し、譲渡に係る

優先交渉権が付与され、若しくは将来の譲渡が合意され、又は本資産運用会社への

情報提供につきそれら地権者等から同意が得られない（又は得られない可能性があ

ると合理的に判断される）場合 

（2）行政機関等の要請に基づいて譲渡する場合 

２ 優先交渉権の付与（ファーストルック） 

サポート提供者は、前記１の情報提供を行う場合、サポート提供者及びその関連会社

が当該対象不動産に関して負担する善管注意義務及び忠実義務に違反しない範囲にお

いて、本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する優先交渉権（優先的に売買交

渉を行う権利）を、付与します。優先交渉権は、サポート提供者が、当該対象不動産

に関する情報を本資産運用会社に提供した日より30日間とし、その間効力を有するも

のとします。 

３ 購入の意思の通知及び優先交渉期間中の第三者への情報提供・売買交渉の禁止 

本資産運用会社は、購入の意思がある場合、前記２の優先交渉期間内にサポート提供

者に対し、本投資法人による購入のための準備手続開始の意思を通知します。優先交

渉期間中にかかる通知があった場合には、優先交渉期間は、売買契約締結に向けた協

議が継続する期間中（当該期間はその都度合意により決定します。）、自動的に延長

されるものとし、サポート提供者は、その間、第三者に対して当該対象不動産に関す

る情報（当該情報には、当該対象不動産の概要、賃貸借契約の内容及び賃料等の収益

データを含むことを要します。）の提供を行わず、また第三者と売買交渉を行わない

ものとします。なお、上記通知がなされた場合、本資産運用会社から売買契約締結に

向けた協議を継続しない旨の通知がない限り、優先交渉期間は終了しないものとし、

本投資法人とサポート提供者との間で売却条件が合意に達しなかった場合には、本資

産運用会社はかかる通知を行うものとします。 
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  ４ 最終売却条件の提示（ラストルック） 

優先交渉期間内に前記３の通知がなされず、又は本投資法人とサポート提供者との間

で売却条件が合意に達しなかった場合、サポート提供者は、優先交渉期間を経過した

日以降、第三者との間で当該対象不動産の売却につき協議を開始することができるも

のとします。但し、第三者が提示する売買代金等の条件が、本投資法人が提示した条

件と同等以下であるとサポート提供者が合理的に判断した場合には、サポート提供者

は、速やかに本資産運用会社にその旨通知し、通知後遅滞なく本資産運用会社がサポ

ート提供者に対し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件を提示したときは、本

投資法人は、当該第三者に優先して当該対象不動産をサポート提供者より購入するこ

とができるものとします。 

 

３【投資主・投資法人債権者の権利】

 

（１）投資主の権利 

 

 投資主が投信法等及び本投資法人の規約により有する主な権利の内容及び行使手続の概要は次のとおりです。 

 

① 投資口の処分権 

投資主は投資口を自由に譲渡することができます（投信法第78条第１項）。本投資口については、投資主は、

口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲渡人の口座から譲受人の口座に本投資口の振替（譲受人の口座にお

ける保有欄の口数を増加させることをいいます。以下同じです。）が行われることにより、本投資口の譲渡を行

うことができます（社債株式等振替法第228条、第140条）。但し、本投資口の譲渡は、本投資口を取得した者の

氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、本投資法人に対抗することができません

（投信法第79条第１項）。なお、投資主名簿の記載又は記録は、総投資主通知（保管振替機構が、本投資法人に

対して行う、投資主の氏名又は名称及び住所並びに保有する投資口数、基準日等の通知をいいます。）により行

われます（社債株式等振替法第228条、第151条第１項、第152条第１項）。 

 

② 投資証券交付請求権 

本投資口については、本投資法人は、投資証券を発行することができません（社債株式等振替法第227条第１

項）。但し、投資主は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場

合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しない場合、又は本投資口が振替機関によって取り扱われな

くなった場合は、本投資法人に対して、投資証券の発行を請求することができます（社債株式等振替法第227条

第２項）。 

 

③ 金銭分配請求権 

投資主は、投信法及び本投資法人の規約に定められた金銭の分配方針に従って作成され、役員会の承認を得た

金銭の分配に係る計算書に従い、金銭の分配を受ける権利を有しています（投信法第77条第２項第１号、第137

条第１項、第２項）。なお、分配金は金銭により分配するものとし、原則として決算期から３ヶ月以内に、決算

期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の口数に応じて

分配します（規約第36条第３項）。 

 

④ 残余財産分配請求権 

本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の有する投資口の口数に応じて残余財産の分配を

受ける権利を有しています（投信法第77条第２項第２号、第158条第２項）。但し、本投資法人は、投資主の請

求による投資口の払戻しは行いません（規約第５条）。 

 

⑤ 投資主総会における議決権 

 投信法又は本投資法人の規約により定められる一定の事項は、投資主により構成される投資主総会で決議され

ます（投信法第89条）。 

 投資主はその有する投資口１口につき１個の議決権を有します（投信法第94条第１項、会社法第308条第１項

本文）。投資主総会においては、原則として発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した

当該投資主の議決権の過半数をもって決議されますが（投信法第93条の２第１項、規約第11条第１項）、規約の

変更その他一定の重要事項に関しては、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該

投資主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって決議されなければなりません（投信法第140条、第93条の

２第２項）。 
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 投資主は、投資主総会に出席する代わりに書面による議決権の行使をすることも可能です（投信法第90条の２

第２項）。その場合には、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権

行使書面を本投資法人に提出しなければなりません（投信法第92条第１項、規約第12条第１項）。 

 議決権は、代理人をもって行使することができますが（投信法第94条第１項、会社法第310条第１項）、投資

主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は本投資法人の議決権を行使することができ

る投資主１人に限られます（規約第11条第２項）。また、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使

しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これ

らのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。）について賛成したものとみな

されます（投信法第93条第１項、規約第14条第１項）。 

 投資主総会において権利を行使することができる投資主は、本投資法人が役員会の決議により定め、法令に従

い予め公告し定める基準日現在の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主とします（投信法第77条の３第

２項、規約第15条第１項）。 

 

⑥ その他投資主総会に関する権利 

 発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を６ヶ月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し、会

議の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができます（投信法第90条第３

項、会社法第297条第１項）。 

 発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を６ヶ月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し、投

資主総会の日の８週間前までに一定の事項を投資主総会の目的とすることを請求することができます。但し、そ

の事項が投資主総会の決議すべきものでない場合はこの限りではありません（投信法第94条第１項、会社法第

303条第２項）。 

 発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を６ヶ月前から引き続き有する投資主は、投資主総会に係る招

集の手続及び決議の方法を調査させるため、投資主総会に先立って検査役の選任を監督官庁に請求することがで

きます(投信法第94条第１項、会社法第306条第１項)。 

 投資主は、①招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反し又は著しく不公正なとき、②決議の内容

が規約に違反するとき、又は③決議につき特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不

当な決議がなされたときは、当該決議の日から３ヶ月以内に、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求す

ることができます（投信法第94条第２項、会社法第831条）。また、投資主総会の決議が存在しない場合又は決

議の内容が法令に違反する場合には、それぞれ投資主総会の決議の不存在又は無効を確認する訴えを提起するこ

とができます（投信法第94条第２項、会社法第830条）。 

 

⑦ 代表訴訟提起権、違法行為差止請求権及び役員解任請求権等 

 ６ヶ月前から引き続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面にて、資産運用会社、一般事務受託

者、執行役員又は監督役員の責任を追及する訴えの提起を請求することができるほか（投信法第116条、第119条

第３項、第204条第３項、会社法第847条第１項）、執行役員が投資法人の目的の範囲外の行為その他法令若しく

は規約に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法人

に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役員に対してその行為をやめることを請

求することができます（投信法第109条第５項、会社法第360条第１項）。 

 執行役員及び監督役員並びに会計監査人は投資主総会の決議により解任することができますが（投信法第104

条第１項）、執行役員又は監督役員の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事

実があったにもかかわらず、投資主総会において当該執行役員又は監督役員を解任する旨の議案が否決された場

合には、発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を６ヶ月前から引き続き有する投資主は、当該投資主総

会の日から30日以内に訴えをもって当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます（投信法第104

条第３項、会社法第854条第１項第２号）。 

 投資主は、本投資法人の投資口の併合が法令又は規約に違反する場合において、投資主が不利益を受けるおそ

れがあるときは、本投資法人に対し、当該併合をやめることを請求することができます（投信法第81条の２第２

項、会社法第182条の３）。 

 投資主は、新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口発行の効力が生じた日か

ら６ヶ月以内に本投資法人に対して投資口の追加発行の無効確認の訴えを提起することができます（投信法第84

条第２項、会社法第828条第１項第２号、第２項第２号）。 

 投資主は、本投資法人の合併が法令又は規約に違反する場合において、投資主が不利益を受けるおそれがある

ときは、一定の場合を除き、本投資法人に対し、当該合併をやめることを請求することができます（投信法第

150条、会社法第784条の２、第796条の２、第805条の２）。本投資法人の合併がある場合で、その手続に瑕疵が

あったときは、本投資法人に対して合併の効力が生じた日から６ヶ月以内に合併無効確認の訴えを提起すること

ができます（投信法第150条、会社法第828条第１項第７号、第８号、第２項第７号、第８号）。 
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⑧ 新投資口発行の差止請求制度 

投資主は、投資法人の新投資口の発行が法令若しくは規約に違反する場合又は著しく不公正な方法により行われ

る場合、当該投資法人に対して当該新投資口の発行をやめることを請求することができます（投信法第84条第１

項、会社法第210条）。 

 

⑨ 帳簿等閲覧請求権 

投資主は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、請求の理由を明らかにして、会計帳簿又はこれに関連する資

料の閲覧又は謄写を請求することができます（投信法第128条の３）。 

 

⑩ 少数投資主権等の行使手続 

振替投資口に係る少数投資主権等は、投資主名簿の記載又は記録ではなく、振替口座簿の記載又は記録により判

定されることになります（社債株式等振替法第228条、第154条第１項）。したがって、少数投資主権等を行使し

ようとする投資主は、保管振替機関が個別投資主通知（保管振替機関が、本投資法人に対して行う、投資主の氏

名又は名称、保有投資口数等の通知をいいます。以下同じです。）を行うよう、投資主の口座を開設している口

座管理機関に対して申し出ることができます（社債株式等振替法第228条、第154条第３項、第４項）。投資主

は、かかる個別投資主通知が本投資法人に対して行われた後４週間が経過する日までに限り、少数投資主権等を

行使することができます（社債株式等振替法第228条、第154条第２項、社債、株式等の振替に関する法律施行令

（平成14年政令第362号。その後の改正を含みます。）第40条）。 

 

（２）投資法人債権者の権利 

 

投資法人債権者が投信法等により有する主な権利の内容は、次のとおりです。 

 

① 元利金支払請求権 

投資法人債権者は、投資法人債の要項に従い、元利金の支払いを受けることができます。 

 

② 投資法人債の譲渡 

投資法人債券を発行する旨の定めのある投資法人債の移転は、譲渡人及び譲受人間の意思表示及び投資法人債

券を交付することにより行われます（投信法第139条の７、会社法第687条）。このうち、取得者が、記名式の投

資法人債の譲渡を第三者に対抗するためには、投資法人債券を交付することが必要であり、投資法人に対抗する

ためには、取得者の氏名又は名称及び住所を投資法人債原簿に記載又は記録することが必要です（投信法第139

条の７、会社法第688条第２項）。これに対し、取得者が、無記名式の投資法人債の譲渡を第三者及び投資法人

に対抗するためには、投資法人債券を交付することが必要です（投信法第139条の７、会社法第688条第３項）。 

振替投資法人債については、投資法人債権者は、口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲渡人の口座から

譲受人の口座に振替投資法人債の振替が行われることにより、当該振替投資法人債の譲渡を行うことができます

（社債株式等振替法第115条、第73条）。なお、振替投資法人債については、本投資法人は、投資法人債券を発

行することができません（社債株式等振替法第115条、第67条第１項）。但し、投資法人債権者は、保管振替機

構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を

承継する者が存しない場合、又は当該振替投資法人債が振替機関によって取り扱われなくなった場合は、本投資

法人に対して、投資法人債券の発行を請求することができます（社債株式等振替法第115条、第67条第２項）。 

 

③ 投資法人債権者集会における議決権 

（ア）投資法人債権者集会は、投信法に規定のある場合のほか、投資法人債権者の利害に関する事項について、決

議を行うことができます（投信法第139条の10第２項、会社法第716条）。 

 投資法人債権者集会において、投資法人債権者は、その有する投資法人債の金額の合計額に応じて議決権

を行使することができます（投信法第139条の10第２項、会社法第723条第１項）。投資法人債権者は、投資

法人債権者集会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも可能です（投信法第139条の10第

２項、会社法第726条）。 

 投資法人債権者集会における決議は、裁判所の認可によってその効力を生じます（投信法第139条の10第

２項、会社法第734条）。 
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（イ）投資法人債権者集会の決議方法は、以下のとおりです（投信法第139条の10第２項、会社法第724条）。 

ａ．法令及び投資法人債の要項に別段の定めがある場合のほか、原則として、決議に出席した議決権者の議決

権の総額の２分の１を超える議決権を有する者の同意をもって行われます（普通決議）。 

ｂ．投資法人債権者集会の決議は、一定の重要な事項については、議決権者の議決権の総額の５分の１以上

で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の３分の２以上の議決権を有する者の同意をもって行われま

す（特別決議）。 

 

（ウ）投資法人債総額（償還済みの額を除きます。）の10分の１以上に当たる投資法人債を保有する投資法人債権

者は、本投資法人又は投資法人債管理者に対して、会議の目的たる事項及び招集の理由を示して、投資法人

債権者集会の招集を請求することができます（投信法第139条の10第２項、会社法第718条第１項）。 

 かかる請求がなされた後、遅滞なく投資法人債権者集会の招集手続がなされない場合等には、かかる請求

を行った投資法人債権者は、裁判所の許可を得て投資法人債権者集会の招集をすることができます（投信法

第139条の10第２項、会社法第718条第３項）。 

 

（エ）投資法人債権者は、本投資法人の営業時間内に、投資法人債権者集会の議事録の閲覧又は謄写を請求するこ

とができます（投信法第139条の10第２項、会社法第731条第３項）。 

 

④ 投資法人債管理者 

本投資法人は、投資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために、弁済の

受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければなりません。但し、各投資法人債の金

額が１億円以上である場合については、この限りではありません（投信法第139条の８）。 

 

（３）短期投資法人債権者の権利 

 

短期投資法人債権者が投信法等により有する主な権利の内容は、次のとおりです。 

 

① 元金支払請求権 

短期投資法人債権者は、短期投資法人債の要項に従い、元金の支払いを受けることができます。 

 

② 短期投資法人債の譲渡 

本投資法人が短期投資法人債について社債株式等振替法に基づく短期社債振替制度において振替機関が取り扱

うことに同意した場合には、振替投資法人債権者は、口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲渡人の口座か

ら譲受人の口座に短期投資法人債の振替が行われることにより、当該短期投資法人債の譲渡を行うことができま

す（社債株式等振替法第115条、第69条第１項第１号、第73条）。 

 

③ 短期投資法人債権者集会 

短期投資法人債については投信法第139条の12の規定により、同法139条の10の適用を受けないことから、投資

法人債権者集会は組織されません。 

 

④ 短期投資法人債管理者 

短期投資法人債については投信法第139条の12の規定により、同法第139条の８の適用を受けないことから、短

期投資法人債の管理を行う投資法人債管理者は設置されません。 

 

⑤ 担保提供制限条項 

短期投資法人債は投信法第139条の12の規定により、担保付社債信託法の規定に基づき担保を設定することが

できません。 
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第４【関係法人の状況】

１【資産運用会社の概況】

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

 

① 名称 

 

ヘルスケアアセットマネジメント株式会社（Healthcare Asset Management Co., Ltd.） 

 

② 資本金の額 

 

150百万円（本書の日付現在） 

 

③ 事業の内容 

 

（ア）投資法人の設立企画人としての業務 

（イ）宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業 

（ウ）宅地建物取引業法に基づく取引一任代理等に係る業務  

（エ）金融商品取引法に基づく投資運用業 

（オ）投資法人のための資産の運用に係る業務 

（カ）投資法人の機関の運営に係る事務を行う業務 

（キ）不動産の売買、賃貸、管理、仲介及びこれらの代理並びにコンサルティング 

（ク）プロパティマネジメント業務及びアセットマネジメント業務 

（ケ）不動産及び有価証券の取得、保有並びに処分 

（コ）前各号に附帯関連する一切の業務 

 

④ 沿革 

 

 本資産運用会社は、日本法上の株式会社として設立された金融商品取引業者です。主な変遷は以下のとおりで

す。なお、この他に、本書の日付までの間、合併等の変更はありません。 

平成25年11月28日 会社設立 

平成26年２月28日 宅地建物取引業者としての免許取得（東京都知事（１）第96339号） 

平成26年９月16日 宅地建物取引業法の取引一任代理等の認可取得（国土交通大臣認可第85号） 

平成26年11月27日 金融商品取引法第29条に基づく金融商品取引業者としての登録（関東財務局長（金

商）第2815号） 

平成26年12月10日 本投資法人との間で資産運用委託契約締結 

平成27年１月15日 一般社団法人投資信託協会入会 
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（２）【運用体制】

 

本資産運用会社における組織及び意思決定手続は、以下のとおりです。 

 

① 組織 

 

 

 

・網掛けの部長・室長については、宅地建物取引業法施行規則第19条の２第１項第３号及び金融商品取引業に関す 

る内閣府令第９条第２号イに定める重要な使用人として登録しています。 

・投資部長は、「不動産投資顧問業登録規程」及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」に規定する「判

断業務統括者」として必要な知識（公認不動産コンサルティングマスター、ビル経営管理士、不動産証券化協会

認定マスター、不動産鑑定士、不動産に係る業務に携わった経験のある弁護士または公認会計士）及び経験（少

なくとも一般不動産投資顧問業の場合の登録申請者又は重要な使用人と同等の知識を有しており、かつ数十億円

以上の不動産に関する投資、取引又は管理に係る判断の経験があり、これらの判断に係る業務に２年以上従事

し、各業務について適切な判断を行ってきたと認められること）を有しています。 

・資産運用部長には、国土交通省の「高齢者向け住宅等を対象とするヘルスケアリートの活用に係るガイドライ 

ン」に定める、ヘルスケア施設への投資業務、融資業務、デューディリジェンス業務、不動産鑑定評価業務又は

オペレーション業務の経験等により、生活サービスや介護サービス等が提供されるというヘルスケア施設の事業

特性を十分に理解している者を重要な使用人として配置しています。 

 

 本資産運用会社は、下記の組織の下、本投資法人は委託を受けた資産の運用に係る業務を行います。各種業務

は、投資部、資産運用部、財務管理部、内部監査室及びコンプライアンス室の各部署に分掌され、投資部、資産運

用部、財務管理部については担当の部長、内部監査室及びコンプライアンス室については内部監査室長及びコンプ

ライアンス・オフィサーが統括します。 

 また、資産の運用に関する審議を行う機関として運用委員会を、コンプライアンスに関する審議を行う機関とし

てコンプライアンス委員会を設置しています。 

 

（ア）取締役会 

 

本資産運用会社の経営戦略を含む経営の基本的重要事項についての意思決定を行う機関は取締役会であり、取

締役会は原則として３ヶ月に１回以上開催され、本資産運用会社の経営の意思決定機関として法定事項を決議す

るとともに、経営の基本方針並びに経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認し、取締役の職務の遂行を

監督します。 
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（イ）コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス室、内部監査室、投資部、資産運用部、財務管理部 

 

本資産運用会社は、コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス室、内部監査室、投資部、資産運用

部、財務管理部を設置しています。コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス等に関する業務の統括

を行います。 

 

コンプライアンス室は、コンプライアンス等に関する業務を行います。投資部は、資産の取得及び売却等の業

務を行います。財務管理部は、資金計画、財務方針等に係る項目の策定及び見直し並びに資金調達等の業務、並

びに各種庶務業務並びにインベスターリレーションズ（ＩＲ）及び広報等に関する業務を行います。資産運用部

は、本投資法人が保有する運用資産の賃貸、維持管理等に関する業務を行います。 

 

（ウ）コンプライアンス委員会及び運用委員会 

 

本資産運用会社は、運用資産の取得、売却等に係る投資判断に当たっての手続の法令及び社内規程の遵守のチ

ェックを行うため、コンプライアンス委員会を開催しその決議を得ることとしています。また、本資産運用会社

は、投資判断に際し運用委員会を開催しその決議を得ます。 

詳細については、それぞれ、後記「③ 投資運用の意思決定機構」及び「④ コンプライアンス体制（法令等

遵守確保のための体制）」をご参照ください。 
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② 業務分掌体制 

 本投資法人の資産運用に関与する本資産運用会社の各組織・機関の主な業務・権限は次のとおりです。 

 

＜各組織が担当する業務の概略一覧表＞ 

 

 

組織 担当する業務 

コンプライアンス室 1.  本資産運用会社のコンプライアンス体制の確立及び法令等の遵守に関

する事項 

2.  コンプライアンス・マニュアルの策定及び見直しに関する事項 

3.  各部署による起案事項及び、運用委員会付議事項の内容審査に関する

事項 

4.  法令諸規則及び社内諸規程の遵守状況の検証、監督指導及び報告に関

する事項 

5.  コンプライアンスに係る社内研修の実施及び指導に関する事項 

6.  法人関係情報の管理に関する事項 

7.  自主検査に関する事項 

8.  本資産運用会社の広告審査に関する事項 

9.  所管業務に関わる帳簿書類や報告書の作成及び管理に関する事項 

10. 前各号に付随する事項 

内部監査室 

 

1.  内部監査の統括に関する事項 

2.  内部監査の方針及び計画の策定に関する事項 

3.  内部監査の実施に関する事項 

4.  内部監査報告書及び改善指示書の作成に関する事項 

5.  所管業務に関わる帳簿書類や報告書の作成及び管理に関する事項 

6.  前各号に附随する事項 

投資部 1.  本投資法人の運用ガイドライン、資産管理計画書及び年度運用管理計

画（以下、「運用ガイドライン等」といいます。）の投資方針（ポー

トフォリオ全般に関わる基本方針を含みます。また、資産運用部及び

財務管理部の所管業務を除きます。）の起案 

2.  本投資法人の不動産その他の資産の取得（取得した資産を、以下「運

用資産」といいます。）及び運用資産の処分に関する事項 

3.  不動産市場及び物件の調査及び分析に関する事項 

4.  所管業務に関わる帳簿書類や報告書の作成及び管理に関する事項 

5.  前各号に付随する事項 

資産運用部 1.  運用ガイドライン等のうち、主として本投資法人が保有する運用資産

の賃貸、維持管理等に係る項目の策定及び見直しに関する事項の起案 

2.  投資前の本投資法人の運用資産のテナント又はオペレータ候補の事業

評価等に関する事項 

3.  本投資法人の運用資産の賃貸に関する事項 

4.  本投資法人の運用資産の維持管理に関する事項 

5.  本投資法人の運用資産のテナント又はオペレータの事業評価、与信管

理及び運用資産のリスク管理に関する事項 

6.  本投資法人の資産運用実績の分析及び評価に関する事項 

7.  本投資法人の物件別収支計画（物件管理計画を含みます。）の起案及

び資産運用に関する計数管理に関する事項 

8.  所管業務に関わる帳簿書類や報告書の作成及び管理に関する事項 

9.  前各号に付随する事項 
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組織 担当する業務 

財務管理部 1.  運用ガイドライン等のうち、主として本投資法人の資金計画、財務方

針等に係る項目の策定及び見直しに関する事項の起案 

2.  本投資法人の資金調達に関する事項 

3.  本投資法人の財務に関する事項 

4.  本投資法人の経理及び決算に関する事項 

5.  本投資法人の配当政策に関する事項 

6.  本投資法人の資金管理、余剰資金の運用に関する事項 

7.  本投資法人の投資主総会及び役員会の運営に関する事項 

8.  本投資法人の役員の業務補助に関する事項 

9.  本投資法人の投資主に関する顧客管理、インベスターリレーションズ

（ＩＲ）及び広報に関する事項 

10. 本投資法人のディスクロージャーに関する事項 

11. 本投資法人の格付けに関する事項 

12. 所管業務に関わる帳簿書類や報告書の作成及び管理に関する事項 

13. 本資産運用会社の資金調達に関する事項 

14. 本資産運用会社の財務に関する事項 

15. 本資産運用会社の経理及び決算に関する事項 

16. 本資産運用会社の資金管理、余剰資金の運用に関する事項 

17. 本資産運用会社の株主総会及び取締役会の運営に関する事項 

18. 本資産運用会社の経営戦略及び経営管理に関する事項 

19. 本資産運用会社の配当政策に関する事項 

20. 本資産運用会社の運用委員会及びコンプライアンス委員会の運営に関

する事項 

21. 本資産運用会社の規程の制定及び改廃に関する事項 

22. 本資産運用会社の人事及び総務に関する事項 

23. 本資産運用会社の業務上の重要文書の管理及び保存に関する事項 

24. 本資産運用会社のリスク管理に関する事項 

25. 本資産運用会社の苦情及び紛争処理、並びに訴訟行為に関する事項 

26. 本資産運用会社の印章の管理に関する事項 

27. 本資産運用会社の情報システムの管理・開発管理に関する事項 

28. 本資産運用会社の情報セキュリティに関する事項 

29. 本資産運用会社の庶務に関する事項 

30. 本資産運用会社の行政機関及び自主規制機関等への届出に関する事項 

31. 本資産運用会社の行政機関及び自主規制機関等との渉外に関する事項 

32. 所管業務に関わる帳簿書類や報告書の作成及び管理に関する事項 

33. 前各号に付随する事項 

 

③ 投資運用の意思決定機構 

（ア）運用委員会 

 

ａ．構成員 

代表取締役、投資部長、資産運用部長、財務管理部長、常勤取締役、コンプライアンス・オフィサー

（出席義務はあるが、議決権は有しません。）、外部委員（本資産運用会社と利害関係のない不動産鑑定

士とし、取締役会で選任されるものとします。以下同じです。） 

 

ｂ．委員長 

代表取締役 

 

ｃ．開催時期 

委員長の招集により原則として３ヶ月に１回以上開催されますが、その他必要に応じて随時開催されま

す。 

 

- 201 -



ｄ．決議事項 

（ⅰ）資産の運用に係る基本方針である運用ガイドラインの策定及び改定 

（ⅱ）一般社団法人投資信託協会の規則に定める資産管理計画書、及び年度運用管理計画の策定及び改定 

（ⅲ）運用委員会規程の制定及び改廃 

（ⅳ）本投資法人の運用資産の取得及び売却に関する決定及び変更 

（ⅴ）年度運用管理計画に規定されていない運用資産の賃貸及び管理についての決定及び変更（但し、

(1)施設居住者の安全な日常生活維持、生命又は身体の危険回避等のための緊急修繕工事を行う場

合、及び、(2)小規模修繕（一件あたりの金額が300万円未満のものをいいます。）に係る工事請負

契約を締結する場合を除きます。） 

（ⅵ）本投資法人の資金調達及び分配金政策に係る方針の策定及び変更 

（ⅶ）利害関係者取引規程により、運用委員会の承認が必要とされる取引に関する事項 

（ⅷ）その他の本投資法人のための投資判断に係る重要事項 

（ⅸ）その他委員長が必要と認める事項 

 

ｅ．決議方法 

運用委員会の決議は、コンプライアンス・オフィサー及び、対象となる議案について議決権を有する委

員の４分の３以上が出席し（但し、外部委員の出席は必須とします。）、対象となる議案について議決権

を有する出席委員の４分の３以上（但し、外部委員たる委員の賛成を必要とします。）の賛成により決定

されます。このように、外部委員は、単独で議案を否決できる権限を有しています。 

委員は１人につき１個の議決権を有するものとします。なお、職位を兼任している場合であっても議決

権は各委員につき１個とします。但し、対象となる議案について特別の利害関係を有する委員は、決議に

加わることができないものとします。 

委員長は、運用委員会の構成員以外のオブザーバーを運用委員会に同席させて、その意見又は説明を求

めることができます。 

コンプライアンス・オフィサーは、運用委員会に出席しなければならないものとします。コンプライア

ンス・オフィサーは、議事進行等の手続き及び審議内容に法令違反等の問題があると判断した場合には、

運用委員会の審議・決議の中止を命じることができます。 

運用委員会の構成員が欠席した場合には、委員長は、欠席した構成員に対し、議事録の写しの交付又は

提供その他の適切な方法により、議事の経過の要領及びその結果を遅滞なく報告するものとします。 

 

ｆ．取締役会への報告及び決議 

運用ガイドライン等の策定及び改定に関する議案その他の取締役会規則に定める取締役会決議事項が議

案である場合、当該議案の起案部は、運用委員会の承認が得られた運用ガイドライン等の案を取締役会に

上程し、その決議を得るものとします。 

運用ガイドライン等の策定及び改定に関する議案その他の取締役会規則に定める取締役会決議事項以外

の事項が議案である場合、運用委員会に付議された議案の起案部門は、運用委員会における審議及び決議

を経て決定された議案及びその付随関連資料を取締役会に遅滞なく報告するものとします。但し、取締役

会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別

に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。 

 

（イ）運用ガイドライン等の決定を行う社内組織に関する事項 

 

本資産運用会社は、本投資法人の規約に従って、本投資法人のための資産の運用及び管理についての基本

的な投資方針である運用ガイドライン、資産管理計画書及び年度運用管理計画を定めることとしています。

これらの運用ガイドライン等の決定及び変更については、起案部により起案され、コンプライアンス・オフ

ィサーが法令等遵守上の問題の有無について審査・承認し、（コンプライアンス委員会が招集された場合

は、その審議・承認後）運用委員会における審議・決議を経た上で、本資産運用会社の取締役会の承認をも

って最終的に決定されます。 
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運用ガイドライン等の決定に関する具体的な流れは、以下のとおりです。 
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ａ．起案部による起案から運用委員会への上程まで 

まず、起案部が、各部の分掌事項について部内での詳細な検討を経た後に、運用ガイドライン等を起案

します。 

起案部は、当該運用ガイドライン等の案及びそれに付随関連する資料をコンプライアンス・オフィサー

に提出し、当該運用ガイドライン等の案に関する法令等（本資産運用会社が業務を遂行するに際して遵守

すべき法律、政省令、条例、その他の命令、一般社団法人投資信託協会の諸規則、本投資法人が上場する

金融商品取引所の諸規則、本投資法人の規約、本資産運用会社の定款及び社内諸規程並びにこれらに基づ

き本資産運用会社が締結した諸契約（資産運用委託契約を含みます。）等をいいます。）の遵守、その他

コンプライアンス上の問題（以下「法令等遵守上の問題」といいます。）の有無に関して審査を受け、そ

の承認を得なければなりません。また、コンプライアンス・オフィサーが当該運用ガイドライン等の案に

ついて法令等遵守上の問題について検討するためにコンプライアンス委員会に付議する必要があると判断

した場合には、コンプライアンス・オフィサーはコンプライアンス委員会を招集し、コンプライアンス委

員会において法令等遵守上の問題の有無を審議します。コンプライアンス・オフィサー（但し、コンプラ

イアンス委員会を招集した場合はコンプライアンス委員会）は、当該運用ガイドライン等の案に法令等遵

守上の問題がないと判断した場合には、当該案を承認し、その旨を起案部に連絡します。 

起案部は、コンプライアンス・オフィサー（但し、コンプライアンス委員会を招集した場合はコンプラ

イアンス委員会）の承認を受けた当該運用ガイドライン等の案を運用委員会に上程します。 

なお、コンプライアンス・オフィサー（但し、コンプライアンス委員会を招集した場合はコンプライア

ンス委員会）が当該運用ガイドライン等の案について法令等遵守上の問題が存在すると判断した場合に

は、起案部に対して当該運用ガイドライン等の案の修正及び再提出又は廃案を指示します。修正及び再提

出の指示を受けた運用ガイドライン等の案については、修正後に再度、コンプライアンス・オフィサー

（但し、コンプライアンス委員会を招集した場合はコンプライアンス委員会）による法令等遵守上の問題

の有無に関する審査を受け、その承認を得た後でなければ、起案部は、運用委員会に上程することができ

ないものとします。また、コンプライアンス・オフィサー（但し、コンプライアンス委員会を招集した場

合はコンプライアンス委員会）から廃案の指示を受けた運用ガイドライン等の案は、運用委員会に上程す

ることができないものとします。 

 

ｂ．運用委員会における審議及び決議 

運用委員会は、起案部により上程された運用ガイドライン等の案について、本投資法人の規約との整合

性、その時の不動産市場の動向及び本投資法人のポートフォリオの内容等、本投資法人の資産運用におけ

る投資戦略等の観点から、運用ガイドライン等の案の内容を検討し、その採否につき決議します。 

但し、コンプライアンス・オフィサーは、議事進行等の手続き及び審議内容に法令違反等の問題がある

と判断した場合には、運用委員会の審議・決議の中止を指示することができます。 

なお、運用委員会の承認が得られない場合は、運用委員会は起案部に問題点等を指摘し、運用ガイドラ

イン等の案の修正及び再提出又は廃案を指示します。 

当該起案部は、運用委員会の承認が得られた運用ガイドライン等の案を取締役会に上程します。 

 

ｃ．取締役会における審議及び決議 

取締役会は、起案部により上程された運用ガイドライン等の案について、本投資法人の規約との整合

性、その時の不動産市場の動向及び本投資法人のポートフォリオの内容等、本投資法人の資産運用におけ

る投資戦略等の観点から、運用ガイドライン等の案の内容を検討し、その採否につき決議します。 

なお、取締役会の承認が得られない場合は、取締役会は起案部に問題点等を指摘し、運用ガイドライン

等の案の修正及び再提出又は廃案を指示します。 

運用ガイドライン等の案は、当該取締役会の決議をもって本資産運用会社で決定されたこととなりま

す。 

起案部は、かかる決定された運用ガイドライン等に基づき、後記（ウ）ないし（カ）のとおり、具体的

な運用を行います。 

 

 

ｄ．本投資法人へ報告 

起案部は、取締役会における審議及び決議を経て決定された運用ガイドライン等及びその付随関連資料

を本投資法人へ報告するものとします。 
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（ウ）運用資産の取得を行う社内組織に関する事項 

 

 運用資産の取得に関する具体的な流れは以下のとおりです。 
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ａ．投資部による取得候補の選定、取得計画案の起案から運用委員会への上程まで 

（ⅰ）投資部による物件デュー・デリジェンス 

投資部は、取得候補の運用資産を選定し、当該運用資産に関する不動産の詳細な物件デュー・デリジェ

ンス（鑑定価格調査の他、必要に応じて建物診断調査、土壌汚染調査、地震リスク調査、法務調査等を含

みます。）を行うものとし、その結果を踏まえた運用資産の取得計画案を起案します。 

物件デュー・デリジェンスにおける不動産鑑定評価額の調査に際しては、各種修繕・更新費用等の見積

もりについて適切に調査し、不動産の評価額に反映させるものとします。また、ＤＣＦ法の適用をする場

合には、適用数値、シナリオ全体の妥当性及び判断の根拠等に関する確認を行い、確認記録を残すものと

します。さらに、エンジニアリング・レポート（ＥＲ）及び鑑定評価書の作成を委託する場合には、ＥＲ

作成業者及び不動産鑑定業者の第三者性を確保すること、ＥＲ作成業者及び不動産鑑定業者に必要な情報

等を提供し、情報等の提供状況についての適切な管理を行うこと、ＥＲ及び鑑定評価書の記載内容等を適

宜活用し、活用しない場合には、採用した数値等の妥当性を検証し、その根拠を記録保存することに留意

するものとします。 

 

（ⅱ）取得候補の運用資産がヘルスケア施設の場合における評価報告書の作成 

取得候補の運用資産がヘルスケア施設である場合、資産運用部は、当該運用資産に関する事業性評価

（当該施設のオペレータの事業運営能力や経営の安定性の調査、必要に応じて行う当該施設の見学や施設

長へのヒアリング結果等を含みます。）を行うものとし、その結果について評価報告書を作成し、投資部

に提出します。事業性評価に際しては、必要に応じて外部専門家から助言を受けるものとします。また、

外部専門家から助言を受けた場合には、外部専門家が作成した評価報告書を、資産運用部作成の評価報告

書に代えて、投資部に提出することができるものとします。 

 

（ⅲ）コンプライアンス・オフィサー等による承認 

投資部は、当該取得計画案及び評価報告書並びにこれらに付随関連する資料をコンプライアンス・オフ

ィサーに提出し、法令等遵守上の問題の有無に関して審査を受け、その承認を得なければなりません。ま

た、コンプライアンス・オフィサーが当該取得計画案について法令等遵守上の問題について検討するため

にコンプライアンス委員会に付議する必要があると判断した場合には、コンプライアンス・オフィサーは

コンプライアンス委員会を招集し、コンプライアンス委員会において法令等遵守上の問題の有無を審議し

ます。なお、前記にかかわらず、当該取得計画案に係る取引が本資産運用会社の利害関係者取引規程に定

める利害関係者との取引に該当する場合には、コンプライアンス・オフィサーは必ずコンプライアンス委

員会を招集し、コンプライアンス委員会において法令等遵守上の問題の有無を審議しなければならないも

のとします。 

 

コンプライアンス・オフィサー（但し、コンプライアンス委員会を招集した場合はコンプライアンス委

員会）は当該取得計画案に法令等遵守上の問題がないと判断した場合には、当該取得計画案を承認し、そ

の旨を起案した投資部に連絡します。 

投資部は、コンプライアンス・オフィサー（但し、コンプライアンス委員会を招集した場合はコンプラ

イアンス委員会）の承認を受けた当該取得計画案を運用委員会に上程します。 

なお、コンプライアンス・オフィサー（但し、コンプライアンス委員会を招集した場合はコンプライア

ンス委員会）が当該取得計画案について法令等遵守上の問題が存在すると判断した場合には、起案した投

資部に対して当該取得計画案の中止又は内容の変更を指示します。 

内容の変更の指示を受けた取得計画案については、内容の変更を行った後に再度、コンプライアンス・

オフィサー（但し、コンプライアンス委員会を招集した場合はコンプライアンス委員会）による法令等遵

守上の問題の有無に関する審査を受け、その承認を得た後でなければ、投資部は、運用委員会に上程する

ことができないものとします。また、コンプライアンス・オフィサー（但し、コンプライアンス委員会を

招集した場合はコンプライアンス委員会）から起案の中止の指示を受けた取得計画案は、運用委員会に上

程することができないものとします。 
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ｂ．運用委員会における審議及び決議 

運用委員会では、当該運用資産が本投資法人の運用ガイドライン等に適合していることを確認するとと

もに、物件デュー・デリジェンス及び評価報告書の結果を踏まえた適正な取得価格及び取得条件であるか

等の審議を行い、当該運用資産に関する取得の実行及び取得価格の承認を含めた決議を行います。但し、

コンプライアンス・オフィサーは、議事進行等の手続き及び審議内容に法令違反等の問題があると判断し

た場合には、運用委員会の審議・決議の中止を指示することができます。なお、運用委員会の承認が得ら

れない場合は、運用委員会は投資部に問題点等を指摘し、当該取得計画案の中止又は内容の変更を指示し

ます。 

当該運用委員会の決議をもって、当該取得計画が本資産運用会社で決定されたこととなります。但し、

当該取得計画が投信法第201条の２第１項に定める取引に該当する場合は、本資産運用会社は、同条に従

い本投資法人役員会の事前承認を得るものとします。なお、本投資法人役員会が当該取得計画案を承認せ

ず、起案した投資部に対して当該取得計画案の中止又は内容の変更を指示した場合、投資部は、内容の変

更の指示を受けた取得計画案については、内容の変更を行った後に再度、コンプライアンス・オフィサー

による法令等遵守上の問題の有無に関する審査・承認を受け、さらに、コンプライアンス委員会の承認を

得た後でなければ、投資部は、運用委員会に上程することができないものとし、かかる変更後の取得計画

案につき運用委員会の承認を再度得た上でなければ、投資法人役員会の事前承認を求めることができない

ものとします。また、本投資法人役員会から起案の中止の指示を受けた取得計画案は、廃案にするものと

します。 

 

ｃ．取締役会及び本投資法人へ報告 

投資部は、運用委員会における審議及び決議を経て決定された取得計画及びその付随関連資料を取締役

会に遅滞なく報告するものとします。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告する

ことが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えるこ

とができるものとします。 

また、投資部は、運用委員会における審議及び決議を経て決定された取得計画及びその付随関連資料を

本投資法人へ報告するものとします。 

 

ｄ．取得計画の実行 

当該取得計画が運用委員会における審議及び決議を経て決定された場合、当該取得計画の内容に従っ

て、投資部は、当該運用資産の取得業務を行います。 

 

（エ）運用資産の売却に関する運営体制 

 

 運用資産の売却に関する業務についても、運用資産の取得と同様の運営体制（但し、物件デュー・デリジ

ェンス及び評価報告書作成の作業を除きます。）で実行されます。 

 

（オ）運用資産の賃貸及び管理に関する運営体制 

 

運用資産の賃貸及び管理（賃貸及び管理については年度運用管理計画に規定されていない場合に限りま

す。）に関する業務（但し、(1)施設居住者の安全な日常生活維持、生命又は身体の危険回避等のための緊

急修繕工事を行う場合、及び、(2)小規模修繕（一件あたりの金額が300万円未満のものをいいます。）に係

る工事請負契約を締結する場合を除きます。）についても、運用資産の取得と同様の運営体制（但し、物件

デュー・デリジェンス及び評価報告書作成の作業を除きます。）で実行されます。なお、運用資産の賃貸及

び管理に関する業務についての起案部は、資産運用部となります。 
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（カ）資金調達に関する運営体制 

 

 資金調達に関する業務についても、運用資産の取得と同様の運営体制（但し、物件デューデリジェンス及

び評価報告書作成の作業を除きます。）で実行されます。なお、資金調達に関する業務についての起案部

は、財務管理部となります。 

 

 運用資産の売却、賃貸及び管理、並びに資金調達に関する具体的流れは、以下のとおりです。 
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④ コンプライアンス体制（法令等遵守確保のための体制） 

 

（ア）コンプライアンス委員会 

 

ａ．構成員 

 コンプライアンス・オフィサー、代表取締役、常勤取締役、外部委員（本資産運用会社と利害関係のな

い弁護士とし、取締役会で選任されるものとします。以下同じです。） 

 

ｂ．委員長 

 コンプライアンス・オフィサー 

 

ｃ．開催時期 

 委員長の招集により原則として３ヶ月に１回以上開催されますが、その他必要に応じて随時開催されま

す。 

 

ｄ．決議事項 

（ⅰ）コンプライアンス規程及びコンプライアンス委員会規程の制定及び改廃 

（ⅱ）コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定及び改廃 

（ⅲ）コンプライアンス上不適切な行為及び不適切であるとの疑義がある行為に対する改善措置の決定 

（ⅳ）運用委員会において決定することを必要とする事項で、コンプライアンス・オフィサーが法令等に

照らしてコンプライアンス委員会に付議する必要があると認めた事項についてのコンプライアンス

上の問題の有無の審議 

（ⅴ）利害関係者取引規程により、コンプライアンス委員会の承認が必要とされる取引に関する事項 

（ⅵ）その他コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会に付議する必要があると認めた事

項についてのコンプライアンス上の問題の有無の審議 

（ⅶ）前各号に準ずるコンプライアンス上重要と考えられる事項 

（ⅷ）その他委員長が必要と認める事項 

 

ｅ．決議方法 

コンプライアンス委員会の決議は、対象となる議案について議決権を有する委員の過半数が出席し（但

し、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員の出席は必須とします。）、対象となる議案について議

決権を有する出席委員の過半数（但し、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員の賛成を必要としま

す。）の賛成により決定されます。このように、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員は、それぞ

れ単独で議案を否決できる権限を有しています。 

委員は１人につき１個の議決権を有するものとします。なお、職位を兼任している場合であっても議決

権は各委員につき１個とします。但し、対象となる議案について特別の利害関係を有する委員は、決議に

加わることができないものとします。 

委員長は、コンプライアンス委員会の構成員以外のオブザーバーをコンプライアンス委員会に同席させ

て、その意見又は説明を求めることができます。 

コンプライアンス委員会の構成員が欠席した場合には、委員長は、欠席した構成員に対し、議事録の写

しの交付又は提供その他の適切な方法により、議事の経過の要領及びその結果を遅滞なく報告するものと

します。 

 

ｆ．取締役会への報告 

運用ガイドライン等の策定及び改定に関する議案その他の取締役会規則に定める取締役会決議事項以外

の事項が議案である場合、コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委員会における審議及び

決議を経て決定された議案及びその付随関連資料を取締役会に遅滞なく報告するものとします。但し、取

締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に

個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。 
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（イ）コンプライアンス体制 

 

ａ．コンプライアンスに関する事項 

 本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用に係る業務が本投資法人の投資主の資金を運用する行為で

あるという重要性を理解し、適正な運用体制を構築するため、本資産運用会社のコンプライアンスに関す

る事項を担当する部門としてコンプライアンス室を設置し、またコンプライアンスに関する事項を統括す

る責任者としてコンプライアンス・オフィサーを任命し、他の部門に対する社内牽制機能の実効性を確保

します。また、コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任については、取締役会の決議によりなされ

るものとします。 

 コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社におけるコンプライアンス責任者として、社内のコ

ンプライアンス体制を確立するとともに、法令その他のルールを遵守する社内の規範意識を醸成すること

に努めます。また、役職員等に対するコンプライアンス研修等の企画・実施による役職員等のコンプライ

アンス意識の向上及び周知徹底を図ります。このため、コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会

社による本投資法人のための資産運用における業務執行が、法令、本投資法人の規約、その他の諸規程等

に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においてもコンプライアンス遵守状況の監視監督を行

います。 

 前記のようなコンプライアンス・オフィサーの職責の重大性に鑑み、コンプライアンス・オフィサーに

は、法令・規範の遵守のための十分な審査・監督能力を有する人材を選任します。 

 

ｂ．内部監査に関する事項 

 

（ⅰ）内部監査の組織体制及び内容 

本資産運用会社における内部監査は、内部監査室長及び内部監査室が行います。なお、コンプライアン

ス・オフィサーが内部監査室長を兼務する場合には、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアン

ス室の業務に関する内部監査については、財務管理部長が内部監査の権限を有し、義務を負うものとしま

す（財務管理部長には、かかるコンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス室に対する内部監査

を適切に遂行できる知識経験を有する者を任命します。）。 

内部監査の対象は、全ての組織、部署及びその業務とします。 

内部監査部門は、被監査部署における内部管理状況、リスクの管理状況等を把握した上で、内部監査計

画を策定します。内部監査は、原則として内部監査計画に基づいて最低年１回以上行うこととします（定

期監査）が、代表取締役が特別に命じた場合にも実施します（特別監査）。特別監査は、内部監査計画の

対象期間中に、当該内部監査計画の策定時点で把握していた被監査部署における内部管理状況及びリスク

の管理状況等と異なる事実が判明した場合において、特に必要と認められるときに、代表取締役が指示す

るものとします。 

 内部監査の実施にあたって各部は、内部監査室長及び内部監査室の求める書類・帳簿等を提示して説明

を行い、監査の円滑な実施に協力しなければならないものとされています。 

（ⅱ）内部監査の結果に基づく是正措置 

 内部監査室長及び内部監査室は、監査結果について被監査部門に通知します。代表取締役は、かかる監

査結果を踏まえて、被監査部門に改善指示を行うことができます。また、被監査部門は、改善計画を作成

し、改善を行った上で、代表取締役及び内部監査室長へ改善状況についての報告を行います。代表取締役

及び内部監査室長は、かかる報告内容を検討し、内部監査が有効に機能しているかの確認を行うものとし

ます。 
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⑤ 法人関係情報の管理体制 

（ア）管理責任者 

 

本資産運用会社は、コンプライアンス・オフィサーを法人関係情報の管理責任者とします。 

 

（イ）管理体制 

 

本資産運用会社は、「インサイダー取引防止規程」を制定し、本資産運用会社の役職員が、未公表の上場

会社等（金融商品取引法163条第１項に規定するものをいいます。）の業務に関する重要事実（同法第166条

第１項に規定するものをいいます。）等を利用して、当該上場会社等の有価証券等の売買その他これに類す

る行為を行うことを禁止しています。 

 

また、本資産運用会社の役職員がその業務に関して、法人関係情報（業府令第１条第４項第14号に規定す

る「法人関係情報」をいいます。以下同じです。）を取得した場合、直ちにコンプライアンス・オフィサー

に報告させ、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス室は、当該役職員に対して、未公表の法

人関係情報の管理等について必要な指示を与えるものとします。 

 

⑥ リスク管理体制 

 本投資法人は、投資運用に係る各々のリスクに関し、本投資法人自らが投信法及び関連法規に定められた規則

を遵守するとともに、本資産運用会社において適切な社内規程の整備を行い、併せて必要な組織体制を敷き、役

職員に対する遵法精神を高めるための教育等の対策を講じています。 

 

 具体的な取り組みは、以下のとおりです。 

 

（ア）本投資法人について 

 

本投資法人は、執行役員１名及び監督役員２名により構成される役員会により運営されています。役員会

は３ヶ月に１回以上、必要に応じて随時開催され、法令及び本投資法人の「役員会規程」に定める決議事項

の決議や本資産運用会社及び本投資法人の執行役員の業務の執行状況等の報告が行われます。これにより、

本資産運用会社又はその利害関係人等から独立した地位にある監督役員が業務の執行状況を監督できる体制

となっています。 

また、監督役員は必要に応じて本資産運用会社及び資産保管会社等から本投資法人の業務及び財産の状況

に関する報告を求め、又は必要な調査を行うことができるものとしています。 

 

（イ）本資産運用会社について 

 

 本資産運用会社は、各種リスクを適切に管理するために、社内規程として「リスク管理規程」を制定し、

重大なリスクが生じた場合には、遅滞なく取締役会に報告する旨定めています。 

 加えて、利益相反リスクに対しては、本投資法人の利益が害されること防止するために、「利害関係者取

引規程」を制定し、厳格な利益相反対応ルールを設定しています。 

 また、本資産運用会社は、コンプライアンスに関して、法令等遵守の徹底を図るため、「コンプライアン

ス規程」及び「コンプライアンス・マニュアル」を制定するとともに、具体的な法令等遵守を実現させるた

めの実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を策定し、これに従って法令等遵守の実践に努めま

す。 

 さらに、本資産運用会社は、業務の適正性の確保と効率的運営を図るため、「内部監査規程」を制定し、

適切な自己点検制度の確立を図っています。 
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（３）【大株主の状況】

 

本書の日付現在の本資産運用会社の大株主の状況は次のとおりです。 

 

名称 住所 
所有 

株式数 
（株） 

比率（％） 
（注） 

シップヘルスケア 

ホールディングス株式会社 
大阪府吹田市春日三丁目20番８号 2,000 33.3 

ＮＥＣキャピタル 

ソリューション株式会社 
東京都港区港南二丁目15番３号 2,000 33.3 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 300 5.0 

三井住友ファイナンス＆リース 

株式会社 
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 290 4.8 

ＳＭＢＣフレンド証券 

株式会社 
東京都中央区日本橋兜町７番12号 290 4.8 

株式会社陽栄 東京都中央区銀座七丁目14番16号 280 4.6 

銀泉株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目６番12号 280 4.6 

神戸土地建物株式会社 兵庫県神戸市中央区浪花町15番地 280 4.6 

室町建物株式会社 東京都中央区日本橋室町四丁目１番４号 280 4.6 

合  計 6,000 100.0 

（注）「比率」は、発行済株式数に対する所有株式数の比率をいいます。また、小数第２位を切捨てて記載しています。 
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（４）【役員の状況】

 

本書の日付現在における本資産運用会社の役員及び重要な使用人の状況は、以下のとおりです。 

 

役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数 

代表取締役 

社長 
吉岡 靖二 前記「第１ 投資法人の追加情報／ ２ 役員の状況」をご参照ください。 － 

取締役 

コンプライア

ンス・オフィ

サー兼内部監

査室長 

梅津 恭助 

昭和62年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行） 

－ 

平成13年７月 同行 横浜西法人営業部 第一グループ長 

平成14年10月 同行 横浜駅前法人営業第二部 第一グループ長 

平成16年４月 同行 神田駅前法人営業部 第一グループ長 

平成18年10月 同行 札幌法人営業部 副部長 

平成23年４月 同行 法人企業統括部 上席推進役 コンプライアンス統括

オフィサー 

平成25年10月 同行 投資銀行統括部 上席推進役 

平成25年11月 本資産運用会社 出向 取締役 コンプライアンス・オフィ

サー 兼 内部監査室長（現任） 

取締役 内田 和生 

昭和63年４月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行） 

－ 

平成19年４月 同行 不動産ファイナンス営業部 ファンド推進グループ

長 

平成20年４月 同行 ストラクチャー審査部 上席審査役 

平成22年４月 株式会社マックスリアルティー 出向 

同社 アセットマネジメント部 企画運営グループ 部長 

平成23年４月 同社 経営企画部長 

平成25年10月 株式会社三井住友銀行 投資銀行統括部 上席推進役 

平成25年11月 

平成27年10月 

本資産運用会社 出向 取締役 財務管理部長 

本資産運用会社 取締役 (現任） 
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役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数 

取締役 

資産運用 

部長 

赤松 利起 

昭和59年４月 株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行） 

－ 

平成11年２月 アメリカンライフインシュアランスカンパニー 

平成14年７月 株式会社ウイン・インターナショナル（現 ウイン・パー

トナーズ株式会社）営業本部企画担当部長 

平成15年６月 同社 取締役 財務経理部長 兼 情報システム化推進チー

ム長 

平成20年10月 （旧）グリーンホスピタルサプライ株式会社（現 シップ

ヘルスケアホールディングス株式会社に平成21年10月１

日に吸収合併）グループ会社統括部長 

平成20年12月 株式会社ハートライフ 取締役（非常勤） 

平成21年１月 アイネット・システムズ株式会社 取締役 経営管理本部

長 

平成21年10月 シップヘルスケアホールディングス株式会社 グループ統

括室長 

平成21年12月 酒井医療株式会社 取締役（非常勤） 

平成22年６月 （新）グリーンホスピタルサプライ株式会社 取締役 情

報システム統括部長 

平成22年６月 株式会社ライトテック 取締役（非常勤） 

平成23年１月 株式会社札幌メディカルコーポレーション 取締役（非常

勤） 

平成23年１月 株式会社アクシス（現 株式会社札幌メディカルコーポレ

ーション）取締役（非常勤） 

平成23年５月 メディカルサプライネットワーク株式会社（現 アイネッ

ト・システムズ株式会社）取締役（非常勤） 

平成23年６月 クオンシステム株式会社 取締役（非常勤） 

平成23年６月 株式会社サンライフ 取締役（非常勤） 

平成25年11月 本資産運用会社 取締役 資産運用部長（非常勤） 

平成26年１月 アイネット・システムズ株式会社 取締役（非常勤） 

平成26年１月 （新）グリーンホスピタルサプライ株式会社 取締役（非

常勤） 

平成26年１月 本資産運用会社 出向 取締役 資産運用部長（現任） 

取締役 

投資部長 
中井 喜信 

平成６年４月 田辺製薬株式会社（現 田辺三菱製薬株式会社） 

－ 

平成９年10月 日本総合補償鑑定株式会社（現 株式会社ＮＩＳＳＯ）鑑

定部 

平成17年11月 株式会社リサ・パートナーズ 不動産業務部 マネジャー 

平成18年１月 同社 投資銀行部 マネジャー 

平成19年１月 株式会社隼人インベストメンツ 出向 アクイジション営

業部 マネジャー 

平成20年８月 リサ企業再生債権回収株式会社 出向 

サービシング部 シニアアセットマネジャー 

平成23年２月 株式会社リサ・パートナーズ 戦略投資本部 不動産投資

部 ヴァイスプレジデント 

平成24年12月 同社 投資銀行本部 アセットソリューション部 ヴァイス

プレジデント 

平成25年11月 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 出向 経由 本

資産運用会社 出向 取締役 投資部長（現任） 
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役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数 

社外取締役 小川 宏隆 

昭和56年４月 西本産業株式会社（現 キヤノンライフケアソリューショ

ンズ株式会社） 

－ 

平成４年11月 （旧）グリーンホスピタルサプライ株式会社（現 シップ

ヘルスケアホールディングス株式会社に平成21年10月１

日に吸収合併） 取締役 

平成13年10月 株式会社西大阪地所（現 シップヘルスケアエステート株

式会社）代表取締役社長（現任） 

平成14年４月 株式会社シップコーポレーション（現 シップヘルスケア

ホールディングス株式会社）代表取締役社長 

平成16年４月 （旧）グリーンホスピタルサプライ株式会社（現 シップ

ヘルスケアホールディングス株式会社に平成21年10月１

日に吸収合併）専務取締役 経営企画室長 

平成17年６月 グリーンアニマル株式会社 取締役（現任） 

平成18年３月 株式会社三世会（現 株式会社北大阪地所）代表取締役 

（現任） 

平成19年１月 株式会社セントラルユニ （社外）取締役（現任） 

平成20年４月 （旧）グリーンホスピタルサプライ株式会社（現 シップ

ヘルスケアホールディングス株式会社に平成21年10月１

日に吸収合併）専務取締役 管理本部長 

平成20年11月 グリーンライフ株式会社 取締役 

平成21年10月 （新）グリーンホスピタルサプライ株式会社 専務取締役 

管理本部長 兼 システム統括部長 

平成21年10月 シップヘルスケアホールディングス株式会社 取締役 経

営管理室長 

平成22年６月 （新）グリーンホスピタルサプライ株式会社 専務取締役 

平成23年１月 株式会社札幌メディカルコーポレーション、株式会社ア

クシス 代表取締役 

平成24年６月 グリーンライフ株式会社 代表取締役 

平成24年６月 シップヘルスケアホールディングス株式会社 取締役副社

長 経営管理室長 

平成25年５月 グリーンライフ東日本株式会社 代表取締役 

平成25年５月 グリーンライフ株式会社 取締役（現任） 

平成25年11月 本資産運用会社 社外取締役（現任） 

平成26年３月 株式会社アゴラジャパン 代表取締役（現任） 

平成26年３月 シップヘルスケアエステート東日本株式会社 代表取締役

（現任） 

平成26年６月 グリーンライフ東日本株式会社 取締役（現任） 

平成26年６月 （新）グリーンホスピタルサプライ株式会社 代表取締役

社長（現任） 

平成26年６月 シップヘルスケアホールディングス株式会社 代表取締役

社長 兼 ＣＯＯ（現任） 
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役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数 

社外取締役 藤田 直人 

平成３年４月 ダイヤモンドリース株式会社（現 三菱ＵＦＪリース株式

会社） 

－ 

平成18年４月 同社 第二営業部 次長 

平成20年４月 同社 不動産ファイナンス部 次長 

平成21年３月 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 経営企画部 

部長 

平成21年４月 同社 事業戦略部 部長 

平成22年４月 同社 事業戦略本部 金融法人営業部 部長 

平成23年５月 同社 営業統括本部 ソリューション部 部長 

平成23年８月 同社 営業統括本部 営業統括部 部長 兼務 営業統括本部 

ソリューション部 部長 

平成24年３月 兼務 株式会社リサ・パートナーズ 取締役（現任） 

平成24年４月 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 営業推進部 

部長 

平成25年11月 兼務 本資産運用会社 社外取締役（現任） 

平成26年４月 

 

平成27年４月 

平成27年10月 

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 営業推進本部

長 

同社 ソリューション本部長（現任） 

兼務 株式会社浜松新電力 取締役（現任） 

監査役 渡辺 登 

昭和60年３月 株式会社オリエントファイナンス（現 株式会社オリエン

トコーポレーション） 

－ 

平成15年10月 同社 財務部 副部長 

平成17年４月 同社 経営企画部 副部長 兼 財務企画室長 

平成19年３月 パシフィックマネジメント株式会社 パシフィック・イン

ベストメント・アドバイザーズ株式会社 出向 管理部 ゼ

ネラルマネージャー 

平成20年５月 パシフィックリアルティ株式会社 出向 管理部ゼネラル

マネージャー 兼 コンプライアンスオフィサー 

平成20年10月 パシフィックマネジメント株式会社 経営企画部 ゼネラ

ルマネージャー 

平成21年４月 同社 管財人室 ゼネラルマネージャー 

平成23年１月 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 財務部長代理 

平成23年11月 同社 財務部長 

平成25年11月 

平成27年４月 

本資産運用会社 監査役（現任） 

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 執行役員 

兼 財務部長（現任） 

（注）平成27年10月30日付にて取締役内田和生及び梅津恭助が退任することに伴い、平成27年10月30日開催予定の臨時株

主総会にて田村昌之が取締役、後藤英夫が社外取締役として選任され、平成27年10月30日付にて就任する予定です。な

お、梅津恭助は取締役退任後も本資産運用会社のコンプライアンス・オフィサー兼内部監査室長は継続します。 
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役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数 

取締役 

財務管理部長 

（予定） 

田村 昌之 

平成５年４月 

 

平成17年８月 

平成23年10月 

 

平成27年10月 

平成27年10月 

平成27年10月 

平成27年10月 

株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社新生銀行） 

入行 

株式会社三井住友銀行 入行 

同行 不動産ファイナンス営業部 投資企画グループ グル

ープ長 

同行 投資銀行統括部 上席推進役 

本資産運用会社 出向 財務管理部 シニアマネジャー 

本資産運用会社 財務管理部長 

本資産運用会社 取締役 財務管理部長 （就任予定） 

－ 

取締役 

社外取締役 

（予定） 

後藤 英夫 

昭和62年４月 

平成16年４月 

平成18年５月 

平成21年10月 

平成24年１月 

平成24年４月 

平成25年７月 

平成26年４月 

平成26年４月 

平成27年４月 

 

平成27年10月 

株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 

同行 市場営業統括部 企画グループ長 

日本郵政株式会社 転籍 

株式会社三井住友銀行 復職 投資銀行統括部 副部長 

同行 監査部 上席考査役 

同行 北九州法人営業部長 

同行 経営企画部 部付部長 

同行 投資銀行統括部長 

エー・アイ・キャピタル株式会社 社外取締役（現任） 

株式会社三井住友銀行 執行役員 投資銀行統括部長委

嘱（現任） 

本資産運用会社 社外取締役 （就任予定） 

－ 

 

 

（５）【事業の内容及び営業の概況】

 

① 資産運用委託契約上の業務 

 

本資産運用会社は、次に掲げる業務を行います。 

（ア）本投資法人の運用資産の運用に係る業務 

（イ）本投資法人の資金調達に係る業務 

（ウ）運用資産の状況その他の事項について、本投資法人に対する又は本投資法人のための報告、届出等の業務

（エ）運用資産に係る運用計画の策定業務 

（オ）その他本投資法人が随時委託する業務 

（カ）前記（ア）ないし（オ）に付随し又は関連する業務 
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２【その他の関係法人の概況】

 

① 投資主名簿等管理人・資産保管会社・一般事務受託者（機関運営、計算、会計事務、納税に関する事務受託

者） 

 

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】 

 

名   称 ： 三井住友信託銀行株式会社 

資本金の額 ： 342,037百万円（平成27年３月末日時点） 

事業の内容 ： 銀行法（昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。）（以下「銀行法」といいま

す。）に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和18

年法律第43号。その後の改正を含みます。）（以下「兼営法」といいます。）に基づき信託

業務を営んでいます。 

 

（２）【関係業務の概要】 

 

（ア）投資主名簿等管理人として、以下に掲げる一般事務に係る業務を行います。 

 

ａ．投資主名簿等の作成、管理及び備置その他の投資主名簿等に関する事務 

ｂ．投資主名簿への投資主等の投資主名簿記載事項の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振

替投資口数との照合に関する事務 

ｃ．投資主等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務 

ｄ．投資主等の提出する届出の受理その他の投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主等からの申

出の受付に関する事務 

ｅ．投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等各種送付物の送付及び

これらの返戻履歴の管理に関する事務 

ｆ．議決権行使書面の作成、受理及び集計に関する事務 

ｇ．分配金の計算及び支払に関する事務 

ｈ．分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務 

ｉ．投資主名簿等の閲覧又は謄写若しくは証明書の交付に関する事務 

ｊ．投資証券の発行に関する事務 

ｋ．投資口に関する諸統計及び行政機関、金融商品取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成事

務 

ｌ．投資口の併合、投資口の分割、募集投資口の発行、合併等に関する事務等の臨時事務 

ｍ．投資主等に対する通知書、催告書及び報告書等の発送に関する事務 

ｎ．委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類の整理保管に関する事務 

ｏ．総投資主通知等の受理その他振替機関との情報の授受に関する事項 

ｐ．前各a.ないしｏ.に関する照会に対する応答 

ｑ．前各a.ないしｏ.に掲げる委託事務に係る印紙税等の代理納付 

ｒ．前各a.ないしｎ.に掲げる事項に付随する事務 

 

（イ）資産保管会社として、以下に掲げる本投資法人の資産の保管に係る業務を行います。 

 

ａ．資産保管業務 

ｂ．金銭出納管理業務 

ｃ．その他前a.及びb.に付随関連する業務 
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（ウ）一般事務受託者（機関運営、計算、会計事務、納税に関する事務受託者）として、以下に掲げる一般事務

に係る業務を行います。 

 

ａ．本投資法人の計算に関する事務 

ｂ．本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務 

ｃ．本投資法人の納税に関する事務 

ｄ．本投資法人の機関（役員会及び投資主総会をいいます。）の運営に関する事務（但し、投資主総会関

係書類の発送、議決権行使書の受理及び集計に関する事務を除きます。） 

ｅ．その他前各a.ないしd.に付随関連する事務 

 

（３）【資本関係】 

 

該当事項はありません。 
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第５【投資法人の経理状況】
 

１．財務諸表の作成方法について 

本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。そ

の後の改正を含みます。）及び同規則第２条の規定により、「投資法人の計算に関する規則」（平成18年内閣府令47

号。その後の改正を含みます。）に基づいて作成されます。 

 

２．監査証明について 

本投資法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１期計算期間（平成26年12月９日から平成

27年７月31日）本投資法人の財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人の監査証明を受けます。 

 

３．連結財務諸表について 

本投資法人は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【財務諸表】

（１）【貸借対照表】

  （単位：千円） 

 
当期 

（平成27年７月31日） 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,465,028 

信託現金及び信託預金 12,252 

前払費用 61,626 

未収消費税等 25,752 

繰延税金資産 19 

流動資産合計 1,564,679 

固定資産  

有形固定資産  

信託建物 14,129,559 

減価償却累計額 △162,363 

信託建物（純額） 13,967,195 

信託構築物 49,897 

減価償却累計額 △470 

信託構築物（純額） 49,427 

信託土地 10,944,899 

有形固定資産合計 24,961,522 

無形固定資産  

ソフトウェア 8,442 

無形固定資産合計 8,442 

投資その他の資産  

差入敷金及び保証金 10,000 

長期前払費用 65,119 

投資その他の資産合計 75,119 

固定資産合計 25,045,083 

繰延資産  

投資口交付費 28,555 

繰延資産合計 28,555 

資産合計 26,638,318 
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  （単位：千円） 

 
当期 

（平成27年７月31日） 

負債の部  

流動負債  

営業未払金 343 

未払金 56,945 

未払費用 66,524 

未払法人税等 1,120 

前受金 115,012 

預り金 15,809 

流動負債合計 255,755 

固定負債  

長期借入金 13,000,000 

預り敷金及び保証金 595,400 

固定負債合計 13,595,400 

負債合計 13,851,155 

純資産の部  

投資主資本  

出資総額 12,713,600 

剰余金  

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 73,562 

剰余金合計 73,562 

投資主資本合計 12,787,162 

純資産合計 ※１ 12,787,162 

負債純資産合計 26,638,318 
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（２）【損益計算書】

  （単位：千円） 

 
当期 

（自 平成26年12月９日 
  至 平成27年７月31日） 

営業収益  

賃貸事業収入 ※１ 542,714 

その他賃貸事業収入 ※１ 3,601 

営業収益合計 546,315 

営業費用  

賃貸事業費用 ※１ 177,339 

資産運用報酬 53,644 

資産保管手数料 1,379 

一般事務委託手数料 6,077 

役員報酬 4,250 

公租公課 19,150 

その他営業費用 7,198 

営業費用合計 269,040 

営業利益 277,275 

営業外収益  

受取利息 7 

営業外収益合計 7 

営業外費用  

支払利息 19,879 

創業費 106,599 

投資口交付費償却 4,605 

投資口公開関連費用 40,075 

融資関連費用 31,457 

営業外費用合計 202,618 

経常利益 74,664 

税引前当期純利益 74,664 

法人税、住民税及び事業税 1,121 

法人税等調整額 △19 

法人税等合計 1,102 

当期純利益 73,562 

前期繰越利益 － 

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 73,562 
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（３）【投資主資本等変動計算書】

 

当期（自 平成26年12月９日 至 平成27年７月31日） 

          （単位：千円） 

  投資主資本 

純資産合計  

出資総額 

剰余金 

投資主資本合計 
  当期未処分利益又は当

期未処理損失（△） 剰余金合計 

当期首残高 － － － － － 

当期変動額          

新投資口の発行 12,713,600     12,713,600 12,713,600 

当期純利益   73,562 73,562 73,562 73,562 

当期変動額合計 12,713,600 73,562 73,562 12,787,162 12,787,162 

当期末残高 ※１ 12,713,600 73,562 73,562 12,787,162 12,787,162 
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（４）【金銭の分配に係る計算書】

区分 
当期 

自 平成26年12月９日 
至 平成27年７月31日 

Ⅰ 当期未処分利益 73,562,483円 

   

Ⅱ 分配金の額 73,505,000円 

（投資口１口当たりの分配金の額） (610円) 

   

Ⅲ 次期繰越利益 57,483円 

   

分配金の額の算出方法 

本投資法人の規約第36条第１項に定め

る金銭の分配方針に従い、分配金の額

は利益の金額を限度とし、かつ租税特

別措置法第67条の15に規定されている

本投資法人の配当可能利益の金額の

100分の90に相当する金額を超えるも

のとしています。かかる方針により、

当期末処分利益を超えない額で発行済

投資口の総口数120,500口の整数倍数

の最大値となる73,505,000円を利益分

配金として分配することとしました。

なお、本投資法人の規約第36条第２項

に定める利益を超えた金銭の分配は行

いません。 
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（５）【キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円） 

 
当期 

（自 平成26年12月９日 
  至 平成27年７月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益 74,664 

減価償却費 163,491 

融資関連費用 31,457 

投資口交付費償却 4,605 

受取利息 △7 

支払利息 19,879 

未収消費税等の増減額（△は増加） △25,752 

前払費用の増減額（△は増加） △5,120 

営業未払金の増減額（△は減少） 343 

未払金の増減額（△は減少） 3,188 

未払費用の増減額（△は減少） 64,944 

前受金の増減額（△は減少） 115,012 

預り金の増減額（△は減少） 15,809 

小計 462,517 

利息の受取額 7 

利息の支払額 △18,299 

法人税等の支払額 △1 

営業活動によるキャッシュ・フロー 444,223 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

信託有形固定資産の取得による支出 △25,072,171 

無形固定資産の取得による支出 △7,527 

敷金及び保証金の差入による支出 △10,000 

預り敷金及び保証金の受入による収入 596,400 

預り敷金及び保証金の返還による支出 △1,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,494,298 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 996,810 

短期借入金の返済による支出 △1,000,000 

長期借入れによる収入 12,850,106 

投資口の発行による収入 12,680,439 

財務活動によるキャッシュ・フロー 25,527,355 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,477,280 

現金及び現金同等物の期首残高 － 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,477,280 
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（６）【注記表】

［継続企業の前提に関する注記］ 

該当事項はありません。 

 

［重要な会計方針に係る事項に関する注記］ 

 

１．固定資産の減価償却の方法 （１）有形固定資産

 定額法を採用しています。

 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。

  信託建物               ７～60年

  信託構築物             38～52年

（２）無形固定資産 

 定額法を採用しています。

２．繰延資産の処理方法 （１）創業費 

 全額費用処理しています。 

（２）投資口交付費

 ３年間にわたり均等償却しています。 

３．収益及び費用の計上基準 固定資産税等の処理方法

 保有する不動産等にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等について

は、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費

用処理する方法を採用しています。

 なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、譲渡人と

の間で精算を行った初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず、

当該不動産等の取得原価に算入しています。当期において不動産等の取得原価に

算入した固定資産税等相当額は78,905千円です。 

４．ヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法

 金利スワップについて特例処理を採用しています。

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段：金利スワップ取引

 ヘッジ対象：借入金金利

（３）ヘッジ方針

 本投資法人はリスク管理基本方針に基づき、投資法人規約に規定するリスクをヘ

ッジする目的で金利スワップ取引を行っています。

（４）ヘッジ有効性評価の方法

 金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略してい

ます。 

５．キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現

金同等物）の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金

及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっています。 

６．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

（１）不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法

 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての

資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借

対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。

 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目について

は、貸借対照表において区分掲記しています。

①信託現金及び信託預金

②信託建物、信託構築物、信託土地

（２）消費税等の処理方法

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっています。 

 なお、資産の取得に係る控除対象外消費税等は、各資産の取得原価に算入して

います。 
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［貸借対照表に関する注記］ 

※１ 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項に定める最低純資産額 

  （単位:千円） 
 

 
当 期 

（平成27年７月31日） 

  50,000 

 

［損益計算書に関する注記］ 

※１ 不動産賃貸事業損益の内訳 

  （単位:千円） 
 
 

 
当期 

自 平成26年12月９日 
至 平成27年７月31日 

A．不動産賃貸事業収益  

賃貸事業収入  

賃料収入 542,714 

その他賃貸事業収入  

その他収入 3,601 

不動産賃貸事業収益合計 546,315 

B．不動産賃貸事業費用  

賃貸事業費用  

公租公課 6 

外注委託費 7,681 

修繕費 983 

損害保険料 1,063 

減価償却費 162,834 

その他賃貸事業費用 4,770 

不動産賃貸事業費用合計 177,339 

C．不動産賃貸事業損益 （A－B） 368,976 
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［投資主資本等変動計算書に関する注記］ 

※１ 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数 

当期 
自 平成26年12月９日 
至 平成27年７月31日 

発行可能投資口総口数 10,000,000口 

発行済投資口の総口数 120,500口 

 

［キャッシュ・フロー計算書に関する注記］ 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  （単位:千円） 
 

当期 
自 平成26年12月９日 
至 平成27年７月31日 

現金及び預金 1,465,028 

信託現金及び信託預金 12,252 

合計 1,477,280 

 

［リース取引に関する注記］ 

オペレーティング・リース取引（貸主側） 

未経過リース料 

  （単位:千円） 
 

 
当期 

平成27年７月31日 

１年内 1,455,995 

１年超 15,253,671 

合計 16,709,666 
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［金融商品に関する注記］ 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

 本投資法人は、安定的かつ健全な財務運営を行う方針のもと、資産の取得及び借入金の返済等に充当する

資金を、金融機関からの借入、又は新投資口の発行等により調達しています。借入金による資金調達におい

ては、財務の安定性の確保及び将来の金利上昇リスクを回避するため、借入期間の長期化、金利の固定化、

返済期日の分散等に留意します。 

 デリバティブ取引については、本投資法人の負債に起因する金利変動リスクをヘッジすることを目的とし

たものに限定しています。 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 借入金の資金使途は、主に不動産を信託財産とする信託受益権の取得です。 

 借入金は、弁済期日において流動性リスクに晒されますが、有利子負債比率を適正に管理することで、市

場金利の上昇が本投資法人の運営に与える影響を限定的にし、かつ、弁済期日の分散を図ることで当該リス

クを管理します。 

 変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されていますが、借入額全体に占める変動金利と固定金利の残

高比率を金融環境に応じて調整します。更に、変動金利の借入金のうち一部については、金利変動リスクを

回避し支払利息の固定化を図る為に、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用しています。なお、金

利変動リスク等をヘッジすることを目的としたデリバティブ取引の執行・管理については、リスク管理の基

本方針を定めた規定に基づき行います。 

 預り敷金及び保証金は、テナントからの預り金であり、退去に伴う返還時において流動性リスクに晒され

ますが、本投資法人では、手元流動性を維持すること等により流動性リスクを管理しています。 

   預金は、預入先金融機関の信用格付に下限を設ける（決済性預金を除く）等により、当該リスクを管理し 

ています。 

 

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が 

含まれています。当該価額の算定においては、一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によ

った場合、当該価額が異なることがあります。 

 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成27年７月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（（注２）をご参照

ください。）。 

（単位：千円） 
 

 
貸借対照表計上額 時価 差額 

（１）現金及び預金 1,465,028 1,465,028 ─ 

（２）信託現金及び信託預金 12,252 12,252 ─ 

資産計 1,477,280 1,477,280 ─ 

（３）長期借入金 13,000,000 12,991,447 △8,552 

負債計 13,000,000 12,991,447 △8,552 

（４）デリバティブ取引 ─ ─ ─ 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

（１）現金及び預金、（２）信託現金及び信託預金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 

（３）長期借入金 

    変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、本投資法人の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時 

   価は帳簿価格と近似していると考えられるため、当該帳簿価格によっています。また、固定金利によるものは、元利金の合計額 

   （※）を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。 

   （※）金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金（後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。）につい  

ては、その金利スワップのレートによる元利金の合計額。 
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（４）デリバティブ取引 

  後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。 

 

（注２）時価を算定することが極めて困難と認められる金融商品 

預り敷金及び保証金は市場価格がなく、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することが困難であることから、

合理的にキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価評価の対象とはしていません。 

  （単位：千円） 
 

  貸借対照表計上額 

預り敷金及び保証金 595,400 

 

（注３）金銭債権の決算日（平成27年７月31日）後の償還予定額 

  （単位：千円） 
 

  １年以内 

現金及び預金 1,465,028

信託現金及び信託預金 12,252

合計 1,477,280

 

（注４）借入金の決算日（平成27年７月31日）後の返済予定額 

（単位：千円） 
 

  １年以内 １年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

長期借入金 ─ 6,000,000 7,000,000 ─ ─ ─ 

合計 ─ 6,000,000 7,000,000 ─ ─ ─ 
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［有価証券に関する注記］ 

当期（平成27年７月31日） 

該当事項はありません。 

 

［デリバティブ取引に関する注記］ 

当期（平成27年７月31日） 

１．ヘッジ会計が適用されていないもの 

該当事項はありません。 

 

２．ヘッジ会計が適用されているもの 

ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、以下の通りで

す。 

（単位：千円） 

ヘッジ会計 
の方法 

デリバティブ取引の
種類等 

主な 
ヘッジ対象 

契約額等 
時価 

当該時価の
算定方法 

  うち１年超 

金利スワップ 
の特例処理 

金利スワップ取引 
変動受取・固定支払 

長期借入金 7,000,000 7,000,000 (注） ─ 

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該 

長期借入金の時価に含めて記載しております。（前記「金融商品に関する注記 ２．金融商品の時価等に関する事項」における

「（３）長期借入金」の時価に含めて記載しています。 

 

 

［退職給付に関する注記］ 

当期（平成27年７月31日） 

該当事項はありません。 

 

［税効果会計に関する注記］ 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

  （単位:千円） 
 

 
当期 

平成27年７月31日 

繰延税金資産  

 未払事業税損金不算入額 19 

繰延税金資産合計 19 

繰延税金資産の純額 19 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  （単位:％） 
 

 
当期 

平成27年７月31日 

法定実効税率 34.15

（調整）  

支払分配金の損金算入額 △33.62

その他 0.95

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.48

 

 

［持分法損益等に関する注記］ 

当期（平成27年７月31日） 

該当事項はありません。 
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［関連当事者との取引に関する注記］ 

１．親会社及び法人主要投資主等 

当期（自 平成26年12月９日 至 平成27年７月31日） 

属性 会社等の名称 所在地 

資本金又は

出資金 

（百万円） 

事業の

内容又

は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

（％） 

関係内容 取引の 

内容 

（注１） 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 役員の

兼任等 

事業上

の関係 

主要

投資

主及

びそ

の他

の関

係会

社 

シップヘルス

ケアホールデ

ィングス株式

会社 

大阪府 

吹田市 
15,553 

医療関

連業 

（被所有） 

直接33.3 
― 

出資の

受入及

び投資

口の引

受 

出資の受入 
66,600 

（注１） 
― ― 

投資口の引

受 

366,740 

（注１） 
― ― 

NECキャピタ

ルソリューシ

ョン株式会社 

東京都 

港区 
3,776 

リース

業 

（被所有） 

直接33.3 
― 

出資の

受入及

び投資

口の引

受 

出資の受入 
66,600 

（注１） 
― ― 

投資口の引

受 

366,740 

（注１） 
― ― 

その

他の

関係

会社 

株式会社 

三井住友銀行 

東京都 

千代田区 
1,770,996 銀行業 

（被所有） 

直接5.0 
― 

出資の

受入及

び投資

口の引

受 

出資の受入 
10,000 

（注１） 
― ― 

投資口の引

受 

429,000 

（注１） 
― ― 

金銭借

入関係 

短期借入金

の借入 
1,000,000 

短期 

借入金 
1,000,000 

長期借入金

の借入 
5,000,000 

長期 

借入金 
5,000,000 

融資関連費

用の支払 

116,500 

（注２） 

前払 

費用 
116,500 

預金 

取引 

普通 

預金取引 

348,305 

（注２） 

現金及

び預金 
1,042,135 

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていません。 

（注１）出資の受入は、平成26年12月９日（設立時）に１口当たり100,000円にて発行したものです。また、投資口の引受は、１口当

たり110,000円にて発行したものです。 
（注２）取引条件の決定については、市場の実勢に基づき価格交渉の上、決定しています。預金の利率については、一般条件と同様

に決定しております。 

（注３）上記の会社は、平成27年3月19日付の投資法人上場に伴う新投資口発行及び投資口売出しにより、主要投資主及びその他の 

関係会社に該当しなくなっております。そのため、当期首から平成27年３月末までの取引金額（預金については、期首から 

平成27年３月末までの平均残高）及び同月末残高を記載しております。なお、資本金又は出資金は平成27年３月末時点のも 

の、議決権等の被所有割合については本投資法人上場前時点のものを記載しております。 

 

２．関連会社等 

当期（自 平成26年12月９日 至 平成27年７月31日） 

該当事項はありません。 
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３．兄弟会社等 

当期（自 平成26年12月９日 至 平成27年７月31日） 

属性 
会社等の名称

又は氏名 
所在地 

資本金又は

出資金 

（千円） 

事業の

内容又

は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

（％） 

関係内容 取引の 

内容 

（注２） 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 役員の

兼任等 

事業上

の関係 

その

他の

関係

会社

の子

会社 

合同会社 

HCベガ 

東京都 

千代田区 

100 

不動産

等の取

得、保

有、及

び処分 

― ― 

不動産

信託受

益権の

購入 

不動産信託

受益権の購

入 

3,290,000 ― ― 

合同会社 

HCデネブ 
2 ― ― 9,800,000 ― ― 

ヘルスケアブ

リッジ１号 

合同会社 

（注１） 

1 ― ― 5,513,000 ― ― 

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていません。 
（注１）ＳＭＢＣヘルスケアホルダー合同会社が平成27年３月31日付で社名変更しています。 
（注２）取引条件及び取引条件の決定方針については、市場の実勢に基づき価格交渉の上、決定しています。 
（注３）上記の会社は、「１．親会社及び主要投資主等」の（注３）に記載のとおり、親会社であるNECキャピタルソリューション株

式会社が本投資法人の上場に伴い、主要投資主及びその他の関係会社に該当しなくなったため、その他の関係会社の子会社に

該当しなくなっております。そのため、当期首から平成27年３月末までの取引金額及び同月末残高を記載しております。な

お、資本金又は出資金は平成27年３月末時点のもの、議決権等の被所有割合については本投資法人上場前時点のものを記載し

ております。 

 

 

４．役員及び個人主要投資主等 

当期（自 平成26年12月９日 至 平成27年７月31日） 

属性 
会社等の名称

又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金 

（千円） 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

（％） 

関係内容 
取引の 

内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 役員の

兼任等 

事業上

の関係 

役員

及び

その

近親

者 

吉岡靖二 ― ― 

本投資法人

執行役員兼

本資産運用

会社代表取

締役社長 

― 

本投資法人執行

役員兼本資産運

用会社代表取締

役社長 

本資産運用

会社への資

産運用報酬

の支払 

197,459 

（注１） 

（注２） 

未払

費用 
57,936 

本資産運用

会社への設

立企画人報

酬の支払 

100,000 

（注２） 
― ― 

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていません。 

（注１）「取引の内容」のうち、本資産運用会社への資産運用報酬の支払の取引金額には、個々の不動産等の帳簿価額に算入した物件

取得に係る運用報酬143,815千円が含まれています。 
（注２）取引条件及び取引条件の決定方針等 

１.取引条件は、市場の実勢価格を勘案して決定しております。 

２.設立企画人報酬額、及び資産運用報酬額については、吉岡靖二が第三者（ヘルスケアアセットマネジメント株式会社）の代 

表者として行った取引であり、報酬額は、本投資法人の規約に定められた条件によっています。 

 

[資産除去債務に関する注記] 

当期（平成27年７月31日） 

該当事項はありません。 
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［賃貸等不動産に関する注記］ 

本投資法人では主として三大都市圏及び中核都市圏に、有料老人ホーム及びサービス付高齢者向け住宅を合計16

物件保有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりです。 

  （単位:千円） 
 

 
当期 

自 平成26年12月９日 
至 平成27年７月31日 

貸借対照表計上額  

 

期首残高 ─ 

期中増減額 24,961,522 

期末残高 24,961,522 

期末時価 25,382,000 

（注１）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。 

（注２）賃貸等不動産の増減額のうち、主な増加額は16物件の取得(23,683,000千円）によるものであり、主な減少額は減価償却費

（162,834千円）によるものです。 

（注３）期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価額を記載しています。 

 

なお、賃貸等不動産に関する平成27年７月期（第１期）における損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記

載のとおりです。 
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［セグメント情報に関する注記］ 

１．セグメント情報 

本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。 

 

２．関連情報 

当期（自 平成26年12月９日 至 平成27年７月31日） 

（１）製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略

しています。 

（２）地域ごとの情報 

① 売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。 

② 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を 

省略しています。 

（３）主要な顧客ごとの情報 
 

単一の外部顧客への売上高につきましては、テナントの承諾が得られていないため、記載を省略しています。 

 

［１口当たり情報に関する注記］ 

 
当期 

自 平成26年12月９日 
至 平成27年７月31日 

１口当たり純資産額 106,117円 

１口当たり当期純利益 1,068円 

（注１）１口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。また、潜在投資口調整後１口

当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載しておりません。 

（注２）１口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 

  
当期 

自 平成26年12月９日 
至 平成27年７月31日 

当期純利益（千円） 73,562 

普通投資主に帰属しない金額（千円） ─ 

普通投資口に係る当期純利益（千円） 73,562 

期中平均投資口数（口） 68,842 

 

［重要な後発事象に関する注記］ 

該当事項はありません。 
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（７）【附属明細表】

① 有価証券明細表 

（イ）株式 

該当事項はありません。 

 

（ロ）株式以外の有価証券 

該当事項はありません。 

 

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

（単位：千円） 

区分 種類 
契約額等(注１）(注２） 

時価 
（注１）（注３） 

  うち１年超 

市場取引以外の取引 
金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 
7,000,000 7,000,000 11,007 

合計 7,000,000 7,000,000 11,007 

（注１）金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。 

（注２）当該取引契約の相手方が、市場情勢金利等を基に算出した価格で評価しています。 

（注３）当該取引は「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）に基づき金利スワップの特例処理を適 

用しているため、貸借対照表において時価評価していません。 

 

③ 不動産等明細表のうち総括表 

（単位：千円） 

資産の種類 
当期首 
残高 

当期 
増加額 

当期 
減少額 

当期末 
残高 

減価償却累計額 
差引 
当期末 
残高 

摘要 
又は償却 
累計額 

当期 
償却額 

有 
形 
固 
定 
資 
産 

信託建物 ─ 14,129,559 ─ 14,129,559 162,363 162,363 13,967,195 （注１） 

信託構築物 ─ 49,897 ─ 49,897 470 470 49,427 （注１） 

信託土地 ─ 10,944,899 ─ 10,944,899 ─ ─ 10,944,899 (注１） 

小計 ─ 25,124,356 ─ 25,124,356 162,834 162,834 24,961,522 ─ 

無 
形 
固 
定 
資 
産 

ソフトウェア ─ 9,099 ─ 9,099 656 656 8,442 (注２） 

小計 ─ 9,099 ─ 9,099 656 656 8,442 ─ 

合計 ─ 25,133,455 ─ 25,133,455 163,491 163,491 24,969,964 ─ 

(注１）信託建物、信託構築物、信託土地の当期増加の主な要因はレストヴィラ町田小野路、レストヴィラあざみ野他 

の合計16物件の取得によるものです。 

(注２）ソフトウェアの当期増加の主な要因は、ホームページの作成にかかる支出によるものです。 

 

④ その他特定資産の明細表 

   不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。 

 

⑤ 投資法人債明細表 

該当事項はありません。 
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⑥ 借入金明細表 

(単位：千円) 
 
  区  分 

当期首 
残高 

当期 
増加額 

当期 
減少額 

当期末 
残高 

平均利率 
（％） 

（注１） 

返済 
期限 

返済 
方法 

使途 摘要 
  借入先 

短 

期 

借 

入 

金 

株式会社 
三井住友銀行 

─ 1,000,000 1,000,000 ─ 0.38

平成28年 

３月22日 

（注２） 

期限一括 （注３） 
無担保 

無保証 

小計 ─ 1,000,000 1,000,000 ─  

長 

期 

借 

入 

金 

株式会社

三井住友銀行
─ 2,500,000 ─ 2,500,000

0.33
平成29年 

３月21日 
期限一括 （注３） 

無担保 

無保証 

日本生命保険
相互会社

─ 500,000 ─ 500,000

株式会社りそな銀行 ─ 500,000 ─ 500,000

信金中央金庫 ─ 500,000 ─ 500,000

株式会社

西日本シティ銀行
─ 500,000 ─ 500,000

株式会社東日本銀行 ─ 500,000 ─ 500,000

株式会社福岡銀行 ─ 500,000 ─ 500,000

株式会社三重銀行 ─ 500,000 ─ 500,000

株式会社

三井住友銀行
─ 2,500,000 ─ 2,500,000

0.47

（注4） 

平成30年 

３月20日 
期限一括 （注３） 

無担保 

無保証 

三井住友信託銀行

株式会社
─ 2,000,000 ─ 2,000,000

日本生命保険

相互会社
─ 500,000 ─ 500,000

株式会社りそな銀行 ─ 500,000 ─ 500,000

株式会社七十七銀行 ─ 500,000 ─ 500,000

第一生命保険

株式会社
─ 500,000 ─ 500,000

株式会社広島銀行 ─ 500,000 ─ 500,000

小計 ─ 13,000,000 ─ 13,000,000

合計 ─ 14,000,000 1,000,000 13,000,000  

（注１）「平均利率」は、借入実行日（平成27年３月20日）から当期末（短期借入金については期限前弁済時）までの期中加重平均利率

を小数第３位を四捨五入して記載しています。 

（注２）平成27年５月20日付で期限前弁済をしております。 

（注３）借入金の使途は、不動産信託受益権の取得です。 

（注４）金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。 

（注５）長期借入金の貸借対照表上５年以内における１年毎の返済予定額の総額は以下の通りです。 

 

（単位：千円） 
 

  １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

長期借入金 6,000,000 7,000,000 ─ ─ 
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２【投資法人の現況】

【純資産額計算書】

  （平成27年７月31日時点） 

Ⅰ 資産総額 26,638,318,361円 

Ⅱ 負債総額 13,851,155,878円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,787,162,483円 

Ⅳ 発行済投資口の総口数 120,500口 

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 106,117円 
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第６【販売及び買戻しの実績】
 

第１期計算期間における本投資口の販売及び買戻しの状況は以下のとおりです。 

 

計算期間 発行日 販売口数（口） 買戻し口数（口） 
発行済投資口の 

総口数 
（口） 

第１期 

自 平成26年12月９日 

至 平成27年７月31日 

平成26年12月９日 
2,000 

（─） 
─ 

2,000 

（─） 

平成27年３月18日 
106,500 

（─） 
─ 

108,500 

（─） 

平成27年４月21日 
12,000 

（─） 
─ 

120,500 

（─） 

（注１）括弧内の数は、本邦外における販売口数です。 

（注２）本投資法人による投資口の買戻しの実績はありません。 
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第７【参考情報】
 

 当計算期間の開始日から本有価証券報告書提出日までの間に、本投資法人が提出した金融商品取引法第25条第１項

各号に掲げる書類は、以下の通りです。

 

（１）有価証券届出書（一般募集）及びその添付書類

平成27年２月17日 関東財務局長に提出

 

（２）有価証券届出書の訂正届出書及びその添付書類

平成27年３月４日 関東財務局長に提出

上記（１）記載の有価証券届出書に係る訂正届出書です。

 

（３）有価証券届出書の訂正届出書及びその添付書類

平成27年３月11日 関東財務局長に提出

上記（１）記載の有価証券届出書に係る訂正届出書です。
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独立監査人の監査報告書 

 

    平成27年10月23日 

ヘルスケア＆メディカル投資法人    
 
  役員会 御中  
 
  ＰｗＣあらた監査法人 
 

 
指 定 社 員 

業 務 執 行 社 員 
  公認会計士 佐々木 貴司  印 

 

 
指 定 社 員 

業 務 執 行 社 員 
  公認会計士 太田 英男   印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人の経理状況」に掲げ

られているヘルスケア＆メディカル投資法人の平成26年12月９日から平成27年７月31日までの第１期計算期間の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭の分配に係る計算書、キャッシュ・フロー計算

書、注記表及び附属明細表について監査を行った。 

財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

監査意見 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ヘルスケ

ア＆メディカル投資法人の平成27年７月31日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する計算期間の損益及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

利害関係 

 投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

 

 （注）１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本投資法人(有価証券報告

書提出会社)が別途保管しております。 

    ２． ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。 

 




